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巻頭
特集

対談「広島県薬剤師会 平成の振り返りと
今後の薬剤師のあり方について」

吉田常務理事（以下、吉田）：今回は巻頭特集というこ
とでこの会を用意しました。平成が終わることや薬剤師 
会が富士見町から二葉の里に移転したこと等、変化のあ 
る年です。それらを振り返って頂きつつ、これから 先
に何を目指していくのかを語って頂けたらと思います。

豊見会長（以下、豊見）：僕たち薬局薬剤師としては、
ちょうど平成のバブル経験者で、バブルが崩壊していく
かもしれない瀬戸際というすごい時代だったのは確かで
す。

谷川副会長（以下、谷川）：豊見会長が県薬の役員とし
て入ってきて、今のランクの保険薬局部会の会費がはじ
まりました。

豊見：エクセルではなくロータスで、 1 枚当たりいくら
というのを計算しつつ決めたのを覚えています。

吉田：平成の薬局バブルからはじまって、保険薬局部会
の会費がはじまったということです。

豊見：そのころに広島佐伯支部でいえば、うちの父や黐
池先生等が歯科や眼科をまわって「処方箋を出してくだ
さい」というのを始めました。そうこうしているうちに

広島大学が出すよということで薬をたくさん用意して…
という時代でした。

谷川：それはもうちょっと前じゃないでしょうか。うち
の養神館病院の院長が三宅先生のとき、黐池先生とか豊
見会長のお父さんが話をしに来られたけど実際には全然
だったと聞いたことがあります。

豊見：全然ですね。だけどそのうち歯科が出始めて。歯
科が出始めたと言うと昭和40年か50年か僕が子どものこ
ろの話ですね。歯科医師会と話し合って歯科医師の代表
処方のような本を県薬でつくっていましたね。

谷川：薬剤師会が負担して歯科の基本的な標準処方をつ
くってそれに従って出してもらっていました。

豊見：それから眼科が出始めました。

青野副会長（以下、青野）：昭和の話ですね。そこまで
遡ってはいけませんね（笑）。

吉田：そうですね（笑）。調剤バブルのころでお願いし
ます。

2019年 2 月 6 日　 広島県薬剤師会
豊見雅文会長、青野拓郎副会長、谷川正之副会長、吉田亜賀子常務理事
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豊見：あの時にはもう薬局を開いていて、内科の処方箋
もそこそこ出始めました。だけどまだ件数的にはそれほ
どはなかったから、処方箋を出してくださいという働き
かけをしている時代です。

吉田：平成元年でもまだそういう状態だったということ
ですね。

青野：耳鼻科・皮膚科が出し始めました。内科はあまり
ありませんでした。

吉田：今は当たり前の状態になっていますけど、平成に
入って一気に院外処方が進んだという感じですか？私は
平成元年は処方箋ががんがんきていたようなイメージで
した。

豊見：開いたところは結局マンツーですよね。マンツー
マンで診療所の近隣で開いた薬局は忙しかったでしょう。

吉田：出てくることを見越して開く、院外処方を出すこ
とが当たり前になりつつあった時代ですね。

谷川：上の子が平成元年生まれで、小さいときの小児科
は全部院内でした。下の子は 4 つ違うけど、幼稚園に
なったら処方箋が出ました。その10年くらいの間にすご
く増えました。

吉田：平成元年から平成10年くらいまでですか。

豊見：要するに診療
報酬の増加です。改
定毎に診療報酬的に
院外処方のほうが良
いようにしていって、
薬価も下がっていま
した。それまでは薬
の店舗販売もたくさ
んありました。

青野：バブルの頃に、お金が儲かっている人間がどんど
ん薬局を開いた時期がありましたね。大分潰れましたが。

吉田：夜逃げもありましたよね。薬局が生まれては消え
て、それこそ薬局バブルという言い方でしょうか。

青野：多くの人たちが開業し始めた時期がありました。

吉田：そのころは薬局の質を上げようとか、担保をしよ

うという時代ではなく、とりあえず薬局がどんどんでき
ていったんでしょうか？

豊見：そうなんですけど、薬剤師会としては研修会とか
色々やらないと追いつかないという気持ちはずっとあっ
ただろうと思います。

青野：平成のちょうどバブルというか、薬歴が出始めた
のもあの辺ですね。それまではなんの履歴もなかったの
に、とりあえず薬の履歴だけを取り始めて、途中から今
度は頭書や中身等をやり始めて、そのときに薬剤師会が
薬歴簿を売り始めました。そこからみんなこうしなく
ちゃいけないとなりました。それまでは自分のなかでパ
ターンをもっていなかったから、みんな薬剤師会の薬歴
を使っていましたね。

豊見：僕は平成 8 年に日本薬剤師会の医薬分業対策本部
に入っているんです。まだ吉矢会長のころです。

吉田：豊見会長は広島ではなく、日本薬剤師会のなかで
分業対策をしていたということですね。
　薬歴について、今は点数が当たり前になって薬歴を書
くのでしょうけど、そのときに服用歴は点数がありまし
たか。自分たちが困るから服用歴をつけていたのがス
タートですか？

青野：薬品の履歴を書いていたのは、自分たちが前回何
がでたか分からないから書いていました。ちょうどその
ころにレセコンができはじめて、それで履歴が見られる
ようになりました。

吉田：昔は点数も手計算だったんですよね。自分たちが
必要で服用歴がありましたが、今やこれをやっていない
と薬局は点数が算定できません。どんどん自分たちが苦
しくなってきている状態もあり、薬剤師の仕事も対人へ
どんどん業務が変化してきています。これから先どんな
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薬剤師にでてきてほしいとか、どんな薬剤師会にしてい
きたいとかありますか？

豊見：今、六年制の薬剤師さんが働き手となってくる時
代だとしたら、根本的にレベルアップしないとだめだろ
うと思います。ただ僕たちが今までやってきた薬歴も、
報酬を得るためにという話で始まったかもしれないけど、
もう完全に変わっていて、もしその通り書いたら、次に
患者さんが来られたとき読めないぐらいの話です。もし
もみんなが立派だと言われる薬歴を書いたとしたら、全
員が書けたとしたら、それこそ仕事にはなりません。薬
歴を書くのが仕事であって、やればやるほど薬歴は増え
ていき、そんなやりかたをこのまま続けていけるとはと
ても思えません。
　そうすると、短い指導の間でポイントを見つけて、副
作用の話を最初にだせるようなレベルの高い薬剤師、今
患者さんがいちばん聞きたいのは飲み方ではなく副作用
の話です。だから昔みたいな副作用の話をしたら飲まな
くなるという状況が続いていくのではどうにもならなり
ません。もちろん僕らでも言い方があって、例えば

「ごくまれにしか起こらないんですけど」と最初につけ
ます。それでもちゃんと話しておかないといけません。
それが最初にくる薬剤師が、ポリファーマシーの解決に
してもいちばん役に立つ薬剤師になるでしょう。

吉田：世間の人たちが副作用を知りたい、ポリファーマ
シーのことを知りたい等色々あります。それに対して応
えられる薬剤師じゃないと、今後この業界自体が世の中
にとって必要で有り続けることができなくなります。そ
ういう薬剤師さんがこれから先必要であり、そういう薬
歴が残っていくべき薬歴です。どちらかというと今は点
数のために、何か言われないために、何を言っていいか
分からないような薬歴が多いですけど、実際は自分たち
が必要なことがそこに書いてある薬歴であるべきです。
私がよく聞くのは「薬局薬剤師さんに相談したいけど、
忙しそうで声をかけられない」ということです。それも
マイナスですよね。いろんな質問をしてもらって、答え
て、ということを出来るようになれば良いのかなと思い
ます。

豊見：そういう方向にいかないといけませんね。患者さ
ん全員にそれができなくても、例えば 3 人に 1 人できた
としたら、 2 人は待っているから、その人たちは内容は
分からないにしてもあの人はちゃんと教えているなとい
うのが見えるわけですよね。そうすると薬剤師の価値は
上がっていくわけです。
　もちろん一人一人に全部ができるわけではありません。
やる必要があるかどうかも分かりません。よくドクター

も言うんだけど、ムンテラが上手い人は控室にいる人ま
で意識した話をしています。プライバシーの問題もある
からそういう時には別ですが、ただの患者指導で、例え
ば眼科だったら目の洗い方とかみんなに聞かせたらいい
わけじゃないですか。そういうテクニックが薬剤師は必
要になってくるだろうと思います。

吉田：目の前の患者さんだけでなく、待っている患者さ
んも聞いて「私もそのことを聞きたいんだ」という答え
を持って帰ってくれたらそれでいいですしね。

豊見：そういう時には聞こえる場所で、聞こえるように
喋って良いわけですよね。だけど個人のプライバシーは
守りつつ、オープンな部分での話ができるような指導に
なっていくのではないかなと思います。

吉田：次の世代に望むこととしては、患者さんや一般の
人が欲しい情報を、言葉を選びながらでもだしていける
ところが薬局であり薬剤師でありという感じですね。青
野副会長・谷川副会長は広報委員会の担当役員としてど
うですか。

青野：電子薬歴のな
かに服薬支援のシス
テムが入っています
よね。そういったと
ころを活用すれば、
ど こ を ポ イ ン ト に
しゃべっていいのか
分からない人でも出
来るようになってい
るので、今会長が言われたことは充分に対応できると思
います。

吉田：谷川副会長は病院薬剤師の立場としてどうですか。

谷川：今日患者さんと話をしていて思ったことですが、
今では便秘も学問になってきていて、いろんな良い薬が
でています。酸化マグネシウムなんて、僕らの時代は国

家試験で 1 グラムが
制酸、 3 グラムで下
剤という時代でした。
それがいつのまにか
1 日 2 グラムまでと
なり、なおかつマグ
ネシウムの濃度を測
り2.5より高かったら
高マグネシウム血症
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という。それより何か異常があるかという、そういった
気づきというか、言われるまま教えられるままではなく、
例えばカリウムの値など検体が溶血すると、それによっ
ても上がることもあるので、冷静に判断できるように、
全体的な気づきが必要なんじゃないかと思います。

吉田：数値だけ見て一喜一憂するのではなくて、という
ことですね。

谷川：医者じゃないけど薬剤師として患者さんをみるこ
とも必要なんじゃないかなと思っています。今からは、
薬局にもそういう数値は出るじゃないですか。

豊見：そういうレベルは必要でしょうね。広島で HM
ネットが普及してきて、どんどん情報共有が進んできて、
薬局で検査のデータが見られます。処方箋にももちろん
書かれています。

谷川：今日も僕とひとまわり違う先生が、GOTとALT
と書いていて、なんで ASTとALTと書かないのかなと
思いました。略語もけっこう変わってきています。検査
方法や基準値も変わってきているので、それを出してく
れと言った以上は、その対応も必要になってきますよね。
そういうところを総合的に気づくような。

青野：たしかに関係のないものも出てきているけど、特
に腎機能とか確実に必要な患者さんだったら、それを使
えばもう充分分かります。こんないっぱい出されてもと
思うのではなく、必要に応じて見ればいいですよね。

豊見：処方箋に出ているデータも全部ではないというこ
とを意識しておかないと、本当に役に立つのはもしかし
たら違うところにあるということもたくさんあります。

青野：病院のなかで処方箋に出す検査値は決めてありま
す。だからどの患者さんも同じような枠があって、そこ
に数値があったりなかったりするんです。

吉田：検査データを見るとき病名が分かると、例えば糖
尿の患者さんだと、
血 糖 値とか HbA1c
にフォーカスするけど、
実は飲んでいるお薬
によっては肝機能や
腎機能を見なきゃい
けなかったり、そう
いう広い視野で見る
ということですよね。

豊見：今の病院が出しているのは、むしろ HbA1c は個
人が持っていて処方箋の隣には書いてないですよね。隣
のところには腎機能、肝機能、あの辺になっています。
今度の情報共有も HM ネットだったら開示カードを出
したら見られますが。

吉田：そういう数値がでることによって薬剤師自体の責
任がでてきます。見落としました、ではいかなくなるよ
うな時代ですね。

豊見：腎機能がぎりぎりの人になんでこんな薬を出した
のかという話に当然なります。それをチェックしてくれ
るのを目的で出しているわけですから。

吉田：ある種、信頼されているというところで数値を出
しています。そこを怖いと感じるのか、やりがいに感じ
るのか。

豊見：やはりそれが出来なかったらだめでしょう。

青野：色々な添付文書に「腎機能に応じて、投与量がこ
うなる」というのがあるわけです。

豊見：それもコンピューターでチェックがかかるように
なるだろうとは思います。そういう薬に気をつけて計算
しなおしたほうがいい、と出せるように。

吉田：薬剤師会としては、これから六年制がでてくるこ
とによって責任も重くなりますが、それを粋に感じて
やってくれる薬剤師を先に見据えて進んでいくというこ
とでよろしいですか。今日はどうもありがとうございま
した。
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　平成30年度の第42回福山大学薬学部卒後教育研修会は、
本学薬学部　鶴田泰人学部長の開会の辞に始まり、今回
は、「終末期医療のあり方を考える」というテーマに基
づいて、次の 2 つの特別講演を行いました。初めに、県
立広島病院薬剤科薬剤師　笠原庸子先生から『終末期緩
和ケアを支える薬薬連携』、ついで三原赤十字病院呼吸
器内科、広島原爆養護ホーム舟
入むつみ園医師　有田健一先生
による『最後まで自分らしく生
きるために—アドバンス・ケア・
プランニングの役割—』につい
てのお話をいただきました。
　特別講演 1 の笠原先生は、「緩
和ケア」のイメージを問いかけ
ることからお話を始められ、日

本でも増え始めた「ホスピス」
と「緩和医療・緩和ケア病棟」
の概念の相違、さらに「在宅緩
和ケア」の現状、最後に「非が
んの緩和ケア」についてお話い
ただきました。先生が実際臨床
されている、患者さんに生じる

「疼痛のコントロール」について
ご紹介いただき、特に「在宅緩

和ケア」における「薬剤師としての支援・役割」「家族
ケア」「かかりつけ薬局との情報共有」「訪問看護師さん
との関わり」「在宅緩和ケアの目標・理念」等について
熱くお話いただきました。先生のご講演には終始「緩和
ケアはすべての医療者によって提供される」という信念
があり、薬剤師は、薬薬連携はもとより多職種と一緒に

「緩和ケア」に関わることが求められること、つまり「連
携の必要性」を強調されました。
　特別講演 2 の有田先生には、医師のお立場から「End 
of Life Care」をどのように決めていくかという大変興
味深いお話をいただきました。「その人の生き方や医療
選択について、価値観に沿った思いや希望を語ってもら

い、それを基に関係者間で繰り返し話し合って、そこ
で得られた合意内容をみんなで共有する」という「アド
バンス・ケア・プランニング（ACP）」について丁寧に
ご紹介いただき、「自分らしく生きようとする」ために、
人は「自分の希望や思いを伝えておくことが望ましく」、

「ACP は有用な手順」となり、「納得した医療を受けら
れる医療文化」を促し、「それは人が人として大切にさ
れる寛容な社会の入り口につながる」というお話でした。

「緩和ケア」を人生の終焉への道と考えず、自分らしい
終末期の人生と考えることで、新たな価値を持つ人生が
構築されていくという、胸の熱くなるお話でした。
　両先生のご講演は、先生方の日頃のお仕事を通して熟
考された大変臨場的なお話で、薬剤師として多くの人々

と関わりながら物心両面にわたって専門性を培っていく
必要のあること、そのために絶え間なく生涯研鑽する必
要があることを大いに感じました。なお、本研修会は

（公社）広島県薬剤師会・広島県薬剤師研修協議会、（一
社）広島県病院薬剤師会、（公財）日本薬剤師研修セン
ターによる共催と（公社）日本薬学会並びに日本薬学会
中国四国支部による協賛を戴きました。関係各位に厚く
御礼申し上げます。

第42回 福山大学薬学部卒後教育研修会

福山大学薬学部卒後教育委員会委員長　井上　敦子
日　時：平成30年10月27日（土）
場　所：県民文化センターふくやま
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　広島国際大学における第10回目の共用試験は、2018
年12月 4 日および 5 日の両日に主に知識を問う CBT 

（Computer Based Testing）を、そして 2018 年 12 月
16日に技能と態度の客観的臨床能力試験である OSCE 

（Objective Structured Clinical Examination）を実
施致しました。
　今年度の OSCE は、昨年と同様に 6 ステーション・
5 レーンを設営し、午前・午後の 2 部構成とし、表 1 に
示すように、189名の評価者、標準模擬患者およびスタッ
フ、そして受験生数95名、総勢284名のご参加・ご協力
を得て実施されました。本学ではトライアル当初より、
学内の教員と学外の先生方を 1 組として各レーンの評
価にあたることが重要と考え OSCE を準備しています。
そのため、今回も広島県薬剤師会および広島県病院薬剤
師会より、多くの先生方に外部評価者としてご協力いた
だきました。年末のご多忙な中、16日の本試験ばかりで
なく、 9 日及び13日に行われた直前講習会にもご参加頂
き、誠に有難うございました。
　試験当日は、午後からあいにくの雨模様ではありまし
たが、寒波などの影響を受けることなく、予定通り試験
を終了することができました。
　運営に関しては、近年の重点注意事項である情報漏洩

対策を入念に行ってまいりました。結果として、各ス
タッフがマニュアルに従い、適切に運営を行ったことで、
試験全体に影響するような大きなトラブルや事故が発生
することなく、OSCEを無事終了することが出来ました。
モニターとして共用試験センターよりお越しいただいた
福山大学の片山博和先生から、「試験が公正かつ適切に
実施された」との講評を頂きました。
　2009年度に第 1 回 OSCE が実施されてから、今年で
10年目を迎えました。また、2012年度（第 4 回 OSCE）
まで本学では試験日を 1 月中旬としていましたが、第 5
回 OSCE より試験日を12月中旬に移行しました。この
移行に伴い、12月中に県内 4 大学が OSCE を行うこと
となり、外部評価者の派遣調整ならびに評価者の先生
方には年末の数日間を OSCE 関連行事に続けてご参加、
ご協力頂くことになりました。年末の大変お忙しい時期
に、貴重なお時間を頂きましたことに、あらためて感謝
申し上げます。
　今年度より2015年より開始された新コアカリキュラ
ムに基づいて学んでいる学生を対象として、初めての
OSCE が実施されました。さらに、今年度から、「在宅
での薬学的管理」、「持参薬チェック」、「手指の消毒と手
袋・ガウンの着脱」の 3 種類の課題が新たに加わりまし
た。また来年度からは、「医療従事者への情報提供」が
新たに加わることとなっております。
　今年度より新コアカリキュラムに基づいて、学外実務
実習も大きく変化することかと思いますが、引き続きよ
ろしくお願いいたします。　
　毎年お伝えしていることですが、共用試験は長期実
務実習に臨む際の、必要最小要件だと考えられていま
す。その合格基準は細目評価で70%以上とされています。
従って、試験に合格した学生であっても、その技能・態
度に差があるのも事実です。これらを本当の「技能（技
術）」や「態度」に醸成していくためには、医療現場に
おける先生方のご指導に基づく、体験実習が重要である
と考えています。
　 6 年制教育をより実りあるものとするためにも、さら
なるご協力とご指導を賜ります様、何卒宜しくお願い申
し上げます。

第10回 広島国際大学薬学共用試験（OSCE）

広島国際大学　大松　秀明
日　時：平成30年12月16日（日）
場　所：広島国際大学呉キャンパス

表１　第9回広島国際大学OSCE参加者・協力者数

分類 所属 人数

評価者

広島県薬剤師会 45

広島県病院薬剤師会 30

他大学教員 4

学内教員 11

標準模擬患者 ひろしま福祉芸術協会 9

スタッフ

学内教員 35

学内事務職員 11

TA（薬学部5年生） 43

モニター 共用試験センター 1

受験生 95

合計 284
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平成30年度 薬学実務実習指導薬剤師のための 
アドバンスワークショップ福山

呉市薬剤師会　菅原　航
日　時：平成30年12月16日（日）12：30〜17：00
場　所：福山大学薬学部医療薬学教育センター34号館

　実務実習では、実践的な臨床対応能力を身につける参
加・体験型学習を行い臨床実習の充実を図ることが重要
である。薬学教育のモデル・コアカリキュラムの改訂

（以下、改訂コアカリ）が成され、今後益々臨床での教
育が将来の薬剤師の在り方を左右するものとなるであろ
うと推察される。指導者の立場として根拠のある説明や
教育を学生に対して行えるように今回、薬学実務実習指
導薬剤師のためのアドバンストワークショップに参加し
たためその内容を報告する。
　今回、ワークショップでは大きく以下 4 項目について
講義を受け、グループディスカッションを行った。①学
習成果基盤型教育（以下、OBE）に基づいた実務実習
の実施に合わせたワークショップの主題であるカリキュ
ラムプランニングの立案・実践能力の習得に関するセッ
ション（目標・評価・方略）の OBE 対応について。②
医療人としての薬剤師の養成教育における OBE の意義
に関する情報共有化（議論含む）と実務実習における実
質化の促進について。③改訂コアカリに基づいた実務実
習における共育の質の担保・向上について。④学習目標
の設定とパフォーマンスを測る教育評価について。
　①④では、教育とは学習者の行動に価値ある変化をも
たらすプロセスで、学習者の行動とは知識・技能・態度
であり、それらを統合したパフォーマンスを学習者と一
緒に考え取り組むことが OBE であることを再認識でき

た。ここでは割り当てられたテーマについてグループで
討論し（当グループは「医療倫理に基づいた行動」）そ
れについてのアウトカムと学習目標を組み立てたが、「パ
フォーマンス」を表すことを明確に意識することが難儀
であった。
　②③④では教育評価の原則・手順・評価方法を学んだ。
特にパフォーマンスを評価する「ルーブリック評価」に
ついてグループディスカッション等通じて時間をかけて
学習し、内容を習得することができた。ルーブリックと
は、パフォーマンスの質を段階的・多面的に評価するた
めの評価基準を文章で表現した表のことである。それの
利点は被評価者と評価者の双方に評価の観点と評価基準
を提示し、評価を可視化できることである。学生自身の
行動指針が明確になり、学生自ら学習活動を評価でき、
自己評価と自己改善を習慣化できる。また途中で同じ
ルーブリックで評価すれば、結果だけでなくプロセスも
評価できることを学んだ。
　ワークショップで得た学習を臨床現場で発揮するため
には、まず学習環境を整備することが重要である。教育
者は OBE において評価方法や到達レベルを考慮する必
要性があり、パフォーマンス評価に堪えうる学習方法や
評価者の選定も重要な業務だ。今後は実践するための環
境を入念に準備していきたい。
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　そのことを記録しておくことで、以前は楽しんでいた
ことに興味がわかなくなっている、以前は好きだった食
べ物が嫌いになっているということがわかり、そのポイ
ントに対していろいろな専門職の視点で一人一人に合っ
たアプローチをすることが可能になります。
　改定に向けて、設問内容の見直しと、いかにこの手帳
を携帯していただくかということが議論されました。手
帳の携帯ということでお薬手帳が例に挙げられ、まずは
サイズの見直し、「これから手帳」はお薬手帳の二回り
くらい大きいものになるので、お薬手帳とサイズをそろ
えるということ。さらにお薬手帳をベースにして、手帳
カバーを作成して一緒にするという案も出ました。薬剤
師会としても設問内容に対して議論を交わしたのですが、

「これから手帳」の裏表紙にケアマネジャーさんの名前
や施設、介護度を記載してほしいことを強く言わせてい
ただきました。薬局に来局される方は介護保険を持って
いるのかどうかわからないので、それがすぐにわかるよ
うにすることが医療職からは重要になります。このまま
改訂版を完成させて、皆様にお知らせしたいと思います。

　広島県医師会館で開催された広島県地域包括・在宅介
護支援センター協議会　平成30年度第 3 回『自立支援』
多職種ネットワーク推進会議に出席させていただきまし
た。
　多職種ネットワーク推進会議は行政、医師、歯科医師、
看護師、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士など21団
体によって構成されており、共通の認識を持つ意味でも
非常に有用な会議になります。そして今回の会議では現
在、多職種で使用されている「これから手帳」の改訂作
業について話し合いが行われました。「これから手帳」
というのは高齢期を迎えて、不安を抱えたままの生活に
なってしまわないように、いつまでも自分らしい生活を
継続するために、「今の私」について、書き留めておく
ものです。そうすることで本人の今の生活をさらに豊か
にするために、さらには、利用者さんが支援を必要とし
たときに、専門職が「あなたらしさ」を大切にした支援
を行えるようになります。書き留めておく内容としては、
①「いつまでも自分らしく」自立し続けるために、あな
たの楽しみはどんなことですか？②あなたはどのような
食べ物を好んでますか？などがあります。

平成30年度 第３回『自立支援』多職種ネットワーク推進会議

常務理事　平本　敦大
日　時：平成30年12月17日（月）19：00〜
場　所：広島県医師会館

 

 



10 2019 Vol.44 No.2　広島県薬剤師会誌

　近年、新型インフルエンザなどの呼吸器系感染症の世
界的な大流行や、SFTS などの様々な感染症が出現し、
生命、生活や経済に重大な影響を及ぼすリスクにさらさ
れていると言えます。これらの感染症の流行を防止する
ためには、予防啓発の推進と合わせ、事案発生時におけ
る迅速かつ適切な対応が重要です。
　そこで、感染症対策を担当する職員等に対し、感染原
因となる病原体に関する専門的な研修を実施することに
より、事案発生時における対応力の向上を図る目的で本
研修会は開催されました。
　今回の研修概要を報告します。

＜小児の感染症＞
広島大学大学院医師薬保健学研究科　小児科学

小林　正夫教授
　小児の代表的な感染症の主部位、原因となる細菌やウ
イルス、また外来でみる感染症についての症状 · 経過 ·
治療などについての説明がありました。
　小児診療の特殊性としては、
　・小児疾患では感染症の頻度が多い
　・症状の出現が成人とは異なる
　・問診の情報源は母親（保護者）
　・診察には非協力的、検査、治療も困難
　・新生児から思春期まで年齢が幅広い
　・低年齢では免疫学的に未熟
などが挙げられますが、一般的に95% は心配しなくて
よい急性疾患であり、重要なのは残り 5 % の患児だそ
うです。
　小児期感染症の対策としては
　・感染源対策
　・感染経路対策
　・感受性対策
の 3 つがありますが、これらの三者のうち、一つ以上を
阻止することが重要なため、職員にはこれらを十分に理
解すること、衛生管理に注意することが求められます。
また、予防接種の重要性についても話されました。

＜臨床ウイルス学＞
広島大学大学院医師薬保健学研究科　ウイルス学

坂口　剛生教授
　微生物は原虫、真菌、細菌、ウイルスに分類されます。
ウイルスは細菌ではなく、遺伝子と蛋白質の複合体であ
るため、増殖には細胞が必要であるが、原虫、真菌、細
菌は無細胞培地で増殖ができます。大学の講義で聞いた
ことのある微生物の構造と大きさの話から研修会は始ま
りました。
　1997　H 5 N 1 鳥インフルエンザウイルス
　2013　H 7 N 9 鳥インフルエンザウイルス
　2014　エボラウイルス（西アフリカ）
　2015　MERS ウイルス（韓国）
　2016　ジカウイルス
　2018　風疹ウイルス（日本）
　この様な最近のウイルス事情でしたので、この中のイ
ンフルエンザウイルス、麻疹ウイルス、風疹ウイルス、
A 型肝炎ウイルス、B 型肝炎ウイルス、C 型肝炎ウイル
スについて症状、ワクチン、治療薬などの話も含めたご
講演でした。

＜院内感染を起こす病原体＞
広島大学病院　検査部

横崎　典哉部長（准教授）
　細菌の「薬剤耐性」について MRSA を例にとって、
出現までの経緯、耐性機構、広島大学病院における
MRSA 検出率の推移、MRSA の感染症法の位置づけ、
感染・伝播経路などを教えていただきました。また、
MRSA 以外の院内感染（医療関連感染）で問題になっ
ている微生物として、多剤耐性緑膿菌（MDRP）、セラ
チア菌、セパシア菌、ESBL 産生菌、カルバペネム耐性
腸内細菌科細菌（CRE）などについても最近の話題も
含め、お話しいただきました。抗菌薬の適正使用ととも
に、菌の基本的性質を理解した上での感染対策を行うこ
とが大切だと思いました。

平成30年度 広島県感染症・疾病管理センター研修会 
（感染症病原体研修コース）

常務理事　中川　潤子
日　時：平成30年12月25日（火）13：00～16：00
場　所：広島県健康福祉センター2階　総合研修室
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・高リスク者、接触者への対応をきちんと行うこと
・「様子を見ましょう」ではなく、積極的に検査をす

る勇気を持つこと
・疑いがあれば、喀痰塗沫、培養を行う
患者の立場からは
・ 2 週間以上呼吸器疾患が継続する場合は、必ず医療

機関を受診すること
・健診でレントゲン異常の指摘があったら、必ず精密

検査を受けること
・治療中、検査中にかかわらず、自己判断でドロップ

アウトしないこと
　行政の立場からは

・国民に対して「結核」の啓蒙
・住民健診の周知、徹底
・企業、施設への指導
・ハイリスク者、外国人の対策強化
・罹患率が高い地域での調査活動

などの対策を挙げられました。
　また、早期受診・早期診断のためには

・一般住民健診の発見率の低下を防ぐために、受診の
勧め、対象の見直し（効率化）を行う。

・集団生活の場（病院、高齢者施設、外国人施設）に
おけるスクリーニングの強化を行う。

・在宅高齢者における発見のためには、「地域包括事
業」との連携が必要　

とのことでした。
　最後に、まだまだ結核は身近に存在します。結核は忘
れた頃に遭遇します。結核患者は呼吸器科にだけ受診す
るわけではありません。ハイリスク者には要注意。常に

「結核」が頭に浮かぶようにしていただければと思いま
す。という言葉で研修会は終了しました。

　広島県健康福祉局健康対策課から、「広島県の結核行
政情報」として情報提供があった後、講演が開催されま
した。
　テーマ：結核の早期発見について
　講　師：山岡　直樹先生
　　　　　（国家公務員共済組合連合会吉島病院副院長）
　日本の結核統計（2017年）では、
　新登録患者数：16,789名
　罹患率（人口10万人対）
　　全国13.3　広島県11.3　広島市9.1
　潜在性結核感染症（LTBI）患者数：7,255名
となっており、2000年から緩やかな減少傾向をたどって
いますが、外国生まれの患者数は増加しています。また
患者の高齢化が見られます。
　国は2017年度～2020年度のプランを策定しました。
　罹患率：人口10万人対10以下
　DOTS 実施率：全結核患者、LTBI 患者とも95％以上
　肺結核患者の治療失敗・脱落率： 5 ％以下
　LTBI 患者の治療施行例における完了率：85％以上
　これからの問題としては

・高齢化を続ける結核患者
・若中年層での外国生まれ患者の増加
・都市部を中心とする、発生の偏在化
・LTBI の対する対応
・モスクワ宣言（2017年11月）：75か国の官僚の同意 

をもとに2030年までに結核を終結させる
などが挙げられます。
　結核を早期に発見するには、
　医師の立場からは

・結核と接する機会が少なくなり、鑑別疾患に挙がら
ないため、常に結核の存在を念頭に置くこと

・小さい病変の見落としをしないこと
・陳旧性病変と即断せず、比較読影を行うこと

平成30年度 結核予防技術者研修会

常務理事　中川　潤子
日　時：平成30年12月26日（水）19：00～20：30
場　所：広島県医師会館2階　201会議室
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　　　　　報告Ⅰ（1月12日）

　広島佐伯薬剤師会　畑中　啓

　インフルエンザのこの時期、日々気をつけてはいると
ころですが、研修会の開始を待っている間に同僚から着
信あり。何事！？と電話に出ると、『インフルエンザに
かかりました～』との連絡。午前中一緒に仕事をしてい
ただけにびっくり。
　その直前にはこの原稿の依頼があり、ショッキングな
イベントは重なるもので…。
　そんなこんなで、研修会の開始時刻を迎えました。
　センターからの情報提供でインフルエンザ関連の話が
あり、今シーズンから本格的に扱う機会のあるゾフルー
ザについても他薬と同様に異常行動への注意喚起を忘れ
ないようにしていかなければなりません。
　続いて、キッセイ薬品より「ベオーバ錠」について。
　禁忌項目が過敏症のみで、バイタルサインへの影響も
プラセボと有意差なしと安全性の高い薬とのイメージで
す。
　特別講演では、下部尿路症状に対しての薬物および手
術療法について、お 2 人の先生にお話していただきまし
た。
　薬物のキレがよいので服薬によるコントロールがわり
と期待できること、症状の分類、手術については実際の
映像を交えての解説をいただきました。
　メタボと尿路疾患に関連があることが印象に残りまし
た。
　薬剤に関しては、ザルティアが前立腺肥大よりも
LUTS（下部尿路疾患）によい、効果の実感に関しては、
α–b で 2 週間くらい、OAB も個人差はあるが大体 2
週間くらいと、先生の経験での手応えのお話など、現場
での感覚をお話しいただきとても参考になりました。
　OAB に関しては、男性のほうが多いこと、ケアの方
法は薬だけではなく、規則正しい生活をする・水分は朝
昼で夕は控えめにする・塩分控えめ・夕に散歩などの生
活指導や、尿意があってもまず 5 分からでもガマンする
膀胱訓練など行動療法を第一選択にすること。
　薬物療法では、“異常収縮を抑える” 抗コリンと今回
のベオーバのような “緩める” β3 作動薬の併用がよく
あること。

　抗コリンは口渇や便秘の SE が出やすく、また高齢者
の認知症的症状を避けたいため、個人的にはβ3 から開
始されることが多いとのこと。ただし、キレは抗コリン
のほうがある。
　以上のことから生活習慣が大切であることへの理解が
できました。また、各薬剤に関してのイメージもつかみ
やすくなったと思いました。
　前立腺肥大に関しては、手術自体は減ってきているが、
その中でも光選択的前立腺レーザー蒸散術（PVP）は
増えている。
　薬物療法でうまくいかない場合に手術という流れ。前
立腺体積が大きく、過活動膀胱症状が強い場合は手術の
適応の傾向。
　前立腺肥大の過活動膀胱に対しての手術は、経過観察
や薬物療法よりも改善率は高いということ。ただ、年数
が経つことで症状が再度出てくるケースもあり。
　手術には、核出術と切除・蒸散術があり、ミカンに例
えての説明をしていただきました。
　内腺を実、外腺を皮とすると、核出術は皮から実をは
がすように切除するので果汁（血液）があまり出ない、
切除・蒸散術は実の部分を直接切除するため果汁（血液）
が多く出る。PVP は後者にあたるが、レーザーのため
蒸散・切開をしつつ十分な止血が得られる。
　薬物療法で経過がよければ手術へは至らない流れでい
けるので、服薬アドヒアランスの向上が下部尿路疾患に
おいても大切であると感じました。
　今回も新たな知識を得ることができました。実務に役
立つようにし、これからも励んでまいります。

第519回・第520回 薬事情報センター定例研修会

日　時：平成31年1月12日（土）・2月9日（土）
場　所：広島県薬剤師会館
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　「これからの薬剤師に求められる　がん薬物療法マネ
ジメント」をテーマに広島大学病院薬剤主任　櫻下弘志
先生のご講演を拝聴する機会がありましたので報告いた
します。
　まずレジメン管理の目的は①医療安全の確保 ②がん
薬物療法の標準化 ③院内業務を効率化させる。そのた
めレジメンのチェック項目は、投与量、投与経路、投与
スケジュール、服薬時間、製剤の性質、投与器材、副作
用、支持療法、そして保険適応の有無とエビデンスレベ
ルを確認します。
　例えば造血幹細胞移植前治療薬ブスルフェクスの投与
方法は従来、A 法「 6 時間毎に 1 日 4 回投与する」のみ
でしたが、現在の B 法「 1 日 1 回投与する」が公知申
請交付された直後にレジメン変更を行った。このことに
より医療提供者の業務負担軽減と「投与忘れ」インシデ
ントの防止となり、院内業務の効率改善になります。
　公知申請とは「その医薬品の有効性や安全性が医学薬
学上公知であるとして、臨床試験の全部又は一部を新た
に実施することなく承認申請を行っても差し支えないも
の」とされている。
　医学・医療のリーディング・ホスピタルである大学病
院では本例に限らず、適応外使用を行う機会が少なくな
いと思われる。薬局薬剤師も「公知申請された医薬品に
ついて」（厚生労働省）の一読が望まれる。
　次にガイドラインとは「医師と患者による適切な医療

第103回薬剤師国家試験問題（平成30年2月24日〜 2月25日実施）

正答は 110 ページ

　　　　　報告Ⅱ（2月9日）

　広島市薬剤師会　宮本　一彦

の選択を支援するために、体系的なプロセスを経てフ
ローチャート形式に整理された指針」である。よってこ
のガイドラインを遵守することで生存率に有意差が出る
ことは明らかである。
　大腸癌・胃癌・肺癌・肝細胞癌の治療アルゴリズムに
ついて学習した。オキサリプラチン等のプラチナ系抗が
ん剤の副作用は消化器毒性に加えて神経障害にも注意が
必要だ。この神経障害の兆候を患者さんから訴える機会
が少ないため、私たち医療者側から聞き出す工夫が必要
です。例えば「服のボタンがとめにくい」「パソコンの
キーボードが打ちにくい」「水仕事の時にひどく冷たく
感じる」等です。日頃私は患者さんに「何か気になるこ
とはありませんか？」で終わっている…。大変勉強にな
りました。
　肝細胞癌治療薬レンビマ錠は奏効率75％の有用な抗が
ん剤であるが、もし副作用が発現した場合には、早期に
対応することで高い治療効果を維持できることは周知の
とおりである。
　この度、広島大学病院ではまず近隣薬局から投与後 1
週間前後の副作用症状13項目を聴取し、主治医へフィー
ドバックする「テレホンフォローアップ」を行う予定で
す。現在「服薬情報提供書」の受入れ体制が整っていな
い広島大学病院において、今回の事業が受入体制整備の
スタートとなることを願っています。
　ま た、AYA 世 代、15 歳 か ら 30 歳 前 後 の 思 春 期

（Adolescent）・若年成人（Young Adult）の患者さん
へのチーム医療の大切さに共感しました。
　あっという間の90分で一度も睡魔が襲ってこなかった
今回の講演は大変有意義な時間でした。
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　広島県在宅支援薬剤師専門研修会Ⅱに参加させて頂き
ました。私にとって、とても有意義で貴重な学習が出来
た研修会でしたので、以下ご報告いたします。
　今回の研修では、①適切な服薬のために関連多職種と
連携できる、②カンファレンスに参加して意見を述べる
ことができる、③薬学的管理指導計画書を作成できる、
④医師、歯科医師に訪問薬剤管理報告書を提出し協議で
きるという四点を目標に、グループワークを行いました。
　今回の検討症例は、「遠方に住む娘さんが父（＝患者）
の家を訪れると、薬が散らばっていたため、薬局に相談
に来たことが始まりでした。しかし外来では、残薬がな
くいつもきちんと飲んでいると言っている方」でした。　
　娘さんから在宅訪問の希望があり、まず自宅を訪問す
る前にどの様な情報を収集すればよいかを話し合いまし
た。この方は薬局でドグマチール錠（50）、ノルバスク
OD 錠（ 5 ）、アスペノンカプセル（10）、プラザキサ
カプセル（110）、バイアスピリン錠（100）、アンブロキ
ソール塩酸塩錠（15）をもらわれており、その情報をも
とに脳梗塞などの入院歴や病状を主治医に確認すること、
家庭状況（独居、家族構成など）から薬の管理者の確認、
ヘルパーなど居宅サービスの介入の有無を確認するなど
の意見が挙がりました。
　しかし、この患者は介入を拒否されたため、次のアプ
ローチ方法を考えました。既に介入しているケアマネ
ジャーなどと同行することや、主治医に薬剤師が訪問す
ることについて口添えしてもらうなどの意見が挙がりま
した。その後自宅を訪問した際の確認すべき点として残
薬の確認だけではなく、薬の場所や管理方法（薬袋、お
薬カレンダー）、家の中の清潔さ、食事の回数など生活

状況の把握が考えられました。
　そして訪問を行い、服薬状況が確認できたので実際に
計画書を作成しました。家に多数の残薬があったため残
薬調整を行う、シート管理が難しければ日付入りの一包
化や、服薬回数の少ない薬剤への変更の提案を行う、ヘ
ルパーが入る時間帯に食事を摂ってもらい服薬介助を行
う、などの意見が挙がりました。
　訪問から 3 ヶ月後、肺炎になり入院されたため、原因
について話し合いました。高齢者なので嚥下機能の低下
やプラザキサの副作用による間質性肺炎等が原因として
挙げられ、誤嚥については飲む姿勢もその原因があると
考えました。
　その後、退院前カンファレンスで薬剤師の立場で発言
する場面では、患者の生活状況に合わせて薬を変更する
ことや、服薬指導内容をお薬手帳に記載し、多職種と連
携することが挙げられました。
　最後に医師への報告書を作成し、残薬状況だけでなく
消化器症状などの患者主訴から薬の切り替えの検討を提
案しました。
　私は今回初めて訪問薬剤管理報告書を作成しましたが、
薬剤の知識はもちろんのこと患者の病状経過、生活状
況など把握すべき情報や、それらを総合的に勘案するポ
イントをたくさん認識することができました。グループ
ディスカッションでは、自分が気づくことができなかっ
たたくさんの意見を聞けて、とても勉強になりました。
今回の症例のように、介入が難しい患者はたくさん周り
にいらっしゃると思うので、その人にあった介入の方法
を見つけられるように、今回の研修を日々の業務に生か
していこうと思います。

平成30年度 在宅支援薬剤師専門研修会Ⅱ

広島市薬剤師会　岡水　涼
日　時：平成31年1月14日 （月・祝）・1月20日 （日）
場　所：広島県薬剤師会館2階　ふたばホール



15広島県薬剤師会誌　2019 Vol.44 No.2

「在宅支援薬剤師専門研修カリキュラム」（目標）の 
作成と実施について

専務理事　村上　信行

　広島県薬剤師会では、2014年度から「地域医療介護総合確保基金（新基金）」を活用して「在

宅医療を推進するための薬局の体制整備と薬剤師の資質向上事業」に取り組んできました。初

年度は「在宅医療推進委員会」を設けて、必要に応じ、実施事業に対応する小委員会を設置す

ることといたしました。翌2015年度事業においては「在宅医療等を支援する薬剤師向けの専門

研修」に適用する「カリキュラム」を策定するための委員会を設置いたしました。当初はテキ

ストまでの作成を考えましたが、多岐にわたる内容と専門性を求められますので、カリキュラ

ムの作成と研修会の企画とし、それぞれの講師の講義内容をそのままテキストといたしました。

基金の活用もあり、年度内に一定の成果を得るためにカリキュラム素案に沿って2015年度は 4

日間 4 課程の研修会を実施いたしました。また、2014年度末には県薬と薬学部を有する 4 大学

とで交わした施設設備利用協定に基づいた「無菌調剤」の研修を先行導入いたしました。これ

らを経て2016年10月に「参考資料①」のカリキュラムを決定いたしました。研修プログラムは

「Ⅰ」「Ⅱ」と「Ⅲ」に分け、「Ⅰ」「Ⅱ」をそれぞれ 2 日間の延べ 4 日と、前述の 4 大学での無

菌調剤研修 1 日を 1 過程とし2016年度2017年度実施いたしました。2018年度に入り、新会館に

基金補助を受けた無菌調剤設備が設置できましたので、その利活用と合わせてプログラムの検

討を行いました。

　到達目標50の SBOs のうちには「認知症における服薬管理及び指導」や「医療用麻薬の管理・

指導」などは、在宅医療には密接な関係はあるものの特化したものでなく、日常業務において

も多々接する課題であり、あえて専門研修と捉えなくとも良いと思われる目標もあります。従っ

て2018年度は自己研修目標を導入して研修「Ⅰ」を 1 日、「Ⅱ」を 1 日半に短縮しました。更に

無菌調剤を除く研修「Ⅲ」レベルは支援薬剤師が業務中に修得するものであって、例えれば生

涯学習の範疇と思われます。無菌調剤は大学ごとに日程を定めての定員制で実施していました

ので、研修プログラム「Ⅰ」「Ⅱ」を終えられた方でも、待機頂いている方もいらっしゃいました。

新会館設備の活用が軌道に乗れば少人数対象ではありますが定期的な受け入れが可能になると

思います。
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研修Ⅰ	 在宅医療に取り組むにあたって

　　　一般目標（GIO）

	 在宅医療に参画する為に必要な基礎知識を習得するとともに、
	 各職種との連携の重要性を理解する。

研修Ⅱ	 在宅医療を実践するにあたって

　　　一般目標（GIO）

	 在宅医療に参画し、職能を発揮する為に必要とされる専門的、
	 実践的な知識・技能・態度を身につける。

研修Ⅲ	 扌　削除

　『在宅支援について』ZS
到達目標（SBOs）
1・地域における薬剤師の役割を理解する。【Ⅰ】
2・訪問薬剤管理業務を知る。【Ⅰ】
3・在宅医療と医療・介護の保険制度を理解する。【Ⅰ】
4・訪問薬剤管理指導計画書の作成が出来る。【Ⅱ】

　『在宅医療について』ZI
到達目標（SBOs）
1・地域包括支援システムについて理解する。【Ⅰ】
2・在宅医療における医師の役割を理解する。【Ⅰ】
3・在宅医療における歯医師の役割を理解する。【Ⅰ】
4・在宅医療における看護師及び訪問看護ステーションの役割を理解する。【Ⅰ】
5・在宅医療における介護支援専門員の役割を理解する。【Ⅰ】
6・在宅医療におけるその他職種とその役割を知る。【Ⅰ】
7・地域におけるインフォーマルなサービスを知る。【Ⅰ】
8・医師、歯科医師に訪問薬剤管理報告書を提出し、協議出来る。【Ⅱ】
9・適切な服薬のために、関連多職種と連携が出来る。【Ⅱ】
10・多職種連携（模擬）カンファレンスに参加して意見を述べる。【Ⅱ】

　『認知症について』NS
到達目標（SBOs）
1・認知症対応について理解する。【Ⅰ】→ 自己学修
2・認知症における地域及び多職種連携について理解する。【Ⅰ】→ 自己学修
3・認知症における服薬管理及び指導が適切に出来る。【Ⅱ】→ 自己学修
4・認知症における薬物療法の効果、副作用をモニタリング出来る。【Ⅱ】→ 自己学修

「在宅支援薬剤師専門研修カリキュラム」（目標）
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　『在宅用医療器材及び機器について』IK
到達目標（SBOs）
1・在宅にて用いられる、医療・衛生材料を知る。【Ⅰ】
2・在宅にて用いられる、医療機器を知る。【Ⅰ】
3・褥瘡等、状態に即した適切な医療・衛生材料を選び、その用法を指導出来る。【Ⅰ】
4・酸素療法等、状態に即した医療機器の情報提供が出来る。【Ⅱ】

　『在宅関連施設について』ZK
到達目標（SBOs）
1・高齢者の在宅生活や在宅医療を支援する施設を知る。【Ⅰ】
2・介護保険関連施設の種類と役割を知る。【Ⅰ】
3・在宅関連施設における服薬指導、管理を行う。【Ⅱ】→ 自己学修

　『在宅関連調剤について』ZC
到達目標（SBOs）
1・経鼻・経管・経静脈栄養患者への調剤について知る。【Ⅰ】
2・無菌操作を要する調剤を知る。【Ⅰ】→ 自己学修
3・無菌製剤における制度を理解する。【Ⅰ】→ 自己学修
4・嚥下困難者における薬剤管理及び処方提案が出来る。【Ⅱ】
5・簡易懸濁法による薬剤投与の是非が判断出来る。【Ⅱ】
6・IVH 製剤の調整が出来る。【Ⅱ】
7・注射薬の無菌操作が出来る。【Ⅱ】
8・抗がん剤調剤の暴露等への対応調剤が出来る。【Ⅱ】

　『疼痛緩和について』TK
到達目標（SBOs）
1・緩和ケアの概念を知る。【Ⅰ】→自己学修
2・疼痛緩和に用いる医療用麻薬等の薬剤の種類、用法を知る。【Ⅰ】→ 自己学修
3・医療用麻薬の管理・指導が出来る。【Ⅰ】→ 自己学修
4・疼痛コントロールのアセスメントが出来る。【Ⅱ】
5・疼痛緩和への麻薬処方設計提案が出来る。【Ⅱ】

　『検査値・バイタルサインについて』KB
到達目標（SBOs）
1・検査値とバイタルサインを知る。【Ⅱ】
2・検査値・バイタルサインにより患者の状態を知る。【Ⅱ】
3・器具、機器を用いて、検査値・バイタルサインをチェックする。【Ⅱ】
4・検査値・バイタルサイン情報を薬剤管理指導に活かす。【Ⅱ】
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　広島大学病院スポーツ医科学
センター他が主催で開催された、
日本リハビリテーション医学会
市民講座「ALL HIROSHIMA 
SPORTS SUMMIT 2019」 に
出席してまいりましたので、ご
報告いたします。
　広島大学病院スポーツ医科学
センターは、スポーツに関連する県内外の施設・団体、
また地方自治体と協力し、スポーツを行うあらゆる人々
に対してスポーツ医科学の様々な観点から総合的なサ
ポートを行うことを目的として設立された、広島県内唯
一のスポーツ医科学を専門とする機関とのことです。
　ALL HIROSHIMA SPORTS SUMMIT は、従来な
かなか交わることが少ないスポーツの現場とスポーツ医
科学とを融合していきたいということで、情報交換の場
のひとつとして開催され始め、今回 3 回目の開催との

ALL HIROSHIMA SPORTS SUMMIT 2019

薬事情報センター　永野　利香
日　時：平成31年1月14日（月・祝）10：00〜16：00
場　所：広島大学医学部広仁会館　大会議室

プログラム（敬称略）
•開会式
•若手研究者によるスポーツ医科学に関する研究発表

《座長》広島大学病院� 三上　幸夫
広島大学総合科学研究科� 長谷川　博

1. 広島大学病院スポーツ医科学センターにおけるメ
ディカル・フィジカルチェック

2. 足関節捻挫予防に必要なこと
3. 大学生なぎなた選手におけるスポーツ傷害の特徴
4. トレーニング方法立案に用いた動作解析の紹介～

パラカヌーについて～
5. 高温環境が持久性運動中の脳および筋肉の循環動

態に及ぼす影響
6. 下肢切断者における暑熱環境下運動時の体温調節

反応～下肢切断者は汗かき～
7. テクノロジーによるスポーツの拡張と新たな可能性
8. 広島野球障害検診（HYMECS）における超音波

検査内側異常所見と理学所見の関係について
9. アスリート育成パスウェイにおける教育研修プロ

グラムの開発と実践

•シンポジウム
「スポーツ選手の育成における課題をどう解決するか」

《座長》広島大学病院� 木村　浩彰
広島大学教育学研究科� 出口　達也

1. スポーツ選手育成において指導者の果たす役割
広島大学教育学研究科教授・全日本柔道連盟女子
ジュニアヘッドコーチ� 出口　達也

2. スポーツ選手の育成について
広島県体育協会常務理事・強化委員会委員長
� 河野　裕二

3. JOC エリートアカデミーの取組
日本オリンピック委員会 JOC エリートアカデミー
事業ディレクター� 平野　一成

4. 障がい者アスリートの育成の現状と課題
－パラ水泳の取り組みから－
一般社団法人日本身体障がい者水泳連盟
常務理事・技術委員長� 櫻井　誠一

•特別講演「選手育成の 5 か条」
広島東洋カープヘッドトレーナー� 石井　雅也

《座長》広島大学病院スポーツ医科学センター長
� 安達　伸生
・閉会式

ことです。今回は、「スポーツ選手の育成をどう考える
か？」をテーマに、経験と科学から導かれる育成方法に
ついて様々なお話をお聞きすることができました。
　出席者は129名、医師、トレーナー、学校教師等がお
られ、活発なご討議がされました。
　また、アンチ・ドーピングの観点から使用してはいけ
ない物質があることは承知しているが、パラの選手では
使用しなければいけない薬もあり、そういった場合の
TUE（治療使用特例）申請に薬剤師も積極的に関わっ
ていって欲しいとのお話も聞いてまいりました。
　このように、スポーツを取り巻く環境の中で、アン
チ・ドーピング活動はますます重要となってまいります。
　スポーツファーマシストだけでなく、地域の薬剤師の
先生方のご協力を今後も引き続きよろしくお願い申し上
げます。
広島大学病院　スポーツ医科学センター　ホームページ

https://home.hiroshima-u.ac.jp/spmed/
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・なれなれしい言葉や子ども扱いした言葉、命令
口調的な言葉などを使っていない。

・診療時間中は、多くの患者や家族から「見られ
ている」「聞かれている」という意識を持って行
動している。

・患者に応対するときは「●●を測定します」「あ
と●分程度お待ちください」など、患者を戸惑
わせないよう配慮している。

・患者や家族と治療の目的や効果、副作用などの
治療計画を共有している。

・説明の後には、患者が理解・納得されたか確認
している。

・患者や家族にとって相談しやすい雰囲気作り（医
師等の柔和な態度・プライバシー配慮等）に努
めている。

・職員同士の私語は慎んでいる。
（ 5 ）平成30年度医療安全研修会の実施について（協議）

　昨年度と同様に県内の医療機関従事者及び県民
を対象として「平成30年度医療安全研修会〜コミュ
ニケーションから始めよう〜」を下記の通り開催
することになりました。
開催日時：平成31年 3 月14日（木）14：00〜17：00
開催場所：広島県医師会館　 1 階ホール
開催内容：

【講演】「医療安全とインフォームド・コンセント
　　　　～患者と医療職のコミュニケ−ション〜」

広島大学大学院社会科学研究科
横藤田　誠教授

【講演】「勤務環境の改善から医療安全へ（仮）」
広島県医療勤務環境改善支援センター

医療経営アドバイザー
【報告】「医療安全支援センタ一をご存じですか？ 
　　　　（仮）」

広島県医療安全支援センター
古江　一子相談員

【パネルディスカッション】
「医療相談対応～そのときあなたなら！？～（仮）」
　パネルディスカッションのコーディネーターと
パネリストの確認の後、会議は終了しました。

　福永広島県健康福祉局医務課長の挨拶で会議が始まり、
会長選出に移り前期も会長をされた木矢克造広島県立広
島病院長が選任され、木矢会長の司会で議事に移りまし
た。

（ 1 ）平成29年度団体別相談対応状況について（報告）
　広島県医療安全支援センター、広島県医師会、
広島県歯科医師会、広島県薬剤師会、広島県看護
協会よりそれぞれの相談内容、件数について報告
がありました。広島県薬剤師会からは、ホームペー
ジより受けた相談、薬事情報センターより受けた
相談について報告しました。

（ 2 ）県内 4 団体における苦情相談連絡会議と今後の展
開について（報告）
　2017年度相談年齢分布と相談機関（広島県医師
会、広島市医師会、広島市医療安全支援センター、
広島県医療安全支援センター）のグラフの説明が
ありました。

（ 3 ）相談事例検討（協議）
　広島県医療安全支援センター、広島県医師会、
広島県歯科医師会、広島県薬剤師会、広島県看護
協会より出されたそれぞれの相談事例について対
応や係争点、論点について協議しました。

（ 4 ）患者信頼度アップのポイント（案）について（協議）
　チェックポイントの案が提示され協議しました。
薬局でも利用できそうな下記の内容が含まれてい
ました。
・患者や家族に不快感を与えないよう服装や身だ

しなみに注意を払っている。
・患者や家族が抱いている不安を一緒に解消して

いくという姿勢を言葉にして伝えている。
・患者や家族へのあいさつや声掛けを率先して行っ

ている。
・患者や家族と話をする際は、相手の顔（目）を

見て応対している。
・患者の話を聞くときは．うなずきやあいづちを入

れる等、「聞いている」という姿勢を示している。
・患者の年齢や状態に合わせ、話す声の大きさや

スピードを変えている。
・患者や家族にわかりやすい言葉で説明している。

平成30年度 広島県医療安全推進協議会

副会長　青野　拓郎
日　時：平成31年1月18日（金）13：30〜15：00
場　所：広島県庁北館2階　第一会議室
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主催：21世紀、県民のくらしを考える会

健康ひろしま21、ひろしまヘルスケアポイントに
ついて

広島県健康福祉局地域包括ケア・高齢者支援課

健康寿命を延ばす食生活とは？
～日本人の食生活変遷から～

広島県栄養士会理事　沼尾　雄一氏

健康寿命の延伸と歯と口の健康管理
広島県歯科医師会　常務理事　上川　克己氏

今後の医療や介護について考えてみましょう
広島県医療ソーシャルワーカー協会

会長　平田　正彦氏

　今回の参加者数は225名。会の始まる前からたくさん
の方が歯の健康チェックをしたり、その他のブースを覗
いていました。県民の健康への関心が高いことを感じま
した。
　14時にフォーラムは始まり、構成団体のそれぞれの代
表が壇上で紹介されました。広島県薬剤師会は、谷川正
之副会長が登壇し紹介されました。
　その後、講演会です。県民の毎日の生活に密着した話
題で、自分の生活を素直に反省させられました。ソー
シャルワーカーのお話は病院に行けば伺うことができる
でしょうが、自分としてはなかなか聞けない話題なので
興味深々でした。

21世紀、県民の健康とくらしを考える広島県民フォーラム 
「健康寿命を延ばすコツ教えます」

常務理事　松村　智子
日　時：平成31年1月19日（土）14：00〜16：00
場　所：広島県医師会館
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復職支援研修会

参加者
日　時：平成31年1月21日 （月）
場　所：広島県薬剤師会館

　今回、初めて復職支援研修会に参加させていただきま
した。
　私は、パートで保険薬局に勤務しています。しかし、
10年のブランクがあり、夜や休日の勉強会への参加が難
しく、知識不足を不安に感じていました。
　そんな時、友人から教わった復職支援研修会の話はと
ても興味深く、一緒に勉強したくなりました。働いてい
ても受け入れて下さったことに感謝しています。
　 1 月のテーマは、「これからの薬剤師のしごと」と、

「分割調剤」でした。
　これからの薬局は「かかりつけ薬局・薬剤師」、そし
て地域住民の主体的な健康増進・維持を支援する「健康
サポート薬局」として、その機能を果たすことが重視さ
れていくそうです。
　将来的には分割調剤も進み、近くのかかりつけ薬局で
体調のチェックを受けながら、数回に分けて薬を受け取
るようになるでしょう。
　処方箋を待つ薬局から、情報を発信し、地域へ医療活
動の場を拡げる薬局へ推移しているのだと感じました。
　講義の中で心に響いたのは、災害時のボランティア活
動です。

　東日本大震災では、広島でも JMAT と呼ばれる医療
チームが結成され、支援活動に力を尽くしたこと。広島
県薬剤師会がモバイルファーマシー（災害時移動薬局車
両）を導入し、熊本大地震で出動したことを知りました。
　昨年の西日本豪雨災害では、派遣薬剤師数は延べ377
人に上り、怪我・持病・体調不良などへの対応や環境衛
生管理など、さまざまな活動を行ったそうです。
　これから、災害が発生しないことを願うばかりですが、
万が一の際は、多くの薬剤師がサポートすることを期待
します。
　初めての研修は、緊張しましたが、それは最初だけで
した。先生の経験に基づいた講義は詳しくわかりやす
く、また、心地良いテンポにどんどん引き込まれ、大変
充実した 1 時間半でした。
　もし、私同様に復職後も不安を抱えている方がいらっ
しゃれば、ぜひこの研修会をお薦めします。
　最後になりましたが、講師の吉田亜賀子先生、貴重な
授業をありがとうございました。また、関係者の皆様、
このような機会をいただきありがとうございました。
　今後も参加して専門的な知識を習得し、患者様に寄り
添える薬剤師になれるよう努めたいと思います。

第103回薬剤師国家試験問題（平成30年2月24日〜 2月25日実施）

正答は 110 ページ
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平成30年度 健康ひろしま21推進協議会 

常務理事　松村　智子
日　時：平成31年1月23日（水）19：00〜
場　所：広島県庁北館2階　第1会議室

1 　開会
2 　委員紹介
3 　議事

広島県健康増進計画「健康ひろしま21（第 2 次）
について」の推進

　　・健康ひろしま21（第 2 次）の進捗
4 　報告事項
　　（ 1 ）健康日本21（第二次）の中間評価について
　　（ 2 ）健康寿命延伸プロジェクト
　　（ 3 ）平成31年度の取組について
5 　その他
6 　閉会

　県民ひとりひとり、終生健康であるという目標達成の
ための取り組み状況が議事に上がりました。

1 　栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、
たばこ及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及
び社会環境の改善に関する目標

2 　主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹
底に関する目標（がん、循環器疾患、糖尿病、
COPD）

3 　社会生活を営むために必要な機能の維持・向上
に関する目標（こころの健康、次世代の健康、
高齢者の健康）

4 　健康を支え、守るための社会環境の整備に関す
る目標

　それぞれの取り組みの進捗状況が説明され、質疑応答
のあと承認されました。

　終生健康であるという健康寿命延伸プロジェクトにつ
いての報告がありました。
　広島県は平成28年度の健康寿命が男性27位、女性46位
と発表されました。
　健康寿命の延伸に効果のある要因を分析したところ、

「喫煙」「塩分の高摂取」「運動不足」「人の社会的つなが
り」が広島県において健康寿命の延伸への影響が強い要
因と結論付けた。今後は ICTを活用した企業単位の健
康づくりの取り組みや住民運営の通いの場の拡充を検討
している。

【住民運営の通いの場のコンセプト】
（ 1 ）市町の全域で、高齢者が容易に通える範囲に

通いの場を住民主体で展開
（ 2 ）前期高齢者のみならず、後期高齢者や閉じこ

もり等何らかの支援を要する人の参加を促す
（ 3 ）住民自身の積極的な参加と運営による自律的

な拡大を目指す
（ 4 ）後期高齢者・要支援者でも行えるレベルの体

操などを実施
（ 5 ）体操などは週 1 回以上の実施を原則とする

出典：厚生労働省資料
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　アドバンストワークショップに参加しました。
　ワークショップは福山大学のタスクフォースの先生方
から「改訂コアカリキュラムと学習成果基盤型教育につ
いて」「学習成果基盤型教育において求められる学習目
標とは」の講義を受ける事から始まりました。
　その後にそれぞれグループに分かれて SGD で与えら
れたテーマについてアウトカムと学習目標を作成しまし
た。
　私たちのグループに与えられたテーマは「薬物療法の
実践」でした。
　先ずアウトカムをいくつかみんなで提案した後に一つ
を選んで設定し、そのアウトカムを達成するための学習
目標を話し合いました。
　次に「パフォーマンスを測る教育評価とは」について
講義を受けた後に再度 SGD で最も重要と思われる学習
目標のパフォーマンスレベルごとの評価計画を作成し
た後で、最後に最重要のパフォーマンスレベル［dose］
で用いるルーブリックを作成しました。
　初めてのことなので、まずどの様に作成していくのか、
どの様な文言を使っていけばよいのか、又そもそもルー
ブリックとは何か、など全く分からない中での討議でし
た。しかしタスクフォースの先生のアドバイスや導き、
そしてグループみんなで意見を出し合うことでなんとか
良い物ができたのではないかと思います。
　今までのコアカリキュラムはそれぞれ細かな項目があ
り一つ一つを実施してできたかを評価していくものでし
たが、改訂コアカリキュラムは最終の学習目標を定めて
それを達成するというものでした。例としてハードルを
華麗に飛びこす為には踏切の理想のフォームを説明でき

る（知識）、垂直に50cm 飛べる（技能）、失敗しても再
びチャレンジできる（態度）などそれぞれを達成しても
ハードルは飛べるとは限らない。学習目標はそれぞれの
項目を達成することではなく、ハードルを華麗に飛び越
すことだ、とのお話を聞きました。薬剤師として服薬指
導できるために今までの細かい項目を達成できたとして
も学習目標である服薬指導ができなければ達成できたと
はいえません。でも先ほどのハードルに例えればそれぞ
れの項目の達成を積み重ねる事でハードルを華麗に飛び
越える事ができます。同じように学習目標を達成する為
には何が必要であるかを考えていく事も必要だと思いま
した。また、学習目標に対する評価も何をもってできて
いると判断するかの基準がなければ個々の薬局での評価
にぶれが生じます。その為にもルーブリックだけでなく
今までの評価基準も踏まえて指導、そして評価していく
事が大事だと思いました。
　昨年、実務実習の学生の受け入れをしたのですが、私
が実務実習の指導薬剤師を行ったのは六年制の第一期生
の時以来でした。しかも新しいカリキュラムで受けるこ
とになりましたのでどのように実習を進めるかだけでは
なく、どの様に評価していくのかも手探りでとても不安
でした。でも今回このアドバンストワークショップを受
けて学習目標やルーブリックを実際に作成してみること
で、実習をどの様に進めていくか、どの様に評価してい
くかが見えて来たように思います。
　実務実習で学生を指導するだけでなく、私たち現場の
薬剤師も理想の薬剤師を目指して共に学んでいきたいと
思いました。

第8回 薬学実務実習指導薬剤師のための 
アドバンストワークショップ in 広島

広島市薬剤師会　川船　庸子
日　時：平成31年1月27日（日）
場　所：広島県薬剤師会館
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【基調講演】
『これからの学校教育における医薬品教育について』

文部科学省　初等中等教育局健康教育・食育課
健康教育調査官　小出　彰宏先生

【事例報告】
１.『生徒の実態を踏まえた授業づくり〜医薬品の

正しい使用〜』
横浜市立瀬谷中学校　主幹教諭　永井　真樹先生

２.『新学習指導要領に則したくすり教育の実践』
愛知県学校薬剤師会　副会長　山口　一丸先生

３.『わくわくお薬教室〜医薬品の適正使用教育を
はじめませんか〜』

帝京大学薬学部　教授　齋藤　百枝美先生

　全国から学校薬剤師135名、学校関係者32名が集まり
上記次第で「くすり教育研修会」が開催されました。
　基調講演では、まず初めに「Society5.0」という言
葉が出てきました。「Society5.0」とは「狩猟社会」
→「農耕社会」→「工業社会」→「情報社会」に続く

「超スマート社会」を表す言葉で、IoT（Internet of 
Things）、ロボット、人工知能（AI）、ビッグデータ等
の新たな技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れてイ
ノベーションを創出し、一人一人のニーズに合わせる形
で社会的課題を解決する新たな社会のことを指すそうで
す。
　このような社会的背景などを踏まえ、「いかに進化し
た人工知能でも、それが行なっているのは与えられた目
的の中での処理で、人間は目的を自ら考え出すことがで
き、このために必要な力を成長の中で育んでいるのが、

人間の学習である」「様々な情報や出来事を受け止め、
主体的に判断しながら、自分を社会の中でどのように位
置付け、社会をどう描くかを考え、他者と一緒に生き、
課題を解決していく力の育成が社会的要請となっている」
などが改善及び方策としてあげられています。また、学
習指導要領の改定で、中学校では ３ 学年間で48単位時間
程度保健の時間となっており、「生活習慣病などの予防」
も追加になりました。さらに、高等学校では「医薬品は、
有効性や安全性が審査されており、販売には制限がある
こと。疾病からの回復や悪化の防止には、医薬品を正し
く使用することが有効であること」と学習指導要領解説
に書かれています。
　以前に保健体育科教諭に行われた、アンケートでも

「医薬品についての授業は、教員が行うよりも、外部か
ら講師を招いて講演会を開いた方が有効だと思うか？」
という問いに「はい…84%」という結果が出ており、ま
すます学校薬剤師が授業を行う機会が増えると思うが、
Risk & Benefit について考えることができる子ども・国
民の育成を期待するという内容でした。

　事例報告では、子どもたちが「科学的に思考し、判断
するとともに、それを道筋を立てて他者に表現できるよ
うにする」ことを目標として、いかに授業を行なってい
くのが良いかという内容が話されました。授業は教科書
に書いてある知識を教えるだけの授業ではなく、事前に
アンケートを行うことで、知りたいことは何なのかを把
握し、興味を持って主体的に学べるようにしている。ま
た、実験なども交えることで関心を高め、科学的理解を
深める。ワークシートを活用し、表現力を高めるなどの
工夫をされていました。

平成30年度 日本薬剤師会 くすり教育研修会

常務理事　竹本　貴明
日　時：平成31年1月27日（日）13：30〜16：30
場　所：スクワール麹町　３階「錦華」
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平成30年7月豪雨災害における保健医療活動検証会

常務理事　竹本　貴明
日　時：平成31年2月1日（金）10：00〜16：00
場　所：広島県医師会館１階ホール

　広島県主催で標記の検証会が開催されました。
　第 1 部では保健医療活動チームからの活動報告が行わ
れ、医療救護班として JMAT、日赤、広島 JRAT、感染
対策チーム、災害時小児周産期リエゾンの 5 チーム、災
害時公衆衛生チームとして保健師、看護師、薬剤師、口
腔ケア、栄養士、リハビリ、介護、福祉、DPAT、子
供支援の10チームから、下記の報告が行われました。
　①チームの概要と活動内容
　②他の医療活動チームとの連携状況
　③チームと被災自治体との連携状況
　④評価と今後の課題について
　薬剤師会の報告としては、県内の ３ ヶ所（天応、小屋
浦、安浦）での活動内容（災害処方箋の応需、OTC 医
薬品の供給、環境衛生の維持等）また、組織の体制とし
ては会長を災害対策本部長とし、常務理事を天応・小屋
浦で 1 名、安浦に 1 名を責任者として配置し、本部と現
地と行政 3 者がスムーズに連携が行えるように取り組ん
だこと。また、事務局の体制とホームページによる「災
害特設サイト」の設置、薬事情報センターによる県民・
医療関係者からの相談応需、国境なき医師団、日赤チー
ム、災害支援 Ns、保健師等との連携について、今後の
課題としてスムーズな医薬品等の発注スキームの構築な
どを説明致しました。
　その他のチームからの課題としては、
　・活動の終了時期の調整を行って欲しかった
　・初動までの期間の短縮
　・継続した支援体制の構築
　・平時からの連携体制
　・災害弱者への対応　

などが挙げられていました。
　また、各避難所単位の活動だけではなく、この15チー
ム全体では 7 月13日〜 8 月14日まで毎日（土日含む）、
県庁にて保健医療活動連携会議（クラスターミーティン
グ）を開催しており、前日の避難所の情報を共有し、必
要なチームの派遣の検討や、各チームの 1 週間の活動予
定を共有し保健所、市町にも提供を行なっていました。
　第 2 部では支援自治体、被災自治体からの報告として
福祉局や保健所の報告、と「平成30年度 7 月豪雨におけ
る DHEAT 活動について」の講演があり、その後、第
3 部では「保健医療活動チームの連携体制について」、

「被災自治体の受援体制について」の 2 テーマについて
パネルディスカッションが行われました。
　第 1 部の各チームを被災者への直接支援プレーヤー
とすると、DHEAT（Disaster Health Emergency 
Assistance Team）は指揮調整を行うマネジメント役
にあたります。被災地域以外の都道府県職員が応援派遣
され、保健医療調整本部及び保健所の指揮調整機能を応
援することが主な役割になります。 1 班あたり 5 名程度
で編成され、約 1 週間の活動を行います。今回の災害で
は広島県に19班、岡山県に 8 班、愛媛県に 1 班派遣が行
われたそうです。DHEAT は今回の活動が初めての活
動で、授受体制が構築されておらず、指揮命令系統が明
確でなかったこと。次に支援に入る自治体が異なると情
報の引き継ぎが難しいなどの課題が見えてきたとのお話
がありました。
　これだけ多くの職種と行政とが連携し、支援を効率良
く行うためには、平時から関連職種との連携や訓練を行
い人材の養成をしていくことが重要であると感じました。
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あった。冒頭に、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部
会の議論において厳しい意見がでたことについて触れ、
薬剤師は薬のプロフェッショナルで患者さんの為の取組
みをしていることはわかるが、患者や他職種における理
解が十分ではない、せっかく専門性をもっておられるの
だから、どう活動していけばよいかを考えてもらえたら
いいとの話があった。
　かかりつけ薬剤師・薬局の推進等については、薬
局ビジョン、健康サポート、登録販売者制度、薬機
法制度改正に関するとりまとめについて、KPI（key 
performance indicator）の設定についての説明が行わ
れた。特に、薬局ビジョンについては、今後の取組とし
て、薬剤師について、調剤時のみならず医薬品の服用期
間を通じて、必要な服薬状況の把握や薬学的知見に基づ

　かかりつけ薬剤師・薬局を推進する指導者の養成を目
的として、「かかりつけ薬剤師・薬局推進指導者協議会」
が開催された。はじめに、厚生労働省大臣官房審議官

（医薬担当）森和彦氏より、「薬機法の制度を見直す会議
でずいぶん熱の入った議論をいただいた」「これからか
かりつけの薬剤師がいい仕事をして患者さんに本当の姿
の見える薬剤師としてたよりになる薬剤師として活躍で
きるようにするために、しっかりご理解をいただいてご
尽力いただきたい」と挨拶があった。
　厚生労働省医薬・生活衛生局総務課　勝山佳菜子氏よ
り、「薬局・薬剤師を取り巻く現状及びビジョン現実に
向けた国の取組（来年度の予算事業等）について」の説
明があった。内容としては、かかりつけ薬剤師・薬局の
推進等、平成31年度薬剤師・薬局関係の主な予算案で

平成30年度 かかりつけ薬剤師・薬局推進指導者協議会

常務理事　有村　典謙
日　時：平成31年2月1日（金）
場　所：中央合同庁舎5号館（厚生労働省）講堂（低層棟2階）

1. 開会のあいさつ
厚生労働省

大臣官房審議官（医薬担当）　森　和彦

2. 患者のための薬局ビジョン実現のための国や団体
の取組

（ 1 ）薬局・薬剤師を取り巻く現状及びビジョン
実現に向けた国の取組（来年度の予算事業等）
について

　　厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

（ 2 ）ビジョン実現に向けた日本薬剤師会の取組み
公益社団法人日本薬剤師会

常務理事　吉田　力久

3. かかりつけ薬剤師・薬局に関する地域の取組報告

（ 1 ）がん患者支援のための薬薬連携プログラム
事業における PBPM の試行について

宮城県保健福祉部薬務課監視麻薬班
技術主査　浪岡　陽子

一般社団法人宮城県薬剤師会
常務理事　轡　基治

（ 2 ）多職種連携による在宅における
薬学的管理推進モデル事業について

岩手県保健福祉部健康国保課
主任主査　田村　剛

一般社団法人岩手県薬剤師会
専務理事　熊谷　明知

（ 3 ）多職種連携を利用した分割調剤による
服薬管理がもたらす薬物療法の実施

岡山県保健福祉部医薬安全課
総括主幹　小坂田　章子

一般社団法人岡山県薬剤師会
理事　寺井　竜平

4. 「日本薬剤師会を巡る現状と課題」

　　～医薬品医療機器制度部会での意見を踏まえて～
公益社団法人日本薬剤師会　

副会長　乾　英夫

5. 質疑応答

6. 閉会のあいさつ
　　公益社団法人日本薬剤師会

会長　山本　信夫
※ PBPM：プロトコールに基づく薬物治療管理

次　第
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く指導を義務づけるとともに、患者が薬局を主体的に選
択できるよう、特定の機能を有する薬局が当該機能を表
示することを可能にする等の対応を行う予定とであるさ
れた。
　日本薬剤師会　吉田力久常務理事より「患者のための
薬局ビジョン実現に向けた日本薬剤師会の取組み」につ
いて説明があった。日本薬剤師会の取組みとして、かか
りつけ機能強化事業や健康サポート薬局、実施している
研修、KPI についてなどの説明があった。
　その後、かかりつけ薬剤師・薬局に関する地域の取り
組み報告が行われた。がん患者支援のための薬薬連携プ
ログラム事業における試行について（宮城県）、多職種
連携による在宅における薬学的管理推進モデル事業につ

いて（岩手県）、多職種連携を利用した分割調剤による
服薬管理がもたらす薬物療法の実施（岡山県）、といっ
た内容で 3 県より好事例の報告があった。
　日本薬剤師会　乾英夫副会長からは、「日本薬剤師会
を巡る現状と課題」について主に、薬剤師行動規範、医
薬品医療機器制度部会での議論について説明された。薬
剤師行動規範については、しっかりと理解し仕事も行動
も行ってほしい旨の話があった。医薬品医療機器制度部
会での議論については、提案してきた事項、遠隔服薬指
導等、医薬分業に関するとりまとめについての日本薬剤
師会の今度の取組みなどについて説明があった。
　最後に、質疑応答があった後、日本薬剤師会　山本信
夫会長の挨拶で閉会となった。

第103回薬剤師国家試験問題（平成30年2月24日〜 2月25日実施）

正答は 110 ページ
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　第92回臨時総会へ向けて標記の協議会がブロック世話
人の広島県薬剤師会　豊見雅文会長の司会のもと行なわ
れました。議事に入る前に豊見会長（広島県）より今年
度の開催場所が変更になった経緯の説明と日本薬剤師会　
吉田力久常務理事より挨拶が行なわれました。
　その後、村上信行議事運営委員（広島県）より日薬の
名称に従い本会の名称変更の説明、臨時総会の日程、議
事進行予定の説明が行なわれたのち、臨時総会のブロッ
ク代表質問者の選出を行ない、鳥取県の原利一郎代議員
が担当することになりました。
　次に質問内容の取りまとめが行なわれ広島県からは

•「プロトコールに基づく調剤」
　全国各地で事務的確認事項のプロトコールに基づ
く合理化がなされているが、特段の課題、事故は上
がっていないと思われる。二社併売、局方品、規格、
剤形等においては薬剤師の裁量権と出来ないか。中
には医療機関の薬品マスターに起因する理不尽な理
由も院内リスク軽減で強要されているケースもある。

•「残薬調整に関わる手順」
　残薬に関わる処方箋様式の変更が行なわれたが、
様式右側のチェックを廃止し、さらには薬剤師の裁
量で変更調剤の後の報告に簡素化出来ないか。

•「日本薬剤師研修センターにおける認定申請につい
ての要望」
　現在、申請の条件として「薬剤師会が “ 共催 ” で
あること」というものがありますが、補助金事業
等の公的研修会では共催が得られない場合があり、
せっかくの有用な研修で認定が認められないため認
定条件を法人格レベルなどへの緩和希望。

•「処方箋の有効期間について」
　疾病の構造が外因性から内因性傾向となり、分割
処方箋等、長期処方容認となってきた現在にあって
の処方箋の有効期間が 4 日間であるのは、患者の責
とは言え非常に不合理であり、再受診、再発行、混
合診療等の課題も生じている。処方箋日数＋ 4 日を
最大調剤日数とするような、抜本解決は出来ないか。

•「特別会員の入会促進について」
　平成29年度末に学生会員を退会した薬学生が135
名いることから、半年後の 9 月末を目処に、本会に
入会した者がどの程度いるかを確認するということ

があったが、現状を教えていただきたい。
　また、当面は1,000名を目標（平成30年 3 月末：
633名）とするということであったが、いつを目標
達成にしているのか？また、特別会員から本会員に
どのくらいの割合で入会しているのか？
　目標の人数と異なればアプローチの方法も自然と
異なってくると思われるが、本当に1,000名が妥当
な数字と考えているのか根拠をお伺いしたい。
などの質問が挙がりました。

　また、他県からは
•「麻薬・覚せい剤原料の薬局間譲渡について」

　麻薬、覚せい剤原料は現在薬局間移動が不可と
なっている。昨今、国がすすめる地域医療を提供す
るにあたり、麻薬を在庫しておく必要があると考え
るが、すべて対応することは不動在庫を増やすのみ
で困難である。また、土曜日は卸も薬剤師が不在の
ため急配対応も難しい。そのため麻薬、覚せい剤原
料に関する法律を一部変更することが望ましいよう
に考えるが検討されていないだろうか。

•「今後の薬局・薬剤師のあり方について」
　地域包括ケアシステムや、地域の保健（保険薬局
のみでは無い）を担う薬剤師の薬局のあり方につい
て、保険調剤が主たる業務である事が多い会員への
道しるべ、現時点での日本薬剤師会としての10年後
20年後の薬局・薬剤師のあり方を端的にお示し頂き
たい。

•「制度部会について」
　厚生科学審議会医薬品医薬機器制度部会（制度部
会）において、逆風の議論が行なわれたが率直な感
想を伺いたい。またそれを受け、今後具体的な方策
を持ち、かなりのスピード感をもって進めていかな
ければならないと考えるが、現時点での考えを聞き
たい。

•「薬剤師資格認証（HPKI）の取得について」
　日薬で取得を広報しているが、取得することによ
るメリットが少ないと思われる。
　日薬研修センターの申請などとリンクさせること
で HPKI を薬剤師必須のものとするような対応を
検討いただきたい。

日薬代議員中国ブロック協議会

常務理事　吉田　亜賀子
日　時：平成31年2月2日（土）15：00～18：00
場　所：ホテルグランヴィア岡山
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•「セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）
のさらなる告知について」
　住民に十分認知されているとはいいがたい。標榜
する制度であれば、対象商品を従来の 2 、 3 類を含
めた OTC、全ての OTC に本来適応され得るべき
制度と考える。そうした折衝を関係機構と引き続き
協議していく考えはあるか？

　など多くの要望・質問事項が挙げられました。
　時間の関係でブロック代表質問を全て行なうことが大
変難しくなっている。せっかく出た要望・質問を出来る

だけ多く行なって欲しいため一問一答形式で行なうこと
が要望として挙げられました。
　休憩をはさみ平成31年度日本薬剤師会会賞、同功労賞
並びに同有功賞（団体）受賞候補者の推薦について話し
合いが行なわれました。
　次期開催は 5 月25日鳥取県、ブロック代表質問は岡山
県とすることに決定しました。
　その他として、割線のない錠剤の半割における自家製
剤加算算定について各県の状況についての質問が挙げら
れ、全ての議事が終了しました。

第103回薬剤師国家試験問題（平成30年2月24日〜 2月25日実施）

正答は 110 ページ
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講演 1 　「園・学校における食物アレルギー有症時対応：
ストレス軽減への取り組み」

　　　　講師：杢保小児科医院　院長　平場　一美先生
講演 2 　「効果的なスキンケアについて考える（アトピー

性皮膚炎を中心に）」
　　　　講師：広島大学大学院医歯薬保健学研究科

　　　　　　　皮膚科学　准教授　田中　暁生先生

　広島県アレルギー疾患対策研究会の研修会として、皮
膚科学会の特別講演を拝聴してまいりました。
　講演 1 　香川県でご活躍中の平場先生のお話では、小
児科医会で食物アレルギー対策委員会を立ち上げられて
おり、園や学校における食物アレルギー緊急時対応への
取り組みを行っていること、その一環として各学校に

「アレルギー緊急対応マニュアル」「個別対応シート」「症
状チェックシート」を配布しているとのことでした。
　「アレルギー対応マニュアル」とは、子どもに異変が
起こった時症状に応じて、学校の教諭がそのマニュアル
に沿い対応し病院に搬送するまで、スムーズにかつ安全
に行うことを目的としているもの。緊急時の対応・役割
分担（ほかの子どもたちへの対応等）・対象の子どもへ
の対応・エピペンの準備・救急車の要請など細かく作ら
れているということでした。
　実際に、学校内で子どもが不調を訴えてから救急車で
搬送できるまでの時間が短縮され、エピペンの使用も適
切に行われていたということです。
　アレルギーを起こした生徒に対応したとき、慌てるこ
となく、ストレスなく対応することができるというマ
ニュアルです。
　「個別シート」は除去している対象食物、服用・携帯
している薬の種類、エピペンの携帯のあるなし、など事

象が起きた時にすぐに確認できるチェックシートです。
　「症状チェックシート」では事象が起こってから発見
者が児童を発見した時刻より時間を計りながら症状の状
態を観察しそれに当てはまる手当をしていくものです。
　緊急な症状 1 つでも確認できれば、すぐにエピペンを
打つという行為ができるようになっているシートです。
　数例の現場での活用例とともにわかりやすくお話しい
ただきました。しかし、いまだ活用されることは少ない
ようで、なるべくたくさんの園・学校に活用されるよう
に啓発・指導されていくそうです。

　講演 2 　田中生先生のお話では、スキンケアのガイド
ラインを中心に、アトピー性皮膚炎・乾燥肌・肌の構造
の基礎からお話をいただきました。スキンケアには 3 つ
の柱でできている、 1 つは洗浄して皮膚を清潔に保つこ
と・ 2 つ目は保湿をして皮膚に潤いを与えること・ 3 つ
目は傷んだ皮膚に対して保護し、刺激から守るというこ
とでした。
　皮膚の表皮を一番良い状態に保つためには、第一に清
潔にしておくこと、バリア機能を高めていくことが重要
とのお話でした。とはいえ入浴時にナイロンたわしなど
でごしごしと擦る入浴法ではなく、入浴石鹸をしっかり
と泡立てて、手でやさしく洗っていくこと、そのうえで
しっかりと保湿をしていくことの重要性のお話をされて
いました。
　「患者さんというのは思わぬ塗布方法で保湿剤、ステ
ロイドなどの外用剤の塗布、使い方をしている。せっか
くのお薬も効果的な使用方法ができていないと効果が出
てこない」とのお話がありました。薬剤師の関わり合い
として、投薬時にはきちんとした指導を心がけていくこ
とが重要なことと感じました。

広島県アレルギー疾患対策研修会

常務理事　柚木　りさ
日　時：平成31年2月2日（土）14：30～16：00
場　所：広島コンベンション大ホール　3A
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　本研修会は、広島県合同輸血療法委員会の設置目的で
ある「医療機関における輸血療法委員会相互の情報交換
を図り、県内における輸血医療の標準化をめざす」に則
り、研修を通じて、血液製剤の適正使用、安全性に関す
る知識の向上及び有効利用のより一層の推進を図る事を
目的に、県内の医師、薬剤師、看護師及び臨床検査技師
など輸血医療関係者を対象としたものである。
　広島県薬務課製薬振興
グループ　片平尚貴氏の
司会により、広島県健康
福祉局　田中剛局長の挨
拶で始まった。まず、「新
鮮凍結血漿の使用状況と
その患者予後の検証のた
めの多施設共同研究」と
して広島県合同輸血療法
委員会委員長・広島大学
病院輸血部　藤井輝久先
生より、県内の FFP（Fresh Frozen Plasma）供給実
績上位の16医療機関が行う1,000例を対象にして FFP の
使用理由（疾患、術式）、一人当たりの使用量、赤血球
成分製剤の併用の有無、凝固検査（プロトロンビン時
間、活性化部分トロンボプラスチン時間、フィブリノゲ
ン値）の有無と測定値（投与前後）、凝固検査をしない
理由及び予後（28日後生存率等）について前向きに研究
を実施することにしたこと、1,000例には到達しなかっ
たが2017年 3 月までを中間報告としてまとめた結果を報
告書として作成したことなどの報告があった。
　次に、「輸血療法に関するアンケート調査」として、
広島県合同輸血療法委員会事務局・薬務課の白石有希恵
氏より、輸血療法委員会の設置について、現時点の輸血
の管理体制について、輸血管理料（施設管理加算）につ
いて、血液製剤の使用について、遡及調査についてなど、
92施設からの回答状況について集計し解析した結果につ
いての報告があった。
　次に、「臨床検査技師ワーキンググループの活動方針に
ついて」として広島県合同輸血療法委員会臨床検査技師
ワーキンググループ　関藤真由美氏より、2017年 1 月に
日本輸血・細胞治療学会が提案した「輸血チーム医療に
関する指針」に基づき、広島県合同輸血療法委員会設置

要綱第 1 条（平成30年 7 月21日施行）で、広島県におけ
る安全かつ適正な輸血療法の推進に資するために、臨床
検査技師・看護師のワーキンググループを設置すること
が定義され、臨床検査技師ワーキンググループでは、ま
ずはアンケートを実施し、県内の輸血医療の実施状況を
把握することからスタートするなどの報告があった。
　休憩を挟んで、藤井委員長の座長で、「科学的根拠に
基づいた輸血療法」と題して奈良県立医科大学輸血部教
授（部長）松本雅則先生より、血液製剤使用ガイドライ

ンの作成方法、血液製剤使用のガイドラインの紹介（大
量出血・赤血球・血小板・FFP・小児輸血・アルブミン）
について、特別講演があった。まとめとして、科学的根
拠に基づいた血液製剤使用のガイドラインと、日本血液
製剤使用ガイドラインが、日本輸血細胞治療学会から発
表され、それに従って厚生労働省の血液製剤使用指針も、
推奨度、エビデンスの強さを追加して改定された。輸血
療法の実施に関する指針の改定を目指して、エビデンス
の収集、解析は終了しており、
これらの指針、ガイドライン
は作ったのもでは意味が無く、
臨床で使用し意見をフィード
バックしてもらい、より良い
ものにしていく努力が必要で
あると締めくくられた。
　輸血前後に行う血液検査に
ついてや輸血手帳ひろしまの
活用方法についてなど質疑応答があり、最後に、広島県
赤十字血液センターの山本昌弘所長より閉会の挨拶で終
了した。
　この研修会には、170名の参加があり、内薬剤師は19
名が参加したとのことであった。

平成30年度 広島県合同輸血療法研修会

副会長　谷川　正之
日　時：平成31年2月2日（土）15：00〜
場　所：広島県庁本館6階　講堂
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特別講演
【広島県の糖尿病医療の課題】
　糖尿病専門医や糖尿病診療を主とする内科医の数が少
なくかつ偏在している。そのため、最新の知識に基づい
た質の高い最適な糖尿病診療を県内全域で均一的に提供
できているとは言えない状況である。

【広島県の糖尿病医療対策】
　平成30年 4 月、広島県知事の指定により、糖尿病診療
の「専門治療」や「急性増悪時治療」を担当する糖尿病
診療拠点病院及び中核病院を各保険医療圏に選定した。
　近年、糖尿病患者が高齢化し、非肥満、やせ型の高齢
者糖尿病が増加している。特に山間部や島嶼部ではその
傾向が顕著であり、サルコペニアからフレイルとなり、
さらに車いす生活や寝たきりなどの要介護状態への進行
を予防することが社会的に極めて重要である。そのため
には、かかりつけ医と糖尿病診療拠点・中核病院の専門
医及び糖尿病療養指導の医療スタッフたちが連携して、
地域全体において食事や運動療法など生活習慣の改善に
取り組むなど医療連携体制の確立と推進が不可欠である。
　しかし、糖尿病専門医がいない、糖尿病診療拠点・中
核病院が存在しない地域においては、医療連携体制自体
を構築することができず、「糖尿病患者に如何にして専
門的治療を提供するのか、生活習慣の指導・介入を実施
するのか」が重要な問題である。

【広島県の新たな糖尿病医療連携体制の構築】
広島大学の「ひろしま DM ステーション」をプラット
フォームとした「広島初・広島発」の新たな糖尿病医療
連携体制の構築により県内全域の糖尿病診療のレベルの
均一化及び向上が期待できる。

　シンポジウムではそれぞれの立場から生活習慣病の発
症予防・重症化予防への取り組みを発表した。呉市では
行政と医療関係者が一緒にこの取り組みをしている。糖
尿病治療を開始した方、治療継続している方の中で、医
師了承のうえでピックアップして、集団指導、個別指導
をしている。呉市薬剤師会は薬の作用機序や注意点を説
明して、糖尿病教育への参加をしている。また、呉市ウ
オーキング大会、広島国際大学大学祭、くれ食の祭典に

テーマ「生活習慣病の発症予防・重症化予防につい
て～健康寿命が延伸する社会に向けて～」

開会挨拶
広島県地域保健対策協議会会長� 平松　恵一
呉地域保健対策協議会会長� 玉木　正治
呉市長� 新原　芳明

特別講演
演題 「広島発・広島初の糖尿病研究と医療連携

体制の構築を目指して」
講師　広島大学大学院医歯薬保健学研究科

糖尿病・生活習慣病予防医学教授
米田　真康

シンポジウム「生活習慣病の発症予防・重症化予
防と地域連携について」

座長
呉市医師会理事� 吉川　幸伸
広島県医師会常任理事� 國田　哲子

　シンポジスト
呉市福祉保健部保険年金課課長� 山川　聡吉
呉市医師会地域医療委員会腎臓検診部会

委員長　川合　　徹
呉市薬剤師会常務理事� 松村　智子
呉医療センター・がんセンター栄養管理室長

別府　成人
呉医療センター・がんセンター

看護師　石橋　桃子
呉市歯科医師会専務理事� 西田　弘明

　コメンテーター
広島大学大学院　糖尿病・生活習慣病予防医学　

教授　米田　真康
　指定発言者� 田中　　剛

次期開催圏域地対協会長挨拶
　備北地域保健対策協議会会長� 鳴戸　謙嗣

閉会挨拶
広島県地域保健対策協議会副会長� 古川　智之

平成30年度 圏域地対協研修会

常務理事　松村　智子
日　時：平成31年2月3日（日）13：00〜16：30
場　所：くれ絆ホール
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おいて、HbA 1 c 測定器や体液組成計を用いた市民への
特定検診推進事業を継続して行っている。HbA 1 c が
6.1％以上の参加者には紹介状を渡し、医療機関への受
診勧奨を行っている。
　昨年の豪雨災害では広島県薬剤師会のモバイルファー
マシーと災害チームが避難所における医療、公衆衛生に
携わっていただいた。県内の薬剤師の方もたくさん参加

して下さった。私の倉吉の友人も日本薬剤師会からの派
遣で安浦に入ってくれていた。また呉は道路が寸断され、
孤立状態になった。透析患者にとっては死活問題である。
発表された医師は船で患者を迎えに行った様子を話され
た。呉市にとって様々なところでの問題点を経験した。
これを踏まえて薬剤師としてこれからのスタンスを考え
たいと痛感した。

第103回薬剤師国家試験問題（平成30年2月24日〜 2月25日実施）

正答は 110 ページ
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　今回の NEXT GENERATION 研修会には因島、尾
道から数多くの薬剤師の先生方が参加されておりました。
また JA 尾道総合病院や尾道市立市民病院などの病院薬
剤師会の先生方も参加されておりました。研修会が始ま
る前より「薬薬連携」が実践されていると肌で感じまし
た。
　開始の時間とともに山田真弘先生の軽快なトークと、
テンション高めのスライドで気持ちよく滑り出しました。
現代の医療で問題とされている、ポリファーマシーにつ
いて提起されました。尾道・因島圏域も高齢化が進んで
おり、今すぐにでも行わなければならない問題だと認識
しました。その後、現場ではどのようなことが起こって
いるかを、小森山雅士先生と田辺ナオ先生のリアルすぎ
る寸劇にて再現されて「あー、あるある！」と言いなが
ら鑑賞させていただきました。
　症例としては高齢男性の発熱・倦怠感、食欲不振を訴
えとし、口渇、口の苦みと下痢、低栄養状態、腎機能の
一部低下がカルテから読み取ることができました。処方
は
　アトルバスタチン錠 5 mg
　アスピリン / ランソプラゾール配合錠
　アムロジピン錠 5 mg
　酸化マグネシウム錠330mg 6 錠
　フロセミド錠20mg
　アスパラギン酸カリウム錠300mg
　ゾピクロン錠7.5mg
　スルピリド錠7.5mg
　補中益気湯エキス顆粒
が内科より出されていた。併せて泌尿器科より
　プロピベリン錠20mg
整形外科より
　ロキソプロフェン Na 錠60mg
　レバミピド錠100mg

が処方されている。すべての薬剤を持参薬として持って
きているがロキソプロフェン Na 錠60mg、レバミピド
錠100mg、酸化マグネシウム錠330mg がかなり多いこ
とが分かりました。
　病院薬剤師、薬局薬剤師が一緒になって問題点から処
方の組み換えを行う課題が出されたのですが、やはりそ
れぞれ注目するところが異なり、良い発見となりました。
持参残薬の状態や血液検査の結果などは病院薬剤師の先
生がよく見られており、自覚症状、併用薬などは薬局薬
剤師の先生が注目されていました。ほとんどの SGD の
チームが薬剤を半分以下に削減していました。薬剤によ
る副作用の問題解決と、副作用による患者の訴えからさ
らに追加された薬剤の問題解決が提案されました。ま
た、高齢者に安全な薬剤へのスイッチや服用量の削減か
ら合剤への切り替えも提案されました。当グループでは
カデュエットⓇ錠 3 番、タケルダ Ⓡ配合錠、ベルソムラ
Ⓡ錠、モーラスⓇテープもしくはカロナールⓇ錠の内服が
良いのではと提案されました。
　続いて、退院に向けての課題について話し合いを行い
ました。薬剤の減量による問題や、変更による副作用な
どが無いかを経過観察するという意見が出ました。しか
し大きな問題として自宅で服用ができるのかとの意見も
出て、一包化や訪問薬剤師管理も必要となるとの意見も
出ました。
　このほか、実際に保険点数の算定の仕方やクリニック
の医師との連携などの実務的なスライドの発表もあり大
変役に立ちました。

　ここまで練り上げられた勉強会は、事前の準備がとて
も大変だったと思われました。まさに次の世代を築き上
げていく薬剤師の方々の姿を感じ取ることができました。

NEXT GENERATION研修会 Vol.1

尾道薬剤師会　平野　健
日　時：平成31年2月7日（木）
場　所：JA尾道総合病院
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広島県立美術館「団体割引会員」について
　本会では会員の皆様に割安な団体料金で広島県立美術館の展覧会を観賞していただける「団体割引会員」に登録し
ました。
　会員の皆様には同伴のご家族、ご友人も含めお得な団体料金で展覧会をご覧いただけます。
　是非ご利用ください。

【割引の対象となる展覧会】
・特別展（新県美展＜広島県美術展＞は除きます）

※今後割引対象となる展覧会については改めてご連絡いたします。

〈問合わせ先〉
広島県立美術館
〒730-0014　広島市中区上幟町2－22
TEL：（082）221－6246
FAX：（082）223－1444
ホームページ　http://www.hpam.jp/

☆美術館受付にて、登録番号と団体名を 
お伝えください。

広島県立美術館 団体割引会員登録

団体番号：１１００６８
団 体 名：社団法人 広島県薬剤師会

　第65回日本伝統工芸展

　会　　期：2019年2月21日（木）～
　　　　　　2019年3月10日（日）
　　　　　　会期中無休
　開館時間：9：00～17：00
　　　　　　※金曜日は19：00まで開館
　　　　　　※入場は閉館の30分前まで
　入　場　料：一般	 700円	→	500円
　　　　　　高・大学生	 400円	→	200円
　　　　　　※中学生以下無料
　会　　場：3階企画展示室

挑む浮世絵　国芳から芳年へ

　会　　期：2019年4月13日（土）～
　　　　　　2019年5月26日（日）
　　　　　　会期中無休
　開館時間：9：00～17：00
	 ※金曜日は20：00まで開館
	 ※入場は閉館の30分前まで
	 ※4月13日（土）は10：00開場
　入　場　料：一般	 1,200円 →	1,000円
　　　　　　高・大学生	 1,000円 → 	 800円
　　　　　　小・中学生	    600円 →	 400円
　会　　場：3階企画展示室
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指 定 店 一 覧

部 門
ゴム印・
印鑑
ホテル

リース
会社

家具

看板

警備

建物

時計・宝石
・メガネ
・カメラ

自動車

書籍

食事・
食品

指 定 店
㈱入江明正堂

㈱呉阪急ホテル

ANAクラウンプラザ
ホテル広島
広島東急イン

福山ニューキャッ
スルホテル

日立キャピタル㈱

㈱河野家具店

森本木工 西部

㈱サインサービス

ユニオンフォレスト㈱

㈱全日警広島支店

㈱北川鉄工所
広島支店
㈱ナカオカ

㈱下村時計店

広島トヨペット㈱
自動車
買取

㈱JCM

㈱紀伊国屋書店
広島店
ゆめタウン広島店

お好み共和国
ひろしま村
㈱平安堂梅坪
対象店舗（デパー
トを除く直営店）

会 員 価 格
現金25％引、クレジット20％引

宿泊20％引、宴会５％引、婚礼
５％引、料飲10％引外優待有
宿泊23％引、料飲５％引、婚礼
５％引、宴会５％引
宿泊シングル1,500円引・ツイ
ン3,000円引、婚礼10％引、レス
トラン５％引
宿泊17％引、レストラン５％引、
宴会料理５％引、婚礼、料飲
５％引
オートローン3.6％、リフォーム
ローン3.9％外

店頭表示価格から５～20％引

25～60％引き 赤札より10～
15％

見積額の10％割引

機械警備10,000円／月～、ホー
ムセキュリティ4,000円／月～、
保証金免除

月額警備料金10,000～15,000円
（別途相談）、機器取付工事代
20,000～30,000円、保証金免除 
特別価格

15～20％引（企画品、相場価格商
品は除く）
現金のみ店頭表示価格から10～
20％引（一部除外品あり）
特別価格

現金のみ定価の５％引

全店全商品５％引

５％引

営業日時
９:30 ～19:00

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

９:00 ～19:00

平日
８:30 ～18:00
年中無休

平日
９:00 ～18:00

（土・日曜及び
祝祭日を除
く）
平日
８:45 ～17:30
10:00 ～19:00

９:00 ～19:00

対象店舗（デパート
を除く直営店）年中
無休９:30 ～19:00

定 休 日
日曜、祝日、（８
月の土曜）

年末年始、夏期
休暇等当社指定
定休日を除く
毎週火曜
（火曜日が祝日
の時は営業）
8/13～15、
12/29～1/4

毎週土・日曜日、
祝日
無休

土・日・祝日

毎週土・日曜日、
祝日
毎週水曜日、夏
期年末年始
月曜日

日・お盆・年末
年始休業

所 在 地
広島市中区新天地1-1

呉市中央1-1-1

広島市中区中町7-20

広島市中区三川町10-1

福山市三之丸町8-16

広島市中区国泰寺町1-8-13
あいおい損保広島ＴＹビル
6Ｆ
呉市中通4-10-17

広島市安佐南区中須2-18-9

安芸郡府中町柳ケ丘77-37

呉市中央2-5-15

広島市中区幟町3-1
第3山県ビル5Ｆ

広島市南区東雲本町
2-13-21
広島市中区堀川町5-10

広島市中区本通9-33

広島市中区吉島西2-2-35

広島市中区基町6-27
広島バスセンター6Ｆ
広島市南区皆実町2-8-17
ゆめタウン広島3Ｆ
広島市中区新天地5-23

広島市西区商工センター
7-1-19

電 話 番 号
（082）244-1623

（0823）20-1111

（082）241-1111

（082）244-0109

（084）922-2121

（082）249-8011

（0823）22-2250

（082）879-0131

（082）281-4331

（0823）32-7171

（082）222-7780

（082）283-5133

（082）246-7788

（082）248-1331

（082）541-3911

（082）225-3232

（082）250-6100

（082）246-2131

（082）277-8181

平成31年 2 月１日現在

（082）293-4125レジャー 國富㈱広島営業所 Ｃカード取得コース45,000円、商品購
入：店頭価格より５％off、器材オー
バーホール：通常価格より５％off

８:30 ～20:00 なし 広島市中区江波沖町4-6

優遇買取価格に加え、さらに「全
国共通10,000円分商品券」を別途
進呈。ただし、買取価格5万円未
満の車両は除く。

広島市中区中町8-12
広島グリーンビル4F

（査定受付）
0120-322-755
（代表）
（082）534-8011

（平日）
９:30 ～19:00
（土）
９:30 ～17:30

日曜日・祝日・年末
年始
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（082）245-0106

（082）231-9495

（082）239-0948

（082）261-4949

（082）248-0516

（082）248-4361

（082）243-5321

（082）512-1000

（082）247-1050

（082）278-2323

（084）920-3950

（082）834-8061

（082）247-3473
担当：小原（オハラ）
丸本（マルモト）
0120-06-0747

（082）543-5855

（082）511-1110
㈹ 担当：桑田昭正

部 門
進物

総合葬祭

百貨店・
婦人服・
複写機・
ファックス
仏壇・
仏具

旅行

装飾

介護用品

家電

保険

引越

会員制福
利厚生
サービス
（中小企
業向け）

設備

指 定 店
㈱進物の大信

㈲中山南天堂

セルモ玉泉院
長束会館
㈱玉屋

ひつじやサロン

ミノルタ販売㈱

㈱三村松本社

ひろでん中国新聞
旅行㈱

㈱日本旅行
広島八丁堀支店
（県内各支店）
青山装飾㈱

坂本製作所㈱
介護事業部
福山営業所
㈱エディオン法人
営業部中四国支店
メットライフ生命
広島第一エイジェ
ンシーオフィス
㈱サカイ引越セン
ター
㈱福利厚生倶楽部
中国（中国電力グ
ループ会社）

株式会社クラタ
コーポレーション

会 員 価 格
５～20％割引（但し弊社特約ホ
テル式場にての結婚記念品の場
合を除く）（個別配送費 広島県
内無料（2,000以上の商品））

５～25％（但し一部ブランド品
食品を除く）
祭壇金額定価２割引、
葬具（柩外）１割引
葬儀・花輪20％引、
生花５％引
店頭表示価格より10％引（一部
除外品有）
特別会員価格

仏壇平常店頭価格より30～40％
引、仏具平常店頭価格より10～
20％引（但し、修理費・工事費等
店頭販売品以外は除外する。）

募集型企画旅行（パッケージ
旅行）本人のみ３%割引

赤い風船３％引、マッハ５％引、
ベスト３％引

特別価格

車いす（アルミ製55％・スチール
製60％）、歩行補助ステッキ40％
引き
エディオン店頭価格より家電製
品10％引、パソコン関連５％引
無料保険診断サービス実施中
国家資格を持ったファイナンシャル・
プランニング技能士が対応

通常価格より15％割引

入会金（一法人）31,500円→無料、
月会費1,050円／人
サービス内容（一例）全10,000アイ
テムが会員特別料金◆宿泊施設：
約4,000ヶ所 2,000円～、◆公共の
宿：1泊2,500円／人補助◆パックツ
アー：10％OFF、◆フィットネス：１
回500円～、◆映画：1,300円等
特別価格

営業日時
６～９月
10:00 ～18:30
10～５月
９:30 ～18:00
年中無休・24
時間営業
年中無休・24
時間営業
年中無休

年中無休

平日
９:00 ～17:30
年中無休

平日
10:00～18:30
土・日・祝
11:00～18:00

８:30 ～17:30

９:30 ～18:00

９:30 ～18:30

９:00 ～18:00
（平日）

年中無休（但し
1/1～1/3は休み）
９:00 ～18:00
（平日）

サービスにつ
いては24時間
365日受付対応

定 休 日
毎週火曜

不定休

日・祝日、第２・
４土曜日
日曜・祝日休業

年末年始 休業

土・日・祝日

土・日・祝日

土日祭休

所 在 地
広島市中区堀川町4-14

広島市中区猫屋町8-17

広島市安佐南区長束2-4-9

広島市南区段原南1-20-11

広島市中区本通9-26

広島市中区小町3-25
（ショールーム）
広島市中区堀川町2-16

広島市中区基町11-10

広島市中区堀川町5-1
大内ビル1Ｆ

広島市西区商工センター
5-11-1
福山市卸町11-1

広島市安佐北区落合南
3-2-12 エディオン高陽店2F
広島市中区紙屋町1-2-22
広島トランヴェールビルディング7Ｆ

広島市西区福島町2丁目36-1

広島市中区国泰寺町1-3-22
ＥＲＥ国泰寺ビル6階

広島市中区橋本町7- 27

電 話 番 号

・新規受付は平成21年８月末をもって終了しました。
・継続の方は引き続きご利用いただけます。
・ご利用の際は、広島県薬剤師会会員証をご提示ください。

広島県薬剤師会会員証（会員カード）について

0120-04-1234墓石 大日堂㈱ 特別価格 10:00 ～17:00 水曜日 広島市東区温品5-10-48
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県薬より
各地域・職域薬剤師会への発簡

 12月 5 日定例常務理事会議事要旨　

日　時：平成30年12月5日（水）午後7時00分～午後8時50分
場　所：広島県薬剤師会館
議事要旨作製責任者：柚木りさ
出席者：	豊見会長、野村・青野・谷川各副会長、有村・竹本・

豊見・中川・平本・松村・宮本・柚木・吉田各常務
理事

欠席者：松尾副会長、村上専務理事、小林・二川各常務理事

【会長挨拶】
　先月から常務理事会の開催を月に 2回に変更したが、なか
なか早く終わらないという現実がある。もう少し工夫し、 2
時間で収まることを目標にしたいので、協力をお願いする。

1 ．審議事項
（ 1）中国新聞掲載広告について（資料 1）（谷川副会長）

掲載日： 1月 4日（金）
谷川副会長より、今回の掲載内容については、12月
7 日（金）が意見の締切であるが、現在出ている変
更点について報告された。
・みなさまの健康と薬の安全な使用のために選んで
ください。
　→ みなさまの健康と薬の安全な使用のために選

12月12日	 平成31年薬事関係者新年互礼会の開催につい
て

12月17日	 応需薬局の年末年始休業表について（通知）

12月21日	 医療事故情報収集等事業「医療安全情報№
145」の提供について（通知）

1月 4日	 地域・職域会長協議会の開催について（通知）

1月 4日	 第54回広島県薬剤師会臨時総会の開催につい
て（予告）

1月 7日	 平成31年度保険薬局部会負担金について（依
頼）

1月 7日	 休日・夜間診療、小児救急等に係る補助につ
いて（通知）

1月10日	 医療事故情報収集等事業 第55回報告書の公
表等について（通知）

1月11日	「広島県薬剤師会」からの意見・質問・要望
等について

1月22日	 広島県薬剤師会認定「基準薬局」の更新認定
について (通知）

1月24日	 日薬共済部員（新規加入）の募集について
（通知）

1月28日	 医療機関のゴールデンウィーク休業期間につ
いて（依頼）

1月29日	 医療事故情報収集等事業「医療安全情報
No.146」の提供について（通知）

1月30日	 医薬品の確認等の徹底について（通知）

2月 4日	 平成31年 ４ 月からの福祉医療費公費負担制度
に係る各市町の対応状況について（通知）

2月 4日	 改元に伴う福祉医療費公費負担事業に係る受
給者証の取扱について（通知）

2月 6日	 医療機関のゴールデンウィーク休業について

2月 7日	 地域・職域会長協議会次第について（通知）

2月12日	 2020年度調剤報酬・2021年度介護報酬改定に
向けた意見・要望について（依頼）

2月12日	 薬事衛生指導員活動報告書の提出について

2月13日	 広島県薬剤師会認定「基準薬局」の更新認定
について（通知）

びましょう　に変更。
・イラストの女性に名札を装着させる。
豊見会長より、文言の並び、イラストの変更が提案
された。

　　左から①お薬が効いていない気がする。飲むのをや
めようかな。

②いくつもの病院からお薬をもらっていて、
「飲み合わせ」が心配。
③なんだか調子がおかしいな…薬を買って治
したいけど、どれを選べばいいんだろう？
↓

③なんだか調子がおかしいな…薬を買って治
したいけど、どれを選べばいいんだろう？

①お薬が効いていない気がする。飲むのをや
めようかな。

②いくつもの病院からお薬をもらっていて、
「飲み合わせ」が心配。

イラストの男性、女性を削除。イラストではなく、
実際に活躍している女性薬剤師の写真にする。
谷川副会長より、間に合えば、検討したいと発言さ
れた。

（ 2）県民が安心して暮らせるための四師会協議会に関す
る提案及び対応について（資料 2）
諾・否（理由：）（中川・平本各常務理事）



39広島県薬剤師会誌　2019 Vol.44 No.2

担当委員を中川常務理事、平本常務理事とし、提案
には「諾」で回答することが決定された。

（ 3）薬事情報センター職員のアンチ・ドーピング活動保
険加入について（資料 3）（竹本常務理事）
薬剤師職員 4名の保険加入が決定された。
竹本常務理事より、土曜、日曜の対応についての確
認があり、土曜、日曜のアンチ・ドーピング相談は
受けないことが決定された。

（ 4）平成30年度日本薬剤師会学校薬剤師部会くすり教育
研修会の開催について（資料 4）（豊見会長）
日　時： 1月27日（日）13：30～16：30 
場　所：東京・スクワール麹町
前回参加：豊見会長、永野孝夫先生
豊見会長、村上専務理事、竹本常務理事が出席する
ことが決定された。

（ 5）第 1回広島県アレルギー疾患対策研修会（案）の会
誌掲載及び参加について（資料 5）� （野村副会長）
日　時： 2月 2日（土）14：30～16：00
場　所：広島コンベンションホール 大ホール 3C	
会誌 1月号に掲載。野村副会長、中川・柚木各常務
理事が出席することが決定された。

（ 6）結核予防技術者研修会への参加について（資料 6）
（野村副会長）
●広島会場
　日　時：12月26日（水）19：00～20：30
　場　所：広島県医師会館　201会議室
●福山会場
　日　時： 1月 8日（火）19：00～20：30
　場　所：広島県福山庁舎第 3庁舎　381・382会議	
　　　　　室（福山市三吉町一丁目 1番 1号）
役員への周知のみと決定された。

（ 7）個別指導対象薬局について（平本常務理事）
個別指導対象の会員薬局 1軒が、厚生局への提出資
料が全く揃えられないという現状がある。ひとまず
薬剤師会としての対応は、個別指導立会者の平本常
務理事、所属する地域薬剤師会の副会長、事務局長
とで薬局を指導することが決定された。
個別指導について結果報告がされた。

（ 8） 日本薬剤師会平成29年度薬剤師の臨床判断に基づく
要指導医薬品・一般用医薬品の適正な販売等に関す
る研修会」収録DVD等の送付及び都道府県薬剤師
会等における研修会の開催について（資料 7）（吉
田・柚木各常務理事）
詳細は一般用医薬品委員会で検討。地域薬剤師会担
当者を対象に研修会を行い、それぞれの地域での研
修会実施を促すことが決定された。

（ 9）駐車場の利用について（中川常務理事）
研修会案内に駐車場の案内を入れないことを基本と
する。
また、年末年始については、駐車場内でのトラブル
が懸念されるため、出入り規制することが決定された。

（10）平成30年 7 月豪雨災害被災者への義援金について
（資料 8）（豊見会長）

　　日本薬剤師会からの見舞金に、県薬に送られた義援
金を合わせ、被害状況による配分を行うことが決定
された。

2 ．報告事項
（ 1）11月 7 日定例常務理事会議事要旨（別紙 1）

（ 2）委員会等報告
（豊見会長）

11/27　第122回中国地方社会保険医療協議会広島部
会［中国四国厚生局］

11/29　第35回広島県薬事衛生大会［広島県医師会
館］
参加者134名

11/29　平成30年度薬祖神大祭［広島県薬剤師会館］
参加者96名

（野村副会長）
12/ 2 　平成30年度薬事衛生指導員及び学校薬剤師

講習会（西部）［広島県薬剤師会館］
参加者118名

（青野副会長）
11/28　広島県健康福祉局国民健康保険課長来会　

［広島県薬剤師会館］
11/30　全国健康保険協会広島支部第 1 回広島県医

療関係者意見交換会［広島県歯科医師会］
（資料 9）

12/ 3 　平成30年度第 1 回広島県国民健康保険運営
協議会［国保会館］（資料10）

12/ 4 　平成30年度第 2 回広島県医療費適正化計画
検討委員会［県庁　本館］（資料11）

（谷川各副会長）
11/26　財務担当者会議［広島県薬剤師会館］

来年度の事業計画を作るに当たり、11月中
に新規の事業を考えている場合は報告する
こととされていたが、現在までに報告され
た内容であれば、現行の事業の置き換えで
済むと考える。
但し、予算編成当たっては、二葉の里に移っ
て数カ月の為、実際のランニングコストの
シミュレーションができない。12月中に検
討し、それによる事業内容の見直しも行う
必要があると報告された。
また、公認会計士からの指摘により、法人
会計の通帳を作ることを報告された。
ヤクザイくんのピンバッヂを平成31年 1 月
より、1,100円で販売する。会章は在庫が無
い為、新たに作成し、1,800円＋消費税で販
売することが決定された。

11/28　地対協WG［広島県薬剤師会館］（資料12）
（村上専務理事）

11/27　在宅支援薬剤師専門研修検討委員会［広島
県薬剤師会館］

12/ 1 　平成30年度薬事衛生指導員及び学校薬剤師
講習会（東部）［県民文化センターふくやま］
参加者58名

（竹本常務理事）
11/30　平成30年度都道府県薬剤師会アンチ・ドー

ピング活動担当者研修会［日本薬剤師会］
（豊見常務理事）

11/30　㈱ガリバープロダクツ取材［広島県薬剤師
会館］

（豊見日薬常務理事）
11/23　日本薬剤師会四国ブロック会議［高松国際

ホテル］
11/27　日本薬剤師会常務理事会［日本薬剤師会］
12/ 4 　日本薬剤師会第 9回理事会［日本薬剤師会］
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（資料13）
12/ 5 　日本薬剤師会医療保険委員会［日本薬剤師

会］
（中川常務理事）

12/ 1 　県民が安心して暮らせるための四師会協議
会「県民フォーラム」　［広島県医師会館］

（宮本常務理事）
11/24　第518回薬事情報センター定例研修会　［広

島県薬剤師会館］
参加者86名

（吉田常務理事）
11/25　平成30年度高度管理医療機器等に係る継続

研修会［広島県薬剤師会館］
参加者　午前202名 ,　午後52名

（指導）
11/28　中国四国厚生局及び広島県による社会保険

医療担当者の個別指導［広島合同庁舎］
（平本・柚木各常務理事）

12/ 5 　中国四国厚生局及び広島県による社会保険
医療担当者の個別指導［広島合同庁舎］
（有村・竹本各常務理事）

（その他）
11/25　安田女子大学薬学共用試験（OSCE）直前

講習会［安田女子大学］
12/ 2 　安田女子大学薬学共用試験（OSCE）本試

験［安田女子大学］
12/ 2 　福山大学薬学共用試験OSCE本試験［福山

大学］

3 ．その他
（ 1）常務理事会の開催について（野村副会長）

12月20日（木）午後 6時～
（議事要旨作製責任者【予定】吉田亜賀子）
午後 8時30分～　忘年会
1月17日（木）午後 7時～
上記の通りに開催することが決定された。

（ 2）平成30年度健康ひろしま21推進協議会委員の推薦に
ついて（資料14）（野村副会長）
松村智子常務理事（継続）
継続して、松村常務理事が委員となることが決定さ
れた。

（ 3）平第57回広島県学校保健研究協議大会の後援につい
て（資料15）（野村副会長）
日　時： 1月24日（木）　13：30～16：30
場　所：広島県民文化センター

（承諾済）
（ 4）平成30年度かかりつけ薬剤師・薬局推進指導者協議

会の出席者の確認について（資料16）
日　時： 2月 1日（金）12：30～15：45

 （野村副会長）
場　所：厚生労働省講堂（中央合同庁舎 5号館・低

層棟 2階）
出席者：有村・平本各常務理事
有村常務理事、平本常務理事が出席することが決定
された。

 12月20日定例常務理事会議事要旨　

日　時：平成30年12月20日（木）午後 6時〜午後 8時
場　所：広島県薬剤師会館
議事要旨作製責任者：吉田亜賀子
出席者：豊見会長、野村・青野・谷川各副会長、村上専務理

事、有村・竹本・豊見・中川・平本・二川・松村・
柚木・吉田各常務理事

欠席者：松尾副会長、小林・宮本各常務理事

【会長挨拶】
　薬剤師をとり巻く環境は非常に厳しい情勢の中で動いてお
り、この先どうなるかわからない状況になっている。今まで
は中医協の委員全員、事情がわかった中で診療報酬が討議さ
れてきたが、今回、患者さんの理解が得られないという政治
家の一言で妊婦加算が凍結されることになった。先日の厚生
科学審議会医薬品医療機器制度部会では、薬局の調剤報酬全
体が患者に理解されていないという議論がされている。とな
ると、次の報酬改訂を待たずに、今の調剤の報酬は高過ぎる、
理解されてないのだから下げよう、凍結しようということが
起こっても不思議ではない。当然、次回の報酬改定で厳しい
判定を受けることになるであろう。今まで薬剤師が患者さん
に見えないところで地道に働いてきた部分が全く評価されて
いない。調剤するだけの最低限の薬局はなくなっても良い、
薬局の数が多過ぎるという意見が大勢になってきている。こ
のままいくと、薬局が半分潰れてもおかしくはないような調
剤報酬が決定される可能性もある。
　実に厳しい状況にあるのだが、そのことに関する危機感が、
薬剤師にあるかというと、ほとんどの薬剤師の中に危機感は

感じられない。
　制度部会では納得の出来ない意見も多く出された。反論で
きる意見も多くあるが、大勢がそういうふうな方向にあるの
で何とかしないといけない。このような時に、政治活動には
参加しないという薬剤師がいてはならないと考えている。薬
局の現場で我々が患者さんの理解を得るのは当然であるが、
政治的にも薬剤師の声を出していかないと、薬局が半分なく
なるという事態になりかねない。この年末年始、心を引き締
めて活動し来年度を迎える気持ちになっていっていただきた
い。

1 ．審議事項
（ 1）「アスリートのためのドーピング防止シール」の申

込について（資料 1）（竹本常務理事）
アンチ・ドーピング委員会にて、ジェネリックを希
望しますとか、牛乳・卵アレルギーとか血糖降下薬
とかを飲んでますというお薬手帳の表面に張るシー
ルがあればいいのではないかという話になり、東京
都薬の作成のシールと同様のものを、広島県版とし
て製作する方向で検討することになった。見積をと
り、配布方法も含めて再度提案することとなった。

（ 2）東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会で
の選手村総合診療所における薬剤業務にあたる薬剤
師の待遇等について（資料 2）（竹本常務理事）
期　間：2020年 7月8日（水）〜9月9日（水）（予定）
場　所：選手村総合診療所（晴海）
時　間： 1シフトは、 1時間休憩を含む 9時間程度

の活動を予定。
回答期限：平成31年 2 月15日（金）
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広島県薬剤師会学術大会での活動発表をする者に対
しては、交通費（自宅より東京駅 1往復相当分）を
支給することとした。発表しない場合は支給しない
こととした。

（ 3）21世紀、県民の健康とくらしを考える広島県民
フォーラムへの出席について（資料 3）
日　時： 1月19日（土）14：00〜16：00（野村副会

長）
場　所：広島県医師会館
野村・谷川各副会長、二川・松村各常務理事が出席
することとなった。

（ 4）第35回北方領土返還要求広島県民大会及び街頭啓発
への参加について（資料 4）
開催日 : 2 月 4 日（月）（野村副会長）
場　所：広島県民文化センター
横山事務局長が参加することとなった。

（ 5）広島県不妊検査・一般不妊治療費助成事業〜不妊検
査は夫婦そろって受けましょう！の薬局への配付及
び送付先データの提供について（資料 5）（野村副
会長）
1薬局：①ポスターA 2サイズ 1枚、②リーフレッ

ト10組、③リーフレットケース 1個
全薬局：1,579件
データの提供が承認された。

（ 6）中国新聞の広告について（資料 6）（谷川副会長）
掲載日： 1月 4日（金）
A案に決定した。

（ 7）広島エフエム放送（株）ラジオ広告提供（営業）に
ついて（資料 7）（谷川副会長）
「ひろしまこども夢財団★ papamama smile club」
の放送際のスポンサー依頼であるが、保留とするこ
ととした。

（ 8）後援、助成及び協力依頼等について
ア．平成30年度「広島県合同輸血療法研修会」の共催に
ついて（資料 8）（野村副会長）
日時： 2月 2日（土）15：00〜17：30
場所：広島県庁本館 6階　講堂
共催することが承認された。

イ．日本緩和医療学会第 2回中国・四国支部学術大会の
後援名義使用について（資料 9）
開催日： 8月30日（金）・31日（土）（野村副会長）
場　所：広島県医師会館
（日本緩和医療学会学術大会は毎回承諾 : 中国四国
支部は初めて）
後援名義使用について承認された。

2 ．報告事項
（ 1）11月22日定例常務理事会議事要旨（別紙 1）
（ 2）諸通知
ア．来・発簡報告（別紙 2）
イ．会務報告（〃 3）
ウ．会員異動報告（〃 4）
（ 3）委員会等報告

（豊見会長）
12/ 7 　第842回社会保険診療報酬支払基金広島支部

幹事会［支払基金広島支部］
12/11　TSS文化大学一般教養講座［テレビ新広島］
12/20　広島県社会保険診療報酬支払基金広島支部

来会［広島県薬剤師会館］

12/20　協会けんぽ広島支部来会［広島県薬剤師会
館］

（野村会長）
12/10　薬事情報センター委員会［広島県薬剤師会

館］（資料10）
31年度の事業計画として、患者のための薬
局ビジョンの実現のための研修会を計画し
た。定例研修会の受講料を資料代として一
律1,000円徴収しているが、会員と非会員の
差をどうするか等、引き続き検討すること
とした。
事前申し込み無しの当日参加者のチェック
方法についても、さらに検討することとし
た。ホームページによる情報提供はレター
プレスに依頼することとした。

（青野副会長）
12/ 7 　医療・衛生材料供給体制検討委員会［広島

県薬剤師会館］
医療衛生材料の必要なリスト、譲渡方法等
について検討しており、決定次第、また会
議で審議することになると報告された。
谷川副会長より、補足として、その手順書
を薬務課に提出し法的な問題もクリアでき
るか精査してもらっていると報告された。

（谷川副会長）
12/ 6 　日本赤十字社中四国ブロック血液センター

見学［日本赤十字社中四国ブロック血液セ
ンター］
参加者 9名
血液の戻ってくるタイミングが悪く作業が
見学できなかった。今後、時間と場所につ
いて再検討することとした。

12/ 9 　平成30年度広島大学OSCE［広島大学薬学
部］

（村上専務理事）
12/ 9 　平成30年度薬剤師認知症対応力向上研修（会

場：福山市）［福山市ものづくり交流館］
参加者：62名（10月 6 日（会場：広島市）：
64名）
これは国、県の補助事業で人材育成の研修
になる。今年度は 2 回開催したが、県の予
算が少し余ってるという状況なので、来年
は早々に北部、あるいは呉あたりの育成も
兼ねた企画をしようということになってい
ると報告された。
情報センターが事務局を兼ねているので、
今後どうするのか。
また、研修会の開催が広島で多く、東部が
少ないとクレームがでているので、定例研
修会等を何回かは東部で開催することを検
討していただきたいと説明があった。
豊見会長より、パブリックビューイングで
の開催というアイデアが出ているので、そ
れもあわせて検討してほしいとの要請があっ
た。

12/10　在宅支援薬剤師専門研修検討委員会［広島
県薬剤師会館］
これまで 2 日＋ 2 日＋αの研修だったが、
これを 1 日＋ 1． 5 日の研修と、＋α部分
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は会館を使って無菌調製研修をすることを
検討した。研修Ⅱを 1 月14日・20日で開催
することが報告された。

12/16　第 7 回認定実務実習指導薬剤師のためのア
ドバンスワークショップ福山［福山大学薬
学部］
参加者24名

（竹本常務理事）
12/ 7 　アンチ・ドーピング活動推進委員会［広島

県薬剤師会館］（資料11）
広島大学より、スポーツリーダーセミナー
への講師派遣依頼があり、委員のドラゴン
フライズのアンバサダーの岡崎先生に御承
諾いただいた。今後の活動としては、利益
目的ではないことに関しては、ドラゴンフ
ライズという名称を使って活動できるので
今後いろいろ広げていきたいと報告された。
県民公開講座も可とのこと。

12/18　（株）じほう取材［広島県薬剤師会館］
今回の災害において、広島県、熊本のとき
に豊見敦先生がつくってくださっているふ
だんの業務では行われる薬情の発行や、お
薬手帳の発行が災害のときにはできないの
で、簡易版の薬情、お薬手帳に貼れるサイ
ズのものをつくっている。じほうの災害時
における役立つツールという特集として取
材を受けたことが報告された。

12/18　広島県薬剤師会薬事情報センター業務紹介・
薬剤師の災害活動及びモバイルファーマシー
の見学［広島県薬剤師会館］

（豊見日薬常務理事）
12/ 6 　指導者研修委員会［日本薬剤師会］
12/10　指導者研修委員会WG 1［日本薬剤師会］
12/11　かかりつけ機能強化事業シラバスWG［日

本薬剤師会］
12/11　常務理事会［日本薬剤師会］（資料12）
12/14　かかりつけ機能強化事業シラバス委員会［日

本薬剤師会］
12/18　常務理事会［日本薬剤師会］（資料13）

薬機法改正の制度部会での議論の様子や雰
囲気、また山本会長の受けとめ方について
紹介された。薬剤師が本来の役割を果たし
ていないという論調になっているので、今
後注意していく必要があると報告された。

12/19　行政処分を受けた薬剤師に対する再教育研
修［厚生労働省］

12/19　第 3 回くすりの基礎知識啓発会議［くすり
の適正使用協議会］

（中川常務理事）
12/11　「子育て応援団すこやか2018」第 2回実行委

員会［広島テレビ］（資料14）
6 月 1 日（土）、 2日（日）

広島テレビ新社屋で開催され、会長にテー
プカットの依頼がされたと報告された。

12/17　広島県環境審議会第33回温泉部会［県庁・
本館］（資料15）

12/18　広報委員会［広島県薬剤師会館］
（平本常務理事）

12/ 6 　HMネット利用促進に係る研修会（広島県・

呉市・県医師会主催）［ビューポートくれ］
12/ 9 　健康サポート薬局研修会［広島県薬剤師会

館］
参加者：49名

12/17　平成30年度第 3 回『自立支援』多職種ネッ
トワーク推進会議［広島県医師会］
今まで薬剤師というフレーズがなかったこ
とを問題として薬剤師会では「これから手
帳」を配付してなかったが、今回はかかり
つけ薬局や薬剤師というフレーズが入った
ので、今後活用できるということが報告さ
れた。

（指導）
12/12　中国四国厚生局及び広島県による社会保険

医療担当者の個別指導［広島合同庁舎］（村
上専務理事、中川常務理事）

12/19　中国四国厚生局及び広島県による社会保険
医療担当者の個別指導［広島合同庁舎］（青
野副会長、下田代理事）
広島県では割線のない錠剤の半割を認めて
いるが、厚生局から割線のない錠剤の自家
製剤加算については認めない方向にしてい
きたいと申し出があり、今後協議していく
ことになった。

（その他）
12/ 9 　安田女子大学薬学部卒後教育研修会［安田

女子大学］
12/16　広島国際大学薬学共用試験（OSCE）［広島

国際大学呉キャンパス］

3 ．その他
（ 1）常務理事会の開催について（野村副会長）

1月17日（木）午後 6時30分〜在宅医療推進委員会
1月17日（木）午後 7時〜常務理事会（議事要旨作

製責任者【予定】有村典謙）
2月 6日（水）午後 7時〜

（ 2）平成30年 7 月豪雨災害の義援金について（谷川副会
長）
依頼日： 7月23日（月）
送金日： 9月28日（金）77名� 1,841,959円
　　　　12月14日（金） 3名� 153,236円
送金先：日本赤十字社広島県支部

（ 3）会営二葉の里薬局の収支状況及び処方箋応需状況報
告について（資料16）（野村副会長）
土曜日の患者がほぼなく、日曜、祝日は全て救急歯
科診療の患者であったことが報告された。
また、薬局の看板については、大きさによって課税
になるとのことで、区役所に折衝中であると報告さ
れた。

（ 4）広島県立美術館からの案内について（チラシ）（野
村副会長）

竹本常務理事
7 月豪雨災害報告書の製作には、原稿の執筆が間に合
わず、 1 月に再度委員会を開き今年度中には、 3 月、
もしくは 5 月に会誌と別刷りで発行できればというこ
とにしていると報告された。

豊見常務理事
10月に消費税が上がると調剤報酬の改定も行われる。
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今回の医科、歯科、調剤が0.48、0.57、0.12というの
は、現在の課税経費などを勘案して決定されている。
その後の改定に向けても精査が必要である。と報告さ
れた。
横山事務局長
広銀から年末までの期限 6 億円借りているが、前回報
告したように、 1 月末まで借り入れを引き続き行いま

す。 1 月の末の段階で長期借り入れに借りかえられる
か、間に合わなければ現在の手持ちの現金で返せる部
分は返したい。できれば、 4 億円は少なくとも返した
い。これに関連して、佐伯薬剤師会と広島市薬剤師会
からの借入金は既に振り込んでいただいたと報告され
た。

県薬日誌

日　　　付 行　事　内　容

12月21日 金

・会計チェック　部会外
・中国四国厚生局及び広島県による社会
保険医療担当者の個別指導
� （広島合同庁舎）
・認定基準薬局運営協議会

25日 火
広島県感染症・疾患管理センター研修会
(感染症病原体研修コース)
� （広島県健康福祉センター）

26日 水

・平成30年度第9回HMネット運営会議�
� （広島県医師会館）

・結核予防技術者研修会
� （広島県医師会館）
・財務担当者会議

27日 木
・第123回中国地方社会保険医療協議会
広島部会� （中国四国厚生局）

・広島県アルコール健康障害対策連絡協
議会� （広島県医師会館）

1月5日 土 三原薬剤師会新年会�（三原国際ホテル）

8日 火
第57回病院・薬局実務実習中国・四国地
区調整機構会議（支部総会）
� （サンポート高松シンボルタワー）

10日 木 平成31年薬事関係者新年互礼会

11日 金 平成30年7月豪雨災害時公衆衛生活動
（保健師チーム）報告会� （県庁）

12日 土 第519回薬事情報センター定例研修会

13日 日
第7回（公財）広島がんセミナー先端的
がん薬物療法研究会
� （グランドプリンスホテル広島）

14日 月
・平成30年度在宅支援薬剤師専門研修会
Ⅱ

・安佐薬剤師会学術大会
� （安田女子大学）

16日 水
・中国四国厚生局及び広島県による社会
保険医療担当者の個別指導
� （広島合同庁舎）

日　　　付 行　事　内　容

16日 水

・日本薬剤師会第4回都道府県会長協議
会（会長会）� （日本薬剤師会）

・日本薬剤師会新年賀詞交換会
� （明治記念館）
・広報委員会

17日 木

・日本薬剤師会議事運営委員会
� （東京・日薬）
・広島県高等学校保健会第2回理事会
� （広島県立熊野高等学校）
・県立広島大学来会
・在宅医療推進委員会
・ブレストケア・ピンクリボンキャン
ペーン in 広島実行委員会

� （おりづるタワー）
・常務理事会

18日 金

・平成30年度広島県医療安全推進協議会
� （県庁・北館）
・広島県庁税務課来会
・ひろしま医療情報ネットワーク（HM
ネット）ワーキンググループ

19日 土
・21世紀、県民の健康とくらしを考える
広島県民フォーラム�（広島県医師会館）

・平成30年度日本薬剤師会中国ブロック
会議� （ホテルモナーク鳥取）

20日 日
・平成30年度在宅支援薬剤師専門研修会
Ⅱ

・平成30年度高度管理医療機器等に係る
継続研修会�（まなびの館ローズコム）

21日 月 復職支援研修会

22日 火 復職支援研修会�（まなびの館ローズコム）

23日 水

・中国四国厚生局及び広島県による社会
保険医療担当者の個別指導
� （広島合同庁舎）
・平成30年度防火防災講演会
� （JMSアステールプラザ）
・平成30年度健康ひろしま21推進協議会
� （県庁・北館）

24日 木 ・第57回広島県学校保健研究協議大会� （広島県民文化センター）
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日　　　付 行　事　内　容

24日 木 ・STネット担当者挨拶のため訪問� （南海老園豊見薬局）

25日 金
・第124回中国地方社会保険医療協議会
広島部会� （中国四国厚生局）

・財務担当者会議

26日 土 広島市薬剤師会新年会
� （ホテルチューリッヒ東方2001）

27日 日

・第8回認定実務実習指導薬剤師のため
のアドバンスドワークショップ中国･
四国 in 広島

・平成30年度日本薬剤師会学校薬剤師部
会くすり教育研修会
� （東京・スクワール麹町）

28日 月

・患者のための薬局ビジョン推進事業に
かかる打合せ

・地対協医薬品の適正使用協議会
� （広島県医師会）

29日 火
・患者のための薬局ビジョン推進委員会
・平成31年度薬局・病院実務実習受け入
れ説明会� （福山大学宮地茂記念館）

30日 水 平成30年度第10回ＨＭネット運営会議
� （広島県医師会館）

31日 木

・中国四国厚生局及び広島県による社会
保険医療担当者の個別指導
� （広島合同庁舎）
・中国四国厚生局及び広島県による社会
保険医療担当者の集団的個別指導
� （広島合同庁舎）
・平成30年度第2回広島県国民健康保険
運営協議会� （国保会館）

・平成31年度薬局・病院実務実習受け入
れ説明会

2月1日 金

・平成30年7月豪雨災害における保健医
療活動検証会� （広島県医師会館）

・平成30年度かかりつけ薬剤師・薬局推
進指導者協議会� （厚生労働省）

・医療保険委員会（保険薬局部会）担当
者会議

2日 土

・日薬代議員中国ブロック会議
� （ホテルグランヴィア岡山）
・第1回広島県アレルギー疾患対策研修
会� （広島コンベンションホール）

・平成30年度広島県合同輸血療法研修会
� （県庁・本館）

3日 日
平成30年度圏域地対協研修会
�（くれ絆ホール・16：45交流会～シティ
プラザやすらぎ）

4日 月
・第35回北方領土返還要求広島県民大会
� （広島県民文化センター）
・災害対策委員会

日　　　付 行　事　内　容

5日 火 薬務課新年度予算説明会

6日 水
・広報委員会　会誌3月号巻頭特集対談
・HMネットに関する打合せ
・常務理事会

7日 木 NEXT GENERATION研修会 Vol.1
� （JA尾道総合病院）

8日 金

・公認会計士会計処理確認指導
・第844回社会保険診療報酬支払基金広
島支部幹事会及び懇談会
� （支払基金広島支部）
・県民が安心して暮らせるための四師会
協議会　医療・介護人材の育成・確保
対策ワーキンググループ
� （広島県医師会館）

9日 土 第520回薬事情報センター定例研修会

9日・10日 HIP研究会第16回フォーラム
� （国立成育医療研究センター）

10日・11日

平成30年度薬局ビジョン実現に向けた薬
剤師のかかりつけ機能強化事業 （平成30
年度薬剤師生涯教育推進事業） 次世代薬
剤師指導者研修会
� （浜松町コンベンションホール）

11日 月 認定実務実習指導薬剤師養成講習会
（新規・更新）

12日 火 広島県薬剤師研修協議会

13日 水

・日本薬剤師会学校薬剤師部会全国担当
者会議� （東京・日薬）

・平成30年度広島県結核予防推進会議
� （広島県感染症・疾病管理センター）
・平成30年度第3回介護支援専門員アセ
スメントマニュアル作成検討会議
� （広島県医師会）

14日 木 退院時カンファレンス等メンター制度検
討委員会

16日 土 ・地域・職域会長協議会・理事会

17日 日
・平成30年度第2回和歌山県学校薬剤師
講習会（和歌山県薬剤師会館）

・平成30年度広島県臨床研究・CRC研
修会�（広島国際大学広島キャンパス）

18日 月 平成30年度第11回HMネット運営会議
� （広島県医師会館）

19日 火 患者のための薬局ビジョン推進委員会

20日 水
・第64回スポーツリーダーズセミナー
� （広島大学総合科学部）
・広報委員会
・第5回次世代指導薬剤師特別委員会
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行事予定（平成31年 3 月）

3 月 1 日(金)	 広島県地域保健対策協議会 平成30年度第 2回定例理事会（広島県医師会館）

3月 3日(日)	 研究センター開設記念HbpMSセミナー⑤
� （日本赤十字社中四国ブロック血液センター研究室）

3月 4日(月)	 平成30年度薬剤師会薬事情報センター実務担当者等研修会（東京・日薬）

　　〃	 平成30年度緩和ケア推進会議（広島県庁）

3月 6日(水)	 常務理事会

3月 7日(木)	 広島県地域保健対策協議会「～適切な服薬管理を目指して～医薬品に関する講演会」
� （広島県医師会館）

3月 8日(金)	 広報委員会

3月 9日(土)	 第521回薬事情報センター定例研修会

　　〃	 広島大学薬学部　卒業・終了記念パーティー（グランドプリンスホテル広島）

　　〃

3月10日(日)	
日本薬剤師会第92回臨時総会（ホテルイースト21東京）

3月12日(火)	 平成30年度第 2回ひろしま食育・健康づくり実行委員会（県庁）

3月13日(水)	 第 3 回広島県医療費適正化計画検討委員会（県庁・本館）

　　〃	 広島県地域保健対策協議会災害医療体制検討特別委員会（広島県医師会館）

　　〃	 平成30年度日本薬剤師会研究倫理に関する全国会議（東京・日薬）

3月14日(木)	 平成30年度広島県医療安全研修会～コミュニケーションから始めよう～（広島県医師会館）

　　〃	 広島県地域保健対策協議会在宅医療・介護連携推進専門委員会（広島県医師会館）

3月15日(金)	 平成30年度第 2回在宅医療の人材（訪問看護師）確保のための推進事業検討委員会
� （広島県看護協会）

3月16日(土)	 平成30年度日本病院薬剤師会医療情報システム講習会（大阪科学技術センター）

　　〃	 中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機関評議員会及び運営委員会合同会議
� （サンピーチ・OKAYAMA）

3月18日(月)	 日本薬剤師会平成30年社会保険指導者研修会（AP市ヶ谷C会議室）

3月19日(火)	 ひろしま健康づくり県民運動推進会議総会（広島県健康福祉センター）

　　〃	 第 2 回広島県医療審議会保健医療計画部会（県庁）

3月20日(水)	 広島県地域保健医療推進機構評議員会事前説明

　　〃	 常務理事会

3月20日(水)	 自立支援多職種ネットワーク推進会議 平成30年度最終回「改訂版これから手帳お披露目会」�
� （広島県医師会館）
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行事予定（平成31年 3 ～ 5 月）

3 月24日(日)	 第54回広島県薬剤師会臨時総会

3月25日(月)	 平成30年度第 2回広島県医療審議会（県庁）

3月26日(火)	 広島経営同友会 3月例会（ANAクラウンプラザホテル広島）

　　〃	 第126回中国地方社会保険医療協議会広島部会（中国四国厚生局）

3月28日(木)	 広島県地域保健医療推進機構評議員会（広島県健康福祉センター）

4月 3日(水)	 常務理事会

4月 7日(日)	 広島県医師会CBRNE災害対策医療講習会（広島県医師会館）

4月12日(金)	 第846回社会保険診療報酬支払基金広島支部幹事会（支払基金広島支部）

4月13日(土)	 第522回薬事情報センター定例研修会

4月18日(木)	 常務理事会

4月19日(金)	 広報委員会

5月10日(金)	 第847回社会保険診療報酬支払基金広島支部幹事会（支払基金広島支部）

5月11日(土)	 平成31年（2019年）度「看護の日」広島県大会（広島県民文化センター）

　　〃	 第523回薬事情報センター定例研修会
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	 平成30年12月 4 日

公益社団法人広島県薬剤師会会長 様
	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
	 〒730-8511　広島市中区基町10-52

薬　　　務　　　課

脳機能の向上等を標ぼうする医薬品等を 
個人輸入する場合の取扱いについて（通知）

　このことについて、平成30年11月26日付け薬生監麻発1126第 3 号及び薬生発1126第 4 号により厚生労働省医薬・生
活衛生局監視指導・麻薬対策課長及び同局長から、別紙（写）のとおり通知がありました。
　ついては、貴会会員への周知をお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　麻薬グループ、薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3221（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　平本、安井）

� （別添）

海外で販売されている医薬品や食品等に含有されている場合、 
当該製品の輸入に際し、数量に関わらず厚生労働省の確認を必要とする成分

　以下の成分が、海外で販売されている医薬品や食品等に含有されている場合には、当該製品の輸入に際し、あらか
じめ薬監証明の交付を受けることを必要とする（ただし、海外からの入国者が国内滞在中の自己の治療のために携帯
して個人輸入する場合を除く）。

和　　名 英　　名

1 アテノロール Atenolol

2 アトモキセチン Atomoxetine

3 アドラフィニル Adrafinil

4 アニラセタム Aniracetam

5 エチラセタム Etiracetam

6 オキシラセタム Oxiracetam

7 ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩 Dihydroergotoxine Mesilate

8 ソマトロピン
（遺伝子組換え）

Somatropin
（Genetical Recombination）

9 タンニン酸バソプレシン Vasopressin Tannate

10 チアネプチン Tianeptine

11 デスモプレシン酢酸塩水和物 Desmopressin Acetate Hydrate

12 デヒドロエピアンドロステロン Dehydroepiandrosterone
（略称：DHEA）

和　　名 英　　名

13 ナドロール Nadolol

14 ニセルゴリン Nicergoline

15 ニモジピン Nimodipine

16 ネフィラセタム Nefiracetam

17 ビンポセチン Vinpocetine

18 ピラセタム Piracetam

19 フロセミド Furosemide

20 ブロモクリプチンメシル酸塩 Bromocriptine Mesilate

21 プラミラセタム Pramiracetam

22 プレグネノロン Pregnenolone

23 プロカイン塩酸塩（外用剤を除く。） Procaine Hydrochloride

24 プロプラノロール塩酸塩 Propranolol Hydrochloride

25 レベチラセタム Levetiracetam
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別紙 1
	 薬生総発1126第 3 号
	 平成30年11月26日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

� 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長
� （公 　　　印 　　　省 　　　略）

脳機能の向上等を標ぼうする医薬品等を 
個人輸入する場合の取扱いについて

　厚生労働省において、脳機能の向上等を標ぼうして海外で販売されている医薬品やサプリメント等の食品について
調査した結果、医療用医薬品に使用されている成分を含んでいることを標ぼうしているものが多数認められました。
薬物依存等に関する研究を行っている団体の専門家の意見や厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会における議論を
踏まえて検討した結果、別添の成分は、医師の処方せん又は指示によらない個人の自己使用によって健康被害や乱用
につながるおそれが高いと考えられます。
　そのため、平成31年 1 月 1 日から、別添の成分を含む、海外で販売されている医薬品や食品等については、海外か
らの入国者が国内滞在中の自己の治療のために携帯して輸入する場合を除いて、数量に関わらず、あらかじめ薬監証
明の交付を受けない限り、一般の個人による輸入は認めないこととするので、御了知願います。

別紙 2
	 薬生総発1126第 3 号
	 平成30年11月26日

各都道府県知事 殿

� 厚生労働省医薬・生活衛生局長
� （公  　　印  　　省  　　略）

医薬品等及び毒劇物輸入監視要領の一部改正について

　医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品並びに毒物及び劇物の輸入監視に
ついては、無許可、無登録品又は不良品等が違法に国内に流入することを未然に防ぎ、もって国民の保健衛生上の危
害を防止することを目的として、「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領について」（平成27年11月30日付け薬生発1130第
1 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下「局長通知」という。）により実施されているところであるが、今般、
輸入手続に関して下記のとおり一部変更を行うため、局長通知の別添「医薬品等及び毒劇物輸入監視要領」を別添の
とおり改正し、平成31年 1 月 1 日から実施することとしたので通知する。
　また、本件の実施における「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律又は毒物及び劇
物取締法に係る医薬品等又は毒劇物の通関の際における取扱要領」については、別添参考のとおり財務省関税局長宛
て通知済みであることを申し添える。

記

1．「脳機能の向上等を標ぼうする医薬品等を個人輸入する場合の取扱いについて」（平成30年11月26日付け薬生監麻
発1126第 3 号）に基づき、海外からの入国者が国内滞在中の自己の治療のために携帯して輸入する場合を除いて、
数量に関わらず、あらかじめ薬監証明の交付を受けない限り、一般の個人による輸入は認めないこととするもの

2．医師又は歯科医師が主体となって実施する臨床試験に使用するために自ら輸入する医薬品等に関して、臨床研究
法（平成29年法律第16号）により、厚生労働省が整備するデータベース（臨床研究実施計画・研究概要公開システ
ム。以下「jRCT」という。）に臨床試験情報があらかじめ登録されている場合の取扱いを変更するもの
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が

目
的

と
さ

れ
て

い

る
も

の
を

除
く

。

本
要

領
で

｢
体

外
診

断
用

医
薬

品
｣
と

は
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

２
条

第
項

に
規

定
す

る

体
外

診
断

用
医

薬
品

を
い

う
。

た
だ

し
、

専
ら

動
物

の
た

め
に

使
用

さ
れ

る
こ

と
が

目
的

と
さ

れ

て
い

る
も

の
を

除
く

。

本
要

領
で

｢
医

薬
品

等
｣
と

は
、

上
記

か
ら

に
掲

げ
る

も
の

を
い

う
。

本
要

領
で

｢
毒

物
｣
と

は
、

毒
劇

法
別

表
第

１
に

掲
げ

る
物

で
あ

っ
て

、
医

薬
品

、
医

薬
部

外
品

及
び

体
外

診
断

用
医

薬
品

以
外

の
も

の
を

い
う

。

例
黄

燐り
ん

、
シ

ア
ン

化
ナ

ト
リ

ウ
ム

、
水

銀
、

砒ひ

素
等

本
要

領
で

｢
劇

物
｣
と

は
、

毒
劇

法
別

表
第

２
に

掲
げ

る
物

で
あ

っ
て

、
医

薬
品

、
医

薬
部

外
品

及
び

体
外

診
断

用
医

薬
品

以
外

の
も

の
を

い
う

。

例
ア

ン
モ

ニ
ア

、
塩

化
水

素
、

四
塩

化
炭

素
、

硫
酸

等

本
要

領
で

｢
毒

劇
物

｣
と

は
、

上
記

及
び

に
掲

げ
る

も
の

を
い

う
。

本
要

領
で

｢
製

造
販

売
業

者
｣
と

は
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

条
、

第
条

の
及

び
第

条
の

に
基

づ
き

、
医

薬
品

等
の

種
類

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

定
め

ら
れ

た
厚

生
労

働
大

臣
の

許
可

を
受

け
た

者
を

い
う

。

本
要

領
で

｢
製

造
業

者
｣
と

は
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

条
及

び
第

条
の

に
基

づ
き

、

医
薬

品
等

医
療

機
器

及
び

体
外

診
断

用
医

薬
品

を
除

く
。

の
製

造
業

の
許

可
を

受
け

た
者

並
び

に
同

法
第

条
の

２
の

３
に

基
づ

き
医

療
機

器
又

は
体

外
診

断
用

医
薬

品
の

製
造

業
の

登
録

を
受

け
た

者
を

い
う

。

本
要

領
で

｢
輸

入
者

｣
と

は
、

医
薬

品
等

又
は

毒
劇

物
を

輸
入

し
よ

う
と

す
る

者
を

い
う

。

本
要

領
で

｢
輸

入
業

者
｣
と

は
、

毒
劇

法
第

４
条

に
基

づ
き

、
毒

物
又

は
劇

物
の

輸
入

業
の

登
録

を
受

け
た

者
を

い
う

。

本
要

領
で

｢
通

関
取

扱
要

領
｣
と

は
、

｢
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

又
は

毒
物

及
び

劇
物

取
締

法
に

係
る

医
薬

品
等

又
は

毒
劇

物
の

通
関

の
際

に
お

け
る

取
扱

要
領

｣
平

成
年

月
日

付
け

薬
生

発
第

２
号

財
務

省
関

税
局

長
宛

て
厚

生
労

働
省

医
薬

･
生

活
衛

生
局

長
通

知
｢
医

薬
品

等
及

び

毒
劇

物
輸

入
監

視
協

力
方

依
頼

に
つ

い
て

｣
の

別
添

を
い

う
。

本
要

領
で

｢
臨

床
試

験
｣
と

は
、

我
が

国
に

お
い

て
ま

だ
製

造
販

売
の

承
認

又
は

認
証

以
下

｢
承

認
等

｣
と

い
う

。
を

受
け

て
い

な
い

医
薬

品
等

を
開

発
又

は
研

究
す

る
た

め
に

当
該

医
薬

品
等

の
人

体
へ

の
効

果
、

副
作

用
等

を
臨

床
的

に
調

査
す

る
試

験
を

い
う

。

本
要

領
で

｢
治

験
｣

た
だ

し
、
体

外
診

断
用

医
薬

品
に

あ
っ

て
は

｢
臨

床
性

能
試

験
｣
と

す
る

。
以

下
同

じ
。

と
は

、
臨

床
試

験
の

う
ち

、
製

造
販

売
の

承
認

申
請

に
必

要
な

試
験

成
績

に
関

す
る

資

料
の

収
集

を
目

的
と

す
る

試
験

を
い

う
。

本
要

領
で

｢
治

験
計

画
届

書
｣
と

は
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

条
の

２
第

２
項

の
規

定
に

基

づ
き

厚
生

労
働

大
臣

に
届

け
出

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
も

の
を

い
う

。

３
監

視
対

象

監
視

対
象

は
、

外
国

か
ら

本
邦

に
到

着
し

、
保

税
地

域
関

税
法

第
条

第
１

項
各

号
に

掲
げ

る

も
の

及
び

同
法

第
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
留

置
さ

れ
た

も
の

に
あ

っ
て

は
、
保

税
地

域
以

外
の

場
所

を
含

む
。

に
蔵

置
さ

れ
た

医
薬

品
等

及
び

毒
劇

物
で

通
関

前
の

も
の

並
び

に
本

邦
に

未
到

着
の

医
薬

品
等

及
び

毒
劇

物
で

航
空

貨
物

運
送

状
Ａ

Ｗ
Ｂ

又
は

船
荷

証
券

Ｂ
Ｌ

が
発

行
さ

れ
て

い

る
も

の
と

す
る

。

た
だ

し
、

陸
揚

げ
さ

れ
、

保
税

地
域

に
蔵

置
さ

れ
た

後
、

通
関

す
る

こ
と

な
く

外
国

に
輸

送
さ

れ

る
医

薬
品

等
及

び
毒

劇
物

に
つ

い
て

は
、

国
内

に
流

入
す

る
も

の
で

は
な

い
こ

と
か

ら
、

本
要

領
に

基
づ

く
確

認
は

不
要

と
す

る
。

４
担

当
地

方
厚

生
局

、
担

当
薬

事
監

視
専

門
官

及
び

監
視

範
囲

関
東

信
越

厚
生

局

関
東

信
越

厚
生

局
薬

事
監

視
専

門
官

函
館

税
関

、
東

京
税

関
及

び
横

浜
税

関
で

通
関

さ
れ

る
も

の

近
畿

厚
生

局

近
畿

厚
生

局
薬

事
監

視
専

門
官

名
古

屋
税

関
、

大
阪

税
関

、
神

戸
税

関
、

門
司

税
関

及
び

長
崎

税
関

で
通

関
さ

れ
る

も
の

九
州

厚
生

局
沖

縄
麻

薬
取

締
支

所

九
州

厚
生

局
沖

縄
麻

薬
取

締
支

所
薬

事
監

視
専

門
官

沖
縄

地
区

税
関

で
通

関
さ

れ
る

も
の

な
お

、
か

ら
ま

で
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
到

着
す

る
税

関
等

に
よ

り
適

宜
他

の
地

方
厚

生
局

薬
事

監
視

専
門

官
に

業
務

を
行

わ
せ

る
場

合
が

あ
る

。
ま

た
、

薬
事

監
視

専
門

官
に

代
え

て
、

薬
事

監
視

員
又

は
毒

物
劇

物
監

視
員

に
業

務
を

行
わ

せ
る

場
合

が
あ

る
。

５
監

視
事

項

３
で

監
視

対
象

と
な

る
医

薬
品

等
又

は
毒

劇
物

に
つ

き
次

に
掲

げ
る

確
認

を
行

っ
た

結
果

、
医

薬
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品
医

療
機

器
等

法
又

は
毒

劇
法

に
違

反
す

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
条

に
基

づ
き

輸
入

者
に

廃
棄

、
積

戻
し

等
の

措
置

を
と

ら
せ

る
と

と
も

に
、
必

要
が

あ
る

場
合

は
、
税

関
及

び
厚

生
労

働
省

医
薬

･
生

活
衛

生
局

監
視

指
導
・
麻

薬
対

策
課

長
に

通
報

し
、
そ

の

指
示

を
受

け
る

こ
と

と
す

る
。

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

条
第

２
項

第
条

、
第

条
、

第
条

及
び

第
条

の
５

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

、
第

条
第

条
及

び
第

条
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
、
第

条
第

条
、
第

条
及

び
第

条
の

５
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含

む
。

、
第

条
、

第
条

の
６

及
び

第
条

の
の

規
定

に
違

反
す

る
か

否
か

の
確

認

毒
劇

法
第

３
条

第
２

項
、

第
３

条
の

２
第

２
項

及
び

第
９

条
の

規
定

に
違

反
す

る
か

否
か

の
確

認

毒
劇

法
第

条
、

第
条

及
び

第
条

の
２

の
規

定
に

違
反

す
る

か
否

か
の

確
認

６
地

方
厚

生
局

薬
事

監
視

専
門

官
の

業
務

地
方

厚
生

局
薬

事
監

視
専

門
官

の
業

務
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。

５
に

規
定

す
る

確
認

イ
通

関
前

に
輸

入
者

に
次

の
書

類
を

提
出

さ
せ

、
行

う
こ

と
。

ｲ
承

認
等

を
受

け
て

い
な

い
医

薬
品

等
臨

床
試

験
の

対
象

と
な

る
医

薬
品

等
の

他
、
併

用
薬

、

臨
床

試
験

の
際

の
検

査
等

の
た

め
に

使
用

す
る

医
薬

品
等

採
血

管
、

体
外

診
断

用
医

薬
品

等
を

含
む

。
を

臨
床

試
験

に
使

用
す

る
目

的
で

輸
入

す
る

場
合

治
験

計
画

届
書

が
提

出
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

ａ
企

業
治

験
依

頼
者

が
主

体
と

な
っ

て
実

施
す

る
治

験
に

使
用

す
る

た
め

に
自

ら
輸

入

す
る

場
合

輸
入

報
告

書
別

紙
第

１
号

様
式

２
部

輸
入

品
目

の
臨

床
試

験
計

画
書

た
だ

し
、

体
外

診
断

用
医

薬
品

に
あ

っ
て

は
｢
臨

床

性
能

試
験

計
画

書
｣
と

す
る

。
以

下
同

じ
。

別
紙

第
２

号
様

式
１

部

複
数

の
治

験
に

使
用

す
る

目
的

で
一

括
し

て
輸

入
す

る
場

合
は

、
臨

床
試

験
計

画
書

に
代

え
て

輸
入

数
量

の
算

出
根

拠
等

を
示

し
た

臨
床

試
験

計
画

見
込

書
別

紙
参

考
様

式
１

た
だ

し
、

体
外

診
断

用
医

薬
品

に
あ

っ
て

は
｢
臨

床
性

能
試

験
計

画
見

込
書

｣
と

す
る

。
以

下
同

じ
。

を
添

付
さ

せ
る

こ
と

。
ま

た
、

分
割

し
て

輸
入

す
る

場
合

に
は

、

輸
入

経
過

表
別

紙
参

考
様

式
２

を
提

出
さ

せ
る

こ
と

。

な
お

、
輸

入
し

た
も

の
の

治
験

に
着

手
し

な
い

こ
と

と
な

っ
た

時
点

、
治

験
計

画
届

書
を

提
出

し
た

時
点

及
び

治
験

の
中

止
又

は
終

了
の

時
点

に
お

い
て

、
受

領
印

が
付

さ

れ
た

治
験

計
画

届
書

写
等

を
添

付
の

上
で

、
報

告
を

行
わ

せ
る

こ
と

。

仕
入

書
写

１
部

提
出

で
き

な
い

場
合

は
、

こ
れ

に
代

わ
る

書
類

。
以

下
同

じ
。

航
空

貨
物

運
送

状
Ａ

Ｗ
Ｂ

写
又

は
船

荷
証

券
Ｂ

Ｌ
写

１
部

国
際

郵
便

の
場

合
は

、
税

関
が

輸
入

者
に

発
出

す
る

｢
外

国
か

ら
到

着
し

た
郵

便
物

の

税
関

手
続

の
お

知
ら

せ
｣

写
。

以
下

同
じ

。

ｂ
企

業
が

医
薬

品
等

の
品

質
の

確
認

、
治

験
用

で
あ

る
旨

の
表

示
等

以
下

｢
表

示
等

｣
と

い

う
。

を
行

う
必

要
が

あ
る

た
め

、
当

該
企

業
が

輸
入

し
、
表

示
等

を
行

っ
た

上
、
治

験
を

主
体

と
な

っ
て

実
施

す
る

別
の

企
業

治
験

依
頼

者
に

供
給

す
る

場
合

輸
入

報
告

書
別

紙
第

１
号

様
式

２
部

輸
入

及
び

表
示

等
を

行
う

企
業

が
作

成
し

た
も

の
。

輸
入

品
目

の
臨

床
試

験
計

画
書

別
紙

第
２

号
様

式
１

部

治
験

依
頼

者
が

作
成

し
た

も
の

。
複

数
の

治
験

に
使

用
す

る
目

的
で

一
括

し
て

輸
入

す
る

場
合

は
、

臨
床

試
験

計
画

書
に

代
え

て
輸

入
数

量
の

算
出

根
拠

等
を

示
し

た
臨

床

試
験

計
画

見
込

書
別

紙
参

考
様

式
１

を
添

付
さ

せ
る

こ
と

。
ま

た
、

分
割

し
て

輸
入

す
る

場
合

に
は

、
輸

入
経

過
表

別
紙

参
考

様
式

２
を

提
出

さ
せ

る
こ

と
。

な
お

、
輸

入
し

た
も

の
の

治
験

に
着

手
し

な
い

こ
と

と
な

っ
た

時
点

、
治

験
計

画
届

書
を

提
出

し
た

時
点

及
び

治
験

の
中

止
又

は
終

了
の

時
点

に
お

い
て

、
受

領
印

が
付

さ

れ
た

治
験

計
画

届
書

写
等

を
添

付
の

上
で

、
治

験
依

頼
者

に
報

告
を

行
わ

せ
る

こ
と

。

輸
入

及
び

表
示

等
を

行
う

企
業

と
治

験
依

頼
者

と
の

委
受

託
契

約
書

写
１

部

輸
入

す
る

企
業

が
表

示
等

を
行

う
必

要
性

が
確

認
で

き
る

も
の

。

仕
入

書
写

１
部

航
空

貨
物

運
送

状
Ａ

Ｗ
Ｂ

写
又

は
船

荷
証

券
Ｂ

Ｌ
写

１
部

ｃ
医

師
又

は
歯

科
医

師
が

主
体

と
な

っ
て

実
施

す
る

臨
床

試
験

に
使

用
す

る
た

め
に

自
ら

輸
入

す
る

場
合

臨
床

研
究

法
（

平
成

年
法

律
第

号
）
に

よ
り

、
厚

生
労

働
省

が
整

備
す

る
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
（

臨
床

研
究

実
施

計
画
・
研

究
概

要
公

開
シ

ス
テ

ム
。
以

下
「

」

と
い

う
。

）
に

臨
床

試
験

情
報

が
登

録
さ

れ
て

い
る

場
合

及
び

人
を

対
象

と
す

る
医

学
系

研
究

に
関

す
る

倫
理

指
針

平
成

年
文

部
科

学
省

･
厚

生
労

働
省

告
示

第
３

号
に

基
づ

き
、

臨
床

試
験

情
報

が
公

開
さ

れ
て

い
る

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

国
立

大
学

附
属

病
院

長
会

議
、

一
般

財
団

法
人

日
本

医
薬

情
報

セ
ン

タ
ー

及
び

公
益

社
団

法
人

日
本

医
師

会
が

設
置

し
た

も
の

に
限

る
。
以

下
｢
臨

床
試

験
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
｣
と

い
う

。
に

臨
床

試
験

情
報

が
登

録
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。

輸
入

報
告

書
別

紙
第

１
号

様
式

２
部

輸
入

品
目

の
臨

床
試

験
計

画
書

別
紙

第
２

号
様

式
１

部

複
数

の
臨

床
試

験
に

使
用

す
る

目
的

で
一

括
し

て
輸

入
す

る
場

合
は

、
臨

床
試

験
計

画
書

に
代

え
て

輸
入

数
量

の
算

出
根

拠
等

を
示

し
た

臨
床

試
験

計
画

見
込

書
別

紙
参

考
様

式
１

を
添

付
さ

せ
る

こ
と

。
ま

た
、
分

割
し

て
輸

入
す

る
場

合
に

は
、
輸

入
経

過

表
別

紙
参

考
様

式
２

を
提

出
さ

せ
る

こ
と

。

な
お

、
輸

入
し

た
も

の
の

臨
床

試
験

に
着

手
し

な
い

こ
と

と
な

っ
た

時
点

、
治

験
計

画
届

書
を

提
出

し
た

時
点

及
び

臨
床

試
験

計
画

の
中

止
又

は
終

了
の

時
点

で
報

告
を

行

わ
せ

る
こ

と
。

ま
た

、
治

験
計

画
届

書
を

提
出

し
た

場
合

に
は

、
受

領
印

が
付

さ
れ

た

治
験

計
画

届
書

写
等

を
添

付
の

上
で

、
報

告
を

行
わ

せ
る

こ
と

。

臨
床

試
験

を
実

施
す

る
機

関
の

倫
理

審
査

委
員

会
又

は
治

験
審

査
委

員
会

の
承

認
を

得
た

こ
と

を
証

明
す

る
書

類
写

１
部

仕
入

書
写

１
部

航
空

貨
物

運
送

状
Ａ

Ｗ
Ｂ

写
又

は
船

荷
証

券
Ｂ

Ｌ
写

１
部

注
及

び
の

書
類

に
つ

い
て

は
、

臨
床

研
究

法
第

５
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り

厚
生

労
働

大
臣

宛
て

に
提

出
す

る
書

類
（

及
び

の
書

類
と

同
一

の
内

容
を

含

む
も

の
に

限
る

。
）

で
も

差
し

支
え

な
い

。

ｄ
企

業
が

医
薬

品
等

の
表

示
等

を
行

う
必

要
が

あ
る

た
め

、
当

該
企

業
が

輸
入

し
、

表
示

等
を

行
っ

た
上

、
臨

床
試

験
を

主
体

と
な

っ
て

実
施

す
る

医
師

又
は

歯
科

医
師

に
供

給
す

る
場

合 輸
入

報
告

書
別

紙
第

１
号

様
式

２
部

輸
入

及
び

表
示

等
を

行
う

企
業

が
作

成
し

た
も

の
。

輸
入

品
目

の
臨

床
試

験
計

画
書

別
紙

第
２

号
様

式
１

部

医
師

又
は

歯
科

医
師

が
作

成
し

た
も

の
。

複
数

の
臨

床
試

験
に

使
用

す
る

目
的

で
一

括
し

て
輸

入
す

る
場

合
は

、
臨

床
試

験
計

画
書

に
代

え
て

輸
入

数
量

の
算

出
根

拠
等

を
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示
し

た
臨

床
試

験
計

画
見

込
書

別
紙

参
考

様
式

１
を

添
付

さ
せ

る
こ

と
。

ま
た

、
分

割
し

て
輸

入
す

る
場

合
に

は
、
輸

入
経

過
表

別
紙

参
考

様
式

２
を

提
出

さ
せ

る
こ

と
。

な
お

、
輸

入
し

た
も

の
の

臨
床

試
験

に
着

手
し

な
い

こ
と

と
な

っ
た

時
点

、
治

験
計

画
届

書
を

提
出

し
た

時
点

及
び

臨
床

試
験

計
画

の
中

止
又

は
終

了
の

時
点

で
報

告
を

行

わ
せ

る
こ

と
。

ま
た

、
治

験
計

画
届

書
を

提
出

し
た

場
合

に
は

、
受

領
印

が
付

さ
れ

た

治
験

計
画

届
書

写
等

を
添

付
の

上
で

、
報

告
を

行
わ

せ
る

こ
と

。

臨
床

試
験

を
実

施
す

る
機

関
の

倫
理

審
査

委
員

会
又

は
治

験
審

査
委

員
会

の
承

認
を

得
た

こ
と

を
証

明
す

る
書

類
写

１
部

輸
入

及
び

表
示

等
を

行
う

企
業

と
医

師
又

は
歯

科
医

師
と

の
委

受
託

契
約

書
写

１
部 企

業
が

表
示

等
を

行
う

必
要

性
が

確
認

で
き

る
も

の
。

表
示

等
を

行
う

企
業

が
輸

入
す

る
こ

と
に

係
る

医
師

又
は

歯
科

医
師

の
委

任
状

写

１
部 仕

入
書

写
１

部

航
空

貨
物

運
送

状
Ａ

Ｗ
Ｂ

写
又

は
船

荷
証

券
Ｂ

Ｌ
写

１
部

ﾛ
治

験
既

に
治

験
計

画
届

書
が

提
出

さ
れ

て
い

る
も

の
の

際
の

検
査

等
の

た
め

に
使

用
す

る
、

承
認

等
を

受
け

て
い

な
い

医
薬

品
等

併
用

薬
、
採

血
管

、
体

外
診

断
用

医
薬

品
等

。
治

験
の

対

象
と

な
る

医
薬

品
等

を
除

く
。

に
つ

い
て

、
企

業
が

当
該

医
薬

品
等

の
表

示
等

を
行

う
必

要
が

あ
る

た
め

、
当

該
企

業
が

輸
入

し
、

表
示

等
を

行
っ

た
上

、
治

験
を

主
体

と
な

っ
て

実
施

す
る

別
の

企
業

治
験

依
頼

者
に

供
給

す
る

場
合

ａ
輸

入
報

告
書

別
紙

第
１

号
様

式
２

部

輸
入

及
び

表
示

等
を

行
う

企
業

が
作

成
し

た
も

の
。

ｂ
受

領
印

が
付

さ
れ

た
治

験
計

画
届

書
写

１
部

治
験

依
頼

者
が

作
成

し
た

も
の

。
治

験
に

使
用

す
る

医
薬

品
等

の
名

称
販

売
名

、
成

分
名

等
、
数

量
、
使

用
目

的
並

び
に

表
示

等
を

行
う

企
業

の
名

称
及

び
住

所
の

記
載

が

あ
る

も
の

。
ま

た
、
分

割
し

て
輸

入
す

る
場

合
に

は
、
輸

入
経

過
表

別
紙

参
考

様
式

２

を
提

出
さ

せ
る

こ
と

。

ｃ
仕

入
書

写
１

部

ｄ
航

空
貨

物
運

送
状

Ａ
Ｗ

Ｂ
写

又
は

船
荷

証
券

Ｂ
Ｌ

写
１

部

ﾊ
試

験
研

究
等

に
使

用
す

る
目

的
の

場
合

ａ
試

験
研

究
品

質
試

験
、

薬
理

試
験

、
製

剤
化

試
験

等
用

の
場

合

製
造

販
売

承
認

又
は

認
証

を
申

請
済

み
の

医
薬

品
等

を
除

く
。

輸
入

報
告

書
別

紙
第

１
号

様
式

２
部

輸
入

品
目

の
試

験
研

究
計

画
書

別
紙

第
３

号
様

式
１

部

医
師

、
大

学
又

は
試

験
研

究
機

関
の

研
究

者
等

が
輸

入
す

る
場

合
に

は
こ

れ
に

加
え

て
医

師
等

の
免

許
証

写
又

は
在

職
証

明
書

を
提

出
さ

せ
る

こ
と

。

ま
た

、
試

験
研

究
を

外
部

委
託

す
る

場
合

は
、

委
託

先
と

の
委

受
託

関
係

が
分

か
る

資
料

を
提

出
さ

せ
る

こ
と

。

仕
入

書
写

１
部

航
空

貨
物

運
送

状
Ａ

Ｗ
Ｂ

写
又

は
船

荷
証

券
Ｂ

Ｌ
写

１
部

ｂ
社

内
見

本
用

輸
入

者
自

身
が

商
品

価
値

等
を

判
断

す
る

た
め

の
も

の
で

あ
り

、
た

と
え

無
償

と
い

え
ど

も
第

三
者

に
配

布
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

な
い

も
の

を
い

う
。

以
下

同

じ
。

の
場

合
製

造
販

売
承

認
又

は
認

証
を

申
請

済
み

の
医

薬
品

等
、

又
は

医
薬

部
外

品

又
は

化
粧

品
の

製
造

販
売

業
者

又
は

製
造

業
者

が
、

社
内

見
本

用
と

し
て

、
そ

れ
ぞ

れ
通

関
取

扱
要

領
第

２
の

１
｢
こ

の
ほ

か
の

事
例

｣
ニ

ﾛ
及

び
ホ

ﾛ
で

定
め

る
数

量
の

範

囲
内

の
医

薬
部

外
品

又
は

化
粧

品
を

輸
入

す
る

場
合

を
除

く
。

輸
入

報
告

書
別

紙
第

１
号

様
式

２
部

輸
入

品
目

の
試

験
研

究
計

画
書

別
紙

第
３

号
様

式
１

部

輸
入

数
量

が
１

つ
の

場
合

に
は

、
試

験
研

究
計

画
書

に
代

え
て

商
品

説
明

書
別

紙

第
５

号
様

式
。

な
お

、
品

名
等

か
ら

そ
の

内
容

を
容

易
に

判
断

で
き

る
も

の
に

つ
い

て

は
、

販
売

業
者

等
の

商
品

説
明

書
、

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

等
の

写
し

に
代

え
る

こ
と

が
で

き

る
。

で
も

可
。

仕
入

書
写

１
部

航
空

貨
物

運
送

状
Ａ

Ｗ
Ｂ

写
又

は
船

荷
証

券
Ｂ

Ｌ
写

１
部

ﾆ
展

示
用

学
会

、
公

的
機

関
等

が
主

催
又

は
後

援
す

る
展

示
会

等
で

、
学

術
研

究
の

向
上

、

発
展

、
科

学
技

術
又

は
産

業
の

振
興

等
を

目
的

と
し

て
医

薬
品

、
医

療
機

器
、

体
外

診
断

用

医
薬

品
及

び
再

生
医

療
等

製
品

を
展

示
す

る
も

の
、

又
は

民
間

企
業

等
が

主
催

す
る

見
本

市

に
広

告
宣

伝
を

目
的

と
し

な
い

医
薬

部
外

品
又

は
化

粧
品

を
展

示
す

る
も

の
を

い
う

。
の

場

合 ａ
輸

入
報

告
書

別
紙

第
１

号
様

式
２

部

ｂ
輸

入
品

目
の

商
品

説
明

書
別

紙
第

５
号

様
式

１
部

ｃ
仕

入
書

写
１

部

ｄ
展

示
主

催
者

か
ら

の
出

展
要

請
書

別
紙

参
考

様
式

３
１

部

輸
入

者
が

展
示

主
催

者
で

あ
る

場
合

は
、

当
該

展
示

会
等

の
概

要
が

分
か

る
資

料
１

部

ｅ
航

空
貨

物
運

送
状

Ａ
Ｗ

Ｂ
写

又
は

船
荷

証
券

Ｂ
Ｌ

写
１

部

ﾎ
個

人
用

以
下

①
か

ら
⑤

の
場

合

①
｢
数

量
に

関
わ

ら
ず

厚
生

労
働

省
の

確
認

を
必

要
と

す
る

も
の

｣
｢
数

量
に

関
わ

ら
ず

厚
生

労

働
省

の
確

認
を

必
要

と
す

る
医

薬
品

の
追

加
に

つ
い

て
｣

平
成

年
３

月
日

付
け

薬

食
監

麻
発

第
４

号
厚

生
労

働
省

医
薬

食
品

局
監

視
指

導
・

麻
薬

対
策

課
長

通
知

の
別

添
。

以
下

同
じ

。
に

該
当

す
る

も
の

②
「

海
外

か
ら

の
入

国
者

が
国

内
滞

在
中

の
自

己
の

治
療

の
た

め
に

携
帯

し
て

個
人

輸
入

す
る

場
合

を
除

き
、

数
量

に
関

わ
ら

ず
厚

生
労

働
省

の
確

認
を

必
要

と
す

る
医

薬
品

等
」

（
「

脳

機
能

の
向

上
等

を
標

ぼ
う

す
る

医
薬

品
等

を
個

人
輸

入
す

る
場

合
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」

（
平

成
年

月
日

付
け

薬
生

監
麻

発
第

３
号

厚
生

労
働

省
医

薬
・

生
活

衛
生

局
監

視
指

導
・
麻

薬
対

策
課

長
通

知
）
の

別
添

の
成

分
を

含
有

す
る

医
薬

品
等

。
以

下
同

じ
。
）

に
該

当
す

る
も

の
（

た
だ

し
、

海
外

か
ら

の
入

国
者

が
国

内
滞

在
中

の
自

己
の

治
療

の
た

め

に
携

帯
し

て
個

人
輸

入
す

る
場

合
を

除
く

。
）

③
輸

入
者

自
身

が
個

人
的

に
使

用
す

る
こ

と
が

明
ら

か
な

数
量

通
関

取
扱

要
領

第
２

の
１

ヌ
で

定
め

る
数

量
を

超
え

る
も

の

④
医

家
向

け
の

医
療

機
器

医
療

従
事

者
で

は
な

い
個

人
が

、
家

庭
用

家
庭

で
自

己
が

使
用

す

る
も

の
と

し
て

使
用

す
る

も
の

⑤
個

人
使

用
の

目
的

で
あ

っ
て

も
、

輸
入

貨
物

の
宛

先
が

会
社

や
団

体
等

自
宅

以
外

に
な

っ
て

い
る

も
の

若
し

く
は

送
付

状
に

会
社

名
や

団
体

名
等

が
記

載
さ

れ
て

い
る

も
の

ａ
輸

入
報

告
書

別
紙

第
１

号
様

式
２

部

ｂ
輸

入
品

目
の

商
品

説
明

書
医

薬
品

の
場

合
は

別
紙

第
４

号
様

式
、
そ

の
他

の
場

合
は

別

紙
第

５
号

様
式

１
部

ｃ
医

師
か

ら
の

処
方

箋
又

は
指

示
書

写
１

部
（

上
記

②
に

該
当

す
る

も
の

で
、

個
人

が
自

己
の

所
有

す
る

動
物

に
供

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

場
合

は
、

獣
医

師
の

指
示

書



52 2019 Vol.44 No.2　広島県薬剤師会誌

（
写

）
部

）

上
記

①
か

ら
⑤

の
う

ち
、

⑤
の

み
に

該
当

す
る

場
合

は
提

出
を

不
要

と
す

る
。

ｄ
仕

入
書

写
１

部

ｅ
航

空
貨

物
運

送
状

Ａ
Ｗ

Ｂ
又

は
船

荷
証

券
Ｂ

Ｌ
写

１
部

ｆ
そ

の
他

、
輸

入
に

あ
た

っ
て

厚
生

労
働

省
へ

の
登

録
を

必
要

と
す

る
医

薬
品

等
に

つ
い

て
は

、
そ

の
定

め
る

文
書

１
部

上
記

⑤
に

該
当

す
る

場
合

は
、

理
由

書
別

紙
参

考
様

式
４

も
提

出
さ

せ
る

こ
と

。

ﾍ
医

療
従

事
者

個
人

用
治

療
上

緊
急

性
が

あ
り

、
国

内
に

代
替

品
が

流
通

し
て

い
な

い
場

合

で
あ

っ
て

、
輸

入
し

た
医

療
従

事
者

が
自

己
の

責
任

の
も

と
、

自
己

の
患

者
の

診
断

又
は

治

療
に

供
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
も

の
を

い
う

。
医

師
又

は
歯

科
医

師
が

個
人

輸
入

す
る

医

療
機

器
内

臓
機

能
代

用
器

心
臓

ペ
ー

ス
メ

ー
カ

ー
、

人
工

心
臓

、
人

工
肺

、
人

工
腎

臓
、

人
工

血
管

等
を

除
く

。
に

つ
い

て
は

３
セ

ッ
ト

を
超

え
る

も
の

を
い

う
。

獣
医

師
が

自
己

の
責

任
の

も
と

、
自

己
の

み
る

動
物

の
診

断
又

は
治

療
に

供
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
ヒ

ト

用
の

医
薬

品
等

を
輸

入
す

る
場

合
も

こ
れ

に
準

じ
て

取
り

扱
う

。
の

場
合

ａ
輸

入
報

告
書

別
紙

第
１

号
様

式
２

部

ｂ
輸

入
品

目
の

商
品

説
明

書
医

薬
品

の
場

合
は

別
紙

第
４

号
様

式
、
そ

の
他

の
場

合
は

別

紙
第

５
号

様
式

１
部

ｃ
仕

入
書

写
１

部

ｄ
医

師
等

の
免

許
証

写
１

部

ｅ
必

要
理

由
書

別
紙

参
考

様
式

５
１

部

治
療

上
必

要
な

理
由

の
説

明
及

び
使

用
に

あ
た

っ
て

一
切

の
責

任
を

輸
入

し
た

医
療

従

事
者

が
負

う
旨

の
誓

約
を

記
し

た
も

の
。

ｆ
航

空
貨

物
運

送
状

Ａ
Ｗ

Ｂ
写

又
は

船
荷

証
券

Ｂ
Ｌ

写
１

部

ｇ
そ

の
他

、
輸

入
に

あ
た

っ
て

厚
生

労
働

省
へ

の
登

録
を

必
要

と
す

る
医

薬
品

等
に

つ
い

て
は

、
そ

の
定

め
る

文
書

１
部

ﾄ
再

輸
入

品
・

返
送

品
用

先
に

輸
入

し
た

外
国

製
造

製
品

を
修

理
等

の
目

的
で

外
国

に
輸

出

外
国

製
造

業
者

に
返

送
し

、
再

輸
入

す
る

も
の

若
し

く
は

先
に

輸
出

し
た

自
社

製
品

が
品

質
不

良
等

の
理

由
に

よ
り

輸
出

先
か

ら
返

送
さ

れ
て

く
る

も
の

で
、

製
造

販
売

業
者

若
し

く

は
製

造
業

者
以

外
の

者
が

先
に

輸
出

し
た

製
品

が
輸

出
先

か
ら

返
送

さ
れ

て
く

る
も

の
注
を

い
う

。
の

場
合

ａ
輸

入
報

告
書

別
紙

第
１

号
様

式
２

部

ｂ
仕

入
書

写
１

部

ｃ
航

空
貨

物
運

送
状

Ａ
Ｗ

Ｂ
写

又
は

船
荷

証
券

Ｂ
Ｌ

写
１

部

ｄ
輸

出
時

の
仕

入
書

写
１

部

ｅ
輸

出
時

の
航

空
貨

物
運

送
状

Ａ
Ｗ

Ｂ
写

又
は

船
荷

証
券

Ｂ
Ｌ

写
１

部

ｆ
輸

出
申

告
書

写
１

部

注
製

造
販

売
業

者
又

は
製

造
業

者
が

、
先

に
輸

入
し

た
外

国
製

造
製

品
を

修
理

等
の

目

的
で

外
国

に
輸

出
し

、
再

輸
入

す
る

場
合

又
は

先
に

輸
出

し
た

自
社

製
品

が
品

質
不

良
等

の
理

由
に

よ
り

輸
出

先
か

ら
返

送
さ

れ
て

く
る

場
合

の
取

扱
に

つ
い

て
は

、
本

通
知

｢
７

確
認

に
あ

た
っ

て
の

留
意

事
項

｣
ハ

、
通

関
取

扱
要

領
｢
第

２
税

関
に

お
け

る
確

認
｣

１
を

確
認

さ
れ

た
い

。

ﾁ
自

家
消

費
用

自
社

製
品

の
原

料
と

し
て

使
用

す
る

も
の

及
び

承
認

等
の

あ
る

自
社

の
医

薬
品

等
を

製
造

す
る

た
め

に
使

用
す

る
も

の
を

い
う

。
｢
医

薬
品

、
医

療
機

器
等

の
品

質
、
有

効
性

及
び

安
全

性
の

確
保

等
に

関
す

る
法

律
第

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
製

造
販

売
の

承
認

を
要

し
な

い
も

の
と

し
て

厚
生

労
働

大
臣

の
指

定
す

る
医

薬
品

等
｣

平
成

６
年

厚
生

省

告
示

第
号

の
表

に
掲

げ
る

医
薬

品
以

下
｢
承

認
不

要
医

薬
品

｣
と

い
う

。
を

除
く

。

の
場

合

ａ
輸

入
報

告
書

別
紙

第
１

号
様

式
２

部

ｂ
輸

入
品

目
の

商
品

説
明

書
別

紙
第

５
号

様
式

１
部

ｃ
使

用
説

明
書

別
紙

参
考

様
式

６
１

部

商
品

名
、
使

用
場

所
、
使

用
期

間
、
使

用
数

量
、
用

途
及

び
使

用
工

程
を

記
し

た
も

の
。

ｄ
医

薬
品

等
製

造
販

売
承

認
書

写
、

医
薬

品
等

製
造

販
売

届
書

写
又

は
医

薬
品

等
製

造
販

売
認

証
書

写
１

部

医
薬

品
等

を
製

造
す

る
場

合
に

提
出

さ
せ

る
こ

と
。

ｅ
仕

入
書

写
１

部

ｆ
航

空
貨

物
運

送
状

Ａ
Ｗ

Ｂ
写

又
は

船
荷

証
券

Ｂ
Ｌ

写
１

部

ﾘ
そ

の
他

、
厚

生
労

働
省

医
薬

･
生

活
衛

生
局

監
視

指
導

・
麻

薬
対

策
課

長
が

、
保

健
衛

生
上

の
観

点
等

か
ら

、
輸

入
す

る
こ

と
が

特
に

必
要

と
認

め
る

場
合

ａ
輸

入
報

告
書

別
紙

第
１

号
様

式
２

部

ｂ
輸

入
品

目
の

商
品

説
明

書
別

紙
第

５
号

様
式

１
部

ｃ
仕

入
書

写
１

部

ｄ
必

要
理

由
書

１
部

ｅ
航

空
貨

物
運

送
状

Ａ
Ｗ

Ｂ
写

又
は

船
荷

証
券

Ｂ
Ｌ

写
１

部

ロ
確

認
の

結
果

、
異

状
を

認
め

な
い

場
合

は
、

２
部

受
理

し
た

輸
入

報
告

書
の

う
ち

１
部

の
厚

生
労

働
省

確
認

欄
に

｢
厚

生
労

働
省

確
認

済
｣
の

印
を

押
し

、
官

職
及

び
氏

名
を

記
入

し
た

上
、

当
該

輸
入

報
告

書
を

輸
入

者
に

交
付

す
る

こ
と

。

な
お

、
税

関
に

対
し

説
明

を
要

す
る

事
項

が
あ

れ
ば

、
厚

生
労

働
省

確
認

欄
の

特
記

事
項

と

し
て

記
載

す
る

こ
と

。

５
及

び
に

規
定

す
る

確
認

イ
通

関
前

に
輸

入
者

に
次

の
書

類
を

提
出

さ
せ

、
行

う
こ

と
。

ｲ
試

験
研

究
品

質
試

験
、

薬
理

試
験

、
製

剤
化

試
験

等
の

場
合

ａ
輸

入
報

告
書

別
紙

第
１

号
様

式
２

部

ｂ
輸

入
品

目
の

試
験

研
究

計
画

書
別

紙
第

３
号

様
式

１
部

医
師

並
び

に
大

学
又

は
試

験
研

究
機

関
の

研
究

者
等

が
輸

入
す

る
場

合
に

は
、

こ
れ

に

加
え

て
医

師
等

の
免

許
証

写
又

は
在

職
証

明
書

を
提

出
さ

せ
る

こ
と

。

ま
た

、
試

験
研

究
を

外
部

委
託

す
る

場
合

は
、

委
託

先
と

の
委

受
託

関
係

が
分

か
る

資

料
を

提
出

さ
せ

る
こ

と
。

ｃ
仕

入
書

写
１

部

ｄ
航

空
貨

物
運

送
状

Ａ
Ｗ

Ｂ
写

又
は

船
荷

証
券

Ｂ
Ｌ

写
１

部

ﾛ
個

人
用

輸
入

者
自

身
が

個
人

的
に

使
用

す
る

も
の

を
い

う
。

の
場

合

ａ
輸

入
報

告
書

別
紙

第
１

号
様

式
２

部

ｂ
輸

入
品

目
の

商
品

説
明

書
別

紙
第

５
号

様
式

１
部

ｃ
医

師
か

ら
の

処
方

箋
又

は
指

示
書

写
１

部

ｄ
仕

入
書

写
１

部

ｅ
航

空
貨

物
運

送
状

Ａ
Ｗ

Ｂ
又

は
船

荷
証

券
Ｂ

Ｌ
写

１
部

個
人

使
用

の
目

的
で

あ
っ

て
も

、
輸

入
貨

物
の

宛
先

が
会

社
や

団
体

等
自

宅
以

外
に

な
っ

て
い

る
も

の
、
又

は
送

付
状

に
会

社
名

や
団

体
名

等
が

記
載

さ
れ

て
い

る
も

の
に

つ
い

て
は

、

理
由

書
別

紙
参

考
様

式
４

も
提

出
さ

せ
る

こ
と

。
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ﾊ
医

療
従

事
者

個
人

用
治

療
上

緊
急

性
が

あ
り

、
国

内
に

代
替

品
が

流
通

し
て

い
な

い
場

合

で
あ

っ
て

、
輸

入
し

た
医

療
従

事
者

が
自

己
の

責
任

の
も

と
、

自
己

の
患

者
の

診
断

又
は

治

療
に

供
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
も

の
を

い
う

。
獣

医
師

が
自

己
の

責
任

の
も

と
、

自
己

の

み
る

動
物

の
診

断
又

は
治

療
に

供
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
輸

入
す

る
場

合
も

こ
れ

に
準

じ

て
取

り
扱

う
。

の
場

合

ａ
輸

入
報

告
書

別
紙

第
１

号
様

式
２

部

ｂ
輸

入
品

目
の

商
品

説
明

書
別

紙
第

５
号

様
式

１
部

ｃ
仕

入
書

写
１

部

ｄ
医

師
等

の
免

許
証

写
１

部

ｅ
必

要
理

由
書

別
紙

参
考

様
式

５
１

部

治
療

上
必

要
な

理
由

の
説

明
及

び
使

用
に

あ
た

っ
て

一
切

の
責

任
を

輸
入

し
た

医
療

従

事
者

が
負

う
旨

の
誓

約
を

記
し

た
も

の
。

ｆ
航

空
貨

物
運

送
状

Ａ
Ｗ

Ｂ
写

又
は

船
荷

証
券

Ｂ
Ｌ

写
１

部

ﾆ
再

輸
入

品
・

返
送

品
用

先
に

輸
入

し
た

外
国

製
造

製
品

を
品

質
不

良
等

の
理

由
に

よ
り

外
国

に
返

品
し

、
再

輸
入

す
る

も
の

若
し

く
は

先
に

輸
出

し
た

自
社

製
品

が
品

質
不

良
等

の

理
由

に
よ

り
輸

出
先

か
ら

返
送

さ
れ

て
く

る
も

の
、

又
は

輸
入

業
者

以
外

の
者

が
先

に
輸

出

し
た

製
品

が
輸

出
先

か
ら

返
送

さ
れ

て
く

る
も

の
を

い
う

。
の

場
合

ａ
輸

入
報

告
書

別
紙

第
１

号
様

式
２

部

ｂ
仕

入
書

写
１

部

ｃ
航

空
貨

物
運

送
状

Ａ
Ｗ

Ｂ
写

又
は

船
荷

証
券

Ｂ
Ｌ

写
１

部

ｄ
輸

出
時

の
仕

入
書

写
１

部

ｅ
輸

出
時

の
航

空
貨

物
運

送
状

Ａ
Ｗ

Ｂ
写

又
は

船
荷

証
券

Ｂ
Ｌ

写
１

部

ｆ
輸

出
申

告
書

写
１

部

ｇ
毒

物
劇

物
製

造
業

等
登

録
票

毒
劇

法
施

行
規

則
別

記
第

３
号

様
式

写
１

部

登
録

品
目

書
品

目
登

録
済

証
が

添
付

さ
れ

た
も

の
。

輸
入

者
が

毒
劇

法
第

３
条

に
基

づ
き

毒
劇

物
の

製
造

業
、

輸
入

業
又

は
販

売
業

の
登

録
を

受
け

て
い

な
い

場
合

に
は

、
提

出
は

不
要

と
す

る
。

ﾎ
自

家
消

費
用

自
社

製
品

の
原

料
と

し
て

使
用

す
る

も
の

及
び

承
認

等
の

あ
る

自
社

の
医

薬

品
等

を
製

造
す

る
た

め
に

用
い

る
も

の
を

い
う

。
の

場
合

ａ
輸

入
報

告
書

別
紙

第
１

号
様

式
２

部

ｂ
輸

入
品

目
の

商
品

説
明

書
別

紙
第

５
号

様
式

１
部

ｃ
使

用
説

明
書

別
紙

参
考

様
式

６
１

部

商
品

名
、
使

用
場

所
、
使

用
期

間
、
使

用
数

量
、
用

途
及

び
使

用
工

程
を

記
し

た
も

の
。

ｄ
医

薬
品

等
製

造
販

売
承

認
書

写
、

医
薬

品
等

製
造

販
売

届
書

写
又

は
医

薬
品

等
製

造
販

売
認

証
書

写
１

部

医
薬

品
等

を
製

造
す

る
場

合
に

提
出

さ
せ

る
こ

と
。

ｅ
仕

入
書

写
１

部

ｆ
航

空
貨

物
運

送
状

Ａ
Ｗ

Ｂ
写

又
は

船
荷

証
券

Ｂ
Ｌ

写
１

部

ﾍ
そ

の
他

、
厚

生
労

働
省

医
薬

･
生

活
衛

生
局

監
視

指
導

・
麻

薬
対

策
課

長
が

、
保

健
衛

生
上

の
観

点
等

か
ら

、
輸

入
す

る
こ

と
が

特
に

必
要

と
認

め
る

場
合

ａ
輸

入
報

告
書

別
紙

第
１

号
様

式
２

部

ｂ
輸

入
品

目
の

商
品

説
明

書
別

紙
第

５
号

様
式

１
部

ｃ
仕

入
書

写
１

部

ｄ
必

要
理

由
書

１
部

ｅ
航

空
貨

物
運

送
状

Ａ
Ｗ

Ｂ
写

又
は

船
荷

証
券

Ｂ
Ｌ

写
１

部

ロ
確

認
の

結
果

、
異

状
を

認
め

な
い

場
合

は
、

２
部

受
理

し
た

輸
入

報
告

書
の

う
ち

１
部

の
厚

生
労

働
省

確
認

欄
に

｢
厚

生
労

働
省

確
認

済
｣
の

印
を

押
し

、
官

職
及

び
氏

名
を

記
入

し
た

上
、

当
該

輸
入

報
告

書
を

輸
入

者
に

交
付

す
る

こ
と

。

な
お

、
税

関
に

対
し

説
明

を
要

す
る

事
項

が
あ

れ
ば

、
厚

生
労

働
省

確
認

欄
の

特
記

事
項

と

し
て

記
載

す
る

こ
と

。

及
び

の
規

定
に

よ
り

確
認

済
み

の
輸

入
報

告
書

の
交

付
を

受
け

た
輸

入
者

が
、

当
初

の

目
的

と
は

別
の

目
的

に
転

用
す

る
場

合

イ
輸

入
者

に
次

の
書

類
を

提
出

さ
せ

、
確

認
す

る
こ

と
。

ｲ
転

用
願

書
別

紙
参

考
様

式
７

２
部

ﾛ
確

認
済

み
の

輸
入

報
告

書
写

１
部

ﾊ
新

し
い

使
用

目
的

に
係

る
必

要
書

類
１

部

ロ
確

認
の

結
果

、
異

状
を

認
め

な
い

場
合

は
、

２
部

受
領

し
た

転
用

願
書

の
う

ち
１

部
の

余
白

部
分

に
｢
厚

生
労

働
省

確
認

済
｣
の

印
を

押
し

、
官

職
及

び
氏

名
を

記
入

し
た

上
、

当
該

転
用

願

書
を

届
出

者
に

交
付

す
る

こ
と

。

７
確

認
に

あ
た

っ
て

の
留

意
事

項

６
の

確
認

に
あ

た
り

、
特

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

追
加

で
書

類
を

提
出

さ
せ

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

６
の

確
認

に
あ

た
り

、
輸

入
者

に
お

い
て

書
類

を
提

出
す

る
こ

と
の

で
き

な
い

特
段

の
事

情
が

あ
る

場
合

は
、

理
由

書
等

を
も

っ
て

、
必

要
な

書
類

に
代

え
る

こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い

。

以
下

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

地
方

厚
生

局
薬

事
監

視
専

門
官

の
６

の
確

認
が

不
要

と
な

っ
て

い
る

が
、

輸
入

者
が

必
要

な
書

類
を

持
っ

て
き

た
場

合
に

は
確

認
を

行
う

こ
と

。

イ
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
条

の
承

認
、
同

法
第

条
の

９
の

届
出

、
同

法
第

条
の

２

の
承

認
、

同
法

第
条

の
２

の
５

の
承

認
、

同
法

第
条

の
２

の
の

届
出

、
同

法
第

条
の

２
の

の
承

認
、
同

法
第

条
の

２
の

の
認

証
、
同

法
第

条
の

の
承

認
又

は

同
法

第
条

の
の

承
認

が
な

さ
れ

た
も

の
、

当
該

承
認

又
は

認
証

申
請

中
の

も
の

、
若

し

く
は

同
法

第
条

の
６

の
登

録
又

は
同

法
第

条
の

８
の

登
録

を
受

け
た

も
の

ロ
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

施
行

規
則

第
条

、
第

条
の

２
及

び
第

条
の

３
の

規
定

に
基

づ
き

厚
生

労
働

大
臣

に
届

出
を

行
い

、
確

認
を

受
け

た
も

の

ハ
製

造
販

売
業

者
又

は
製

造
業

者
が

、
先

に
輸

入
し

た
外

国
製

造
製

品
を

修
理

等
の

目
的

で
外

国
に

輸
出

し
、

再
輸

入
す

る
も

の
又

は
先

に
輸

出
し

た
自

社
製

品
が

品
質

不
良

等
の

理
由

に
よ

り
輸

出
先

か
ら

返
送

さ
れ

て
く

る
も

の

ニ
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

第
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

治
験

計
画

届
書

が
提

出
さ

れ

て
い

る
も

の

ホ
医

師
又

は
歯

科
医

師
が

主
体

と
な

っ
て

実
施

す
る

臨
床

試
験

に
使

用
す

る
た

め
に

自
ら

輸
入

す
る

も
の

で
あ

っ
て

、
又

は
臨

床
試

験
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
に

臨
床

試
験

情
報

が
登

録
さ

れ
て

い
る

も
の

ヘ
薬

品
包

装
機

械
等

の
試

験
の

た
め

に
使

用
す

る
医

薬
品

等
の

サ
ン

プ
ル

ト
医

薬
部

外
品

の
製

造
販

売
業

者
又

は
製

造
業

者
が

、
社

内
見

本
用

と
し

て
輸

入
す

る
医

薬
部

外
品

で
あ

っ
て

、
通

関
取

扱
要

領
第

２
の

１
こ

の
ほ

か
の

事
例

ニ
ﾛ

で
定

め
る

数
量

の
範

囲
内

の
も

の

チ
化

粧
品

の
製

造
販

売
業

者
又

は
製

造
業

者
が

、
社

内
見

本
用

と
し

て
輸

入
す

る
化

粧
品

で
あ

っ
て

、
通

関
取

扱
要

領
第

２
の

１
こ

の
ほ

か
の

事
例

ホ
ﾛ

で
定

め
る

数
量

の
範

囲
内

の
も

の
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リ
承

認
不

要
医

薬
品

ヌ
自

動
車

に
搭

載
さ

れ
た

救
急

セ
ッ

ト
内

の
医

薬
品

等
自

動
車

１
台

に
つ

き
１

セ
ッ

ト

ル
航

空
機

に
搭

載
さ

れ
た

、
又

は
搭

載
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
救

急
セ

ッ
ト

内
の

医
薬

品
等

ヲ
｢
数

量
に

関
わ

ら
ず

厚
生

労
働

省
の

確
認

を
必

要
と

す
る

も
の

｣
及

び
「

海
外

か
ら

の
入

国
者

が
国

内
滞

在
中

の
自

己
の

治
療

の
た

め
に

携
帯

し
て

個
人

輸
入

す
る

場
合

を
除

き
、

数
量

に
関

わ
ら

ず
厚

生
労

働
省

の
確

認
を

必
要

と
す

る
医

薬
品

等
」

に
該

当
し

な
い

医
薬

品
等

又
は

「
海

外
か

ら
の

入
国

者
が

国
内

滞
在

中
の

自
己

の
治

療
の

た
め

に
携

帯
し

て
個

人
輸

入
す

る
場

合
を

除
き

、
数

量
に

関
わ

ら
ず

厚
生

労
働

省
の

確
認

を
必

要
と

す
る

医
薬

品
等

」
に

該
当

し
、
か

つ
、

海
外

か
ら

の
入

国
者

が
国

内
滞

在
中

の
自

己
の

治
療

の
た

め
に

携
帯

し
て

個
人

輸
入

す
る

医
薬

品
等

で
あ

っ
て

、
輸

入
者

自
身

が
個

人
的

に
使

用
す

る
こ

と
が

明
ら

か
な

数
量

通
関

取
扱

要
領

第
２

の
１

こ
の

ほ
か

の
事

例
ヌ

で
定

め
る

数
量

の
範

囲
内

の
も

の

ワ
登

録
済

み
の

毒
劇

物

カ
輸

入
業

者
が

、
先

に
輸

入
し

た
毒

劇
物

を
品

質
不

良
等

の
理

由
に

よ
り

外
国

に
返

品
し

、
再

輸
入

す
る

も
の

又
は

先
に

輸
出

し
た

毒
劇

物
が

品
質

不
良

等
の

理
由

に
よ

り
輸

出
先

か
ら

返
送

さ
れ

て
く

る
も

の
で

あ
っ

て
、

輸
入

業
者

が
登

録
し

て
い

る
製

造
所

営
業

所
又

は
店

舗
に

送

付
さ

れ
て

き
た

も
の

臨
床

試
験

に
使

用
す

る
目

的
で

医
薬

品
等

を
輸

入
す

る
場

合
、

輸
入

数
量

は
そ

の
臨

床
試

験
に

必
要

な
範

囲
の

量
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

。

税
関

か
ら

照
会

さ
れ

た
も

の
に

つ
い

て
は

、
地

方
厚

生
局

薬
事

監
視

専
門

官
自

ら
が

確
認

を
行

い
処

理
す

る
こ

と
。

な
お

、
必

要
が

あ
る

場
合

に
は

、
厚

生
労

働
省

医
薬

･
生

活
衛

生
局

監
視

指
導
・
麻

薬
対

策
課

長

に
通

報
し

、
そ

の
指

示
を

受
け

る
こ

と
。

医
療

機
器

製
造

販
売

業
者

が
臨

床
試

験
又

は
試

験
研

究
等

に
使

用
す

る
目

的
の

医
療

機
器

を
６

か
月

以
内

に
３

台
ま

で
を

分
割

し
て

輸
入

す
る

場
合

で
、
初

回
の

仕
入

書
等

に
２

回
目

以
降

の
も

の
が

記
載

さ
れ

て
い

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
初

回
の

輸
入

報
告

書
別

紙
第

１
号

様
式

提
出

時
に

２
回

目
以

降
の

輸
入

報
告

書
も

同
時

に
提

出
で

き
る

こ
と

。

６
イ

ﾘ
及

び
６

イ
ﾍ

の
場

合
に

お
け

る
確

認
に

あ
た

っ
て

の
留

意
事

項
に

つ
い

て
は

、

個
別

に
、
厚

生
労

働
省

医
薬

･
生

活
衛

生
局

監
視

指
導
・
麻

薬
対

策
課

長
か

ら
担

当
厚

生
局

長
あ

て

に
通

知
す

る
の

で
、
輸

入
者

か
ら

照
会

が
あ

っ
た

場
合

は
、
厚

生
労

働
省

医
薬

･
生

活
衛

生
局

監
視

指
導

･
麻

薬
対

策
課

に
相

談
さ

せ
る

こ
と

。

８
地

方
厚

生
局

薬
事

監
視

専
門

官
の

そ
の

他
の

業
務

書
類

確
認

終
了

後
、

必
要

に
応

じ
、

医
薬

品
医

療
機

器
等

法
第

条
又

は
毒

劇
法

第
条

の

規
定

に
よ

り
、
蔵

置
場

所
に

立
入

り
、
当

該
物

件
の

検
査

を
行

い
、
不

良
の

疑
い

が
あ

る
場

合
は

、

試
験

の
た

め
必

要
量

を
収

去
し

、
試

験
に

付
す

こ
と

。

麻
薬

及
び

向
精

神
薬

取
締

法
、

あ
へ

ん
法

、
大

麻
取

締
法

及
び

覚
せ

い
剤

取
締

法
に

抵
触

す
る

疑
い

が
あ

る
輸

入
品

を
発

見
し

た
場

合
に

は
、

当
該

地
区

を
管

轄
す

る
地

方
厚

生
局

麻
薬

取
締

部

及
び

税
関

に
連

絡
す

る
こ

と
。

各
地

方
厚

生
局

は
取

り
扱

っ
た

医
薬

品
等

及
び

毒
劇

物
に

つ
い

て
、

別
紙

報
告

様
式

１
及

び
２

に
よ

る
月

報
及

び
年

報
を

厚
生

労
働

省
医

薬
･
生

活
衛

生
局

監
視

指
導

･
麻

薬
対

策
課

長
あ

て
提

出

す
る

こ
と

月
報

は
翌

月
日

ま
で

に
、

年
報

は
翌

年
度

４
月

末
ま

で
に

提
出

す
る

こ
と

。

９
執

務
上

の
注

意

地
方

厚
生

局
薬

事
監

視
専

門
官

は
、

医
薬

品
等

輸
入

監
視

の
重

要
性

に
鑑

み
、

厳
正

で
、

か
つ

公
平

に
業

務
を

行
う

こ
と

。

業
務

の
円

滑
な

遂
行

を
期

す
る

た
め

、
常

に
税

関
、

都
道

府
県

そ
の

他
関

係
機

関
と

密
接

な
連

絡
を

保
つ

こ
と

。

確
認

業
務

、
検

査
業

務
等

事
務

処
理

は
迅

速
に

行
い

、
理

由
な

く
遅

延
す

る
こ

と
の

な
い

よ
う

心
掛

け
る

こ
と

。
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〔
別

紙
第

１
号

様
式

〕

※
輸

入
報

告
書

平
成

年
月

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

輸
入

者
受

取
人

氏
名

法
人

に
あ

っ
て

は
名

称
及

び
代
表

者
の

氏
名

○印
住

所
法

人
に

あ
っ

て
は

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

営
業

所
等

貨
物

の
送

付
先

の
名

称

同
所

在
地

担
当

者
名

電
話

Ｅ
メ

ー
ル

注
１
．

※
欄

に
は

､
医
薬

品
､医

薬
部
外

品
､
化
粧

品
､医

療
機

器
､
体
外

診
断
用

医
薬

品
､
再
生

医
療

等
製

品
､毒

物
､劇

物
の

別
を

記
入

す
る

こ
と

。

２
．

こ
の

様
式

の
大

き
さ

は
日

本
工

業
規

格
Ａ
４

と
す

る
こ

と
。

品
名

数
量

業
許

可
等

の
有

無

□
※

製
造

販
売

業

□
※

製
造

業

□
毒

劇
物

輸
入

業

輸
入

の
目

的

①
治

験
企

業
用

、
②

臨
床

試
験

医
師

用
、

③
試

験
研

究
･
社

内
見

本
用

、
④

展
示

用
、

⑤
個

人
用

、
⑥

医
療

従
事

者
個

人
用

、
⑦

再
輸

入
品

･
返

送
品

用
、

⑧
自

家
消

費
用

、

⑨
そ

の
他

誓
約

事
項

□
上

記
輸

入
の

目
的

の
た

め
に

使
用

す
る

も
の

で
、

他
に
販

売
、

貸
与

又
は

授
与

す
る

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

□
個

人
用

又
は

医
療

従
事

者
個

人
用

の
場

合
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
｢
個

人
輸

入
に

お
い

て
注

意
す

べ
き

医

薬
品

等
に

つ
い

て
｣
を

輸
入

前
に

確
認

し
、

輸
入

後
も

随
時

確
認

し
ま

す
。

□
試

験
研

究
･
社

内
見

本
用

の
場

合
人

又
は

人
の

診
断

の
目

的
に

は
使

用
し

ま
せ

ん
。

製
造

業
者

名
及

び
国

名

輸
入

年
月

日
Ａ

Ｗ
Ｂ
､
Ｂ

Ｌ
等

の
番
号

到
着

空
港

､
到
着

港
又

は
蔵

置
場

所

備 考

再
輸

入
品

･
返

送
品

用
の

場
合

再
輸

入
･
返

送
に

至
っ

た
理

由
及

び
今

後
の

措
置

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。

厚 生 労 働 省 確 認 欄

特
記

事
項

厚
生

労
働

省
○

○
○

厚
生

局

薬
事

監
視

専
門

官

毒
物

劇
物

監
視

員
○印

記
載

上
の

注
意

①
日

付
・
厚

生
労

働
省

地
方

厚
生

局
へ

提
出

す
る

年
月

日
を

記
入

す
る

こ
と

。
郵

送
等

に
よ

り

提
出

す
る

場
合

に
は

、
送

付
日

を
記

載
す

る
こ

と
。

②
輸

入
者

氏
名

･
住

所
・
法

人
に

あ
っ

て
は

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

並
び

に
本

社
所

在
地

を
記

入
し

、
代

表

者
印

を
押

印
す

る
こ

と
。

住
所

は
都

道
府

県
名

か
ら

記
入

す
る

こ
と

。

③
営

業
所

等
の

名
称

･
所

在

地

・
医

薬
品

等
又

は
毒

劇
物

が
送

付
さ

れ
て

き
た

所
の

名
称

及
び

所
在

地
を

記
入

す
る

こ

と
。

④
担

当
者

名
､
電

話
及

び

Ｅ
メ

ー
ル

・
輸

入
報

告
書

作
成

責
任

者
の

氏
名

及
び

電
話

番
号

を
記

入
す

る
こ

と
。
Ｅ

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
に

つ
い

て
、
臨

床
試

験
医

師
用

、
個

人
用

及
び

医
療

従
事

者
個

人
用

の
場

合

は
必

ず
記

入
す

る
こ

と
Ｅ

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
を

有
し

て
い

な
い

場
合

を
除

く
。
そ

れ

以
外

の
場

合
は

、
で

き
る

限
り

記
入

す
る

こ
と

。

⑤
品

名
及

び
数

量
・

仕
入

書
に

記
載

さ
れ

て
い

る
名

称
及

び
数

量
を

記
入

し
、

書
き

き
れ

な

い
場

合
は

こ
れ

ら
の

欄
に

｢
別

紙
の

と
お

り
｣
と

記
載

し
、

別
紙

を
添

付
す

る
こ

と
。

⑥
業

許
可

等
の

有
無

・
医

薬
品

等
製

造
販

売
製

造
業

許
可

、
登

録
又

は
毒

劇
物

輸
入

業
登

録
を

受
け

た
者

は
、

□
内

に
チ

ェ
ッ

ク
す

る
こ

と
。

⑦
輸

入
の

目
的

・
該

当
す

る
目

的
①

～
⑨

の
い

ず
れ

か
１

つ
に

○
印

を
付

し
、
｢
⑨

そ
の

他
｣
の

場
合

に
は

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

。
｢
再

輸
入

品
・
返

送
品

用
｣
の

場
合

は
、
備

考
欄

に
再

輸
入

又
は

返
送

に
至

っ
た

理
由

及
び

今
後

の
措

置
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

⑧
誓

約
事

項
・

チ
ェ

ッ
ク

項
目

を
確

認
の

上
、

□
内

に
チ

ェ
ッ

ク
す

る
こ

と
。

※
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
｢
個

人
輸

入
に

お
い

て
注

意
す

べ
き

医
薬

品
等

に
つ

い
て

｣
に

は
、

海
外

製
医

薬
品

の
副

作
用

や
偽

造
医

薬
品

な
ど

の
情

報
が

掲
載

さ
れ

て
い

る
。

⑨
製

造
業

者
名

及
び

国
名

・
当

該
品

を
製

造
し

た
製

造
業

者
名

及
び

そ
の

国
名

を
記

入
す

る
こ

と
。

例
：

厚
生

薬
品

株
式

会
社

日
本

⑩
輸

入
年

月
日

・
日

本
に

陸
揚

げ
さ

れ
、

蔵
置

さ
れ

た
年

月
日

を
記

入
す

る
こ

と
た

だ
し

、
手

荷
物

の
場

合
は

到
着

年
月

日
、

郵
便

物
の

場
合

は
税

関
か

ら
届

い
た

｢
外

国
か

ら
到

着
し

た

郵
便

物
の

税
関

手
続

の
お

知
ら

せ
｣

以
下

｢
到

着
通

知
は

が
き

｣
と

い
う

。
の

通
知

年

月
日

、
未

到
着

の
場

合
は

到
着

予
定

日
を

記
入

す
る

こ
と

。

⑪
Ａ

Ｗ
Ｂ

､
Ｂ

Ｌ
等

の

番
号

・
Ａ

Ｗ
Ｂ

又
は

Ｂ
Ｌ

の
番

号
、
到

着
通

知
は

が
き

の
通

知
番

号
、
便

名
等

を
記

入
す

る
こ

と
。

⑫
到

着
空

港
､
到

着
港

又
は

蔵
置

場
所

・
当

該
品

が
到

着
し

た
空

港
若

し
く

は
港

又
は

保
税

蔵
置

さ
れ

て
い

る
場

所
の

名
称

を

記
入

す
る

こ
と

。

例
：

成
田

国
際

空
港

、
関

西
国

際
空

港
、

東
京

税
関

東
京

外
郵

出
張

所
な

ど

⑬
そ

の
他

１
．

こ
の

報
告

書
は

必
ず

、
正

副
２

通
作

成
す

る
こ

と
。

２
．

捨
印

は
不

要
。

３
．

誤
っ

て
記

入
し

た
場

合
は

＝
線

を
引

き
、

そ
の

上
段

に
正

し
く

記
入

す
る

こ
と

。

修
正

液
で

の
修

正
は

不
可

。

訂
正

印
は

不
要

。
薬

事
監

視
専

門
官

に
訂

正
印

を
受

け
る

こ
と

。

４
．

別
紙

等
を

添
付

す
る

場
合

、
そ

の
大

き
さ

は
日

本
工

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
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〔
別

紙
第

２
号

様
式

〕

臨
床

試
験

計
画

書

注
１

．
こ

の
用

紙
は

承
認

等
を

受
け

て
い
な

い
医

薬
品

等
を

臨
床

試
験

用
の

目
的
で

輸
入

す
る

場
合

に
提

出
す

る
こ

と
。

２
．

こ
の

様
式

の
大

き
さ

は
日

本
工

業
規

格
Ａ
４

と
す

る
こ

と
。

臨
床

試
験

依
頼

者
名

及
び

所
在

地
○印

臨
床

試
験

用
医

薬
品

等

名
称

商
品

名

化
学

名
，

一
般

的
名

称
又

は
本

質
等

規
格

用
途

効
能

又
は

効
果

臨
床

試
験

研
究

要
旨

実
施

期
間

実
施

予
定

機
関

の
名

称

及
び

同
所

在
地

診
療

科
名

主
任

者
氏

名
交
付

数
量

備
考

記
載

上
の

注
意

①
臨

床
試

験
依

頼
者

名

及
び

所
在

地

・
法

人
の

場
合

は
、
法

人
の

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

並
び

に
本

社
所

在
地

を
記

入

し
、
代

表
者

印
を

押
印

す
る

こ
と

。
医

師
又

は
歯

科
医

師
の

場
合

は
、
氏

名
、
所

属

機
関

の
名

称
及

び
所

在
地

を
記

入
し

、
捺

印
す

る
こ

と
多

施
設

共
同

試
験

の
場

合

は
、
代

表
者

輸
入

者
の

氏
名

、
所

属
機

関
の

名
称

及
び

所
在

地
を

記
入

し
、
捺

印

す
る

こ
と

。

②
商

品
名

・
に

記
載

さ
れ

て
い

る
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。

③
化

学
名

、
一

般
的

名
称

又
は

本
質

等

・
一

般
的

名
称

を
記

入
す

る
こ

と
。

④
規

格
・
医

薬
品

の
剤

形
、
医

療
機

器
若

し
く

は
体

外
診

断
用

医
薬

品
の

原
理

及
び

構
造

の

概
略

又
は

再
生

医
療

等
製

品
の

特
性

等
を

記
入

す
る

こ
と

。

⑤
用

途
・

当
該

品
の

使
用

目
的

、
効

能
・

効
果

等
を

記
入

す
る

こ
と

。

⑥
臨

床
試

験
研

究
要

旨
・

臨
床

試
験

の
目

的
を

記
入

す
る

こ
と

。

例
え

ば
｢
有

効
性

及
び

安
全

性
を

確
認

す
る

た
め

の
臨

床
試

験
｣
な

ど
。

⑦
実

施
期

間
・

臨
床

試
験

を
実

施
す

る
期

間
を

記
入

す
る

こ
と

。

⑧
実

施
予

定
機

関
の

名
称

及
び

所
在

地

・
臨

床
試

験
実

施
予

定
機

関
名

病
院

名
及

び
所

在
地

を
記

入
す

る
こ

と
複

数
記

載
可

。

⑨
診

療
科

名
・

臨
床

試
験

を
実

施
す

る
診

療
科

名
を

記
入

す
る

こ
と

。

⑩
主

任
者

氏
名

・
臨

床
試

験
を

実
施

す
る

担
当

医
師

名
を

記
入

す
る

こ
と

。

⑪
交

付
数

量
・

臨
床

試
験

実
施

機
関

に
交

付
す

る
数

量
を

記
入

す
る

こ
と

。

⑫
そ

の
他

・
訂

正
箇

所
に

は
、

臨
床

試
験

依
頼

者
の

訂
正

印
を

押
印

す
る

こ
と

。
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〔
別

紙
第

３
号

様
式

〕

試
験

研
究

計
画

書

注
１

．
こ

の
用

紙
は

承
認

等
を

受
け

て
い
な

い
医

薬
品

等
又

は
毒

劇
物

を
試

験
研
究

・
社

内
見

本
用

の
目

的
で

輸
入

す
る
場

合
に

提
出

す
る

こ
と

。

２
．

こ
の

様
式

の
大

き
さ

は
日

本
工

業
規

格
Ａ
４

と
す

る
こ

と
。

試
験

依
頼

者
名

及
び

所
在

地

○印

○印

試
験

研
究

場
所

名
称

所
在

地

主
任

者
氏

名

品
名

等

商
品

名

化
学

名
，

一
般

的
名

称
又

は
本

質
等

用
途

効
能

又
は

効
果

試
験

研
究

要
旨

備
考

記
載

上
の

注
意

①
試

験
依

頼
者

名
及

び

所
在

地

・
法

人
の

場
合

は
、
法

人
の

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

並
び

に
本

社
所

在
地

を
記

入

し
、

代
表

者
印

を
押

印
す

る
こ

と
。

・
医

師
、
大

学
・
試

験
研

究
機

関
の

研
究

者
等

の
場

合
は

、
氏

名
、
所

属
機

関
の

名

称
及

び
所

在
地

を
記

入
し

、
捺

印
す

る
こ

と
。

②
試

験
研

究
場

所

名
称

・
所

在
地

・
当

該
品

の
試

験
研

究
を

行
う

場
所

の
名

称
・

所
在

地
を

記
入

す
る

こ
と

。

原
則

と
し

て
、

試
験

研
究

場
所

は
自

社
又

は
公

的
機

関
で

あ
る

。

外
部

委
託

す
る

場
合

に
は

、
委

託
先

と
の

委
受

託
関

係
が

わ
か

る
資

料
を

添
付

す
る

こ
と

。

③
主

任
者

氏
名

・
当

該
品

を
実

際
に

試
験

研
究

す
る

主
任

担
当

者
の

氏
名

及
び

役
職

を
記

入
す

る
こ

と
。

④
商

品
名

・
に

記
載

さ
れ

て
い

る
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。

⑤
化

学
名

，
一

般
的

名
称

又
は

本
質

等

・
一

般
的

名
称

を
記

入
す

る
こ

と
。

⑥
用

途
・

当
該

品
の

使
用

目
的

、
効

能
・

効
果

等
を

記
入

す
る

こ
と

。

⑦
試

験
研

究
要

旨
・

で
き

る
限

り
詳

細
に

試
験

研
究

内
容

を
記

入
す

る
こ

と
｢
薬

理
試

験
｣
等

の
試

験

の
種

類
、

試
験

項
目

及
び

検
体

使
用

数
量

の
内

訳
も

記
入

す
る

こ
と

。

⑧
備

考
・

今
後

の
方

針
等

、
参

考
と

な
る

事
項

が
あ

れ
ば

記
入

す
る

こ
と

。

⑨
そ

の
他

１
．

訂
正

箇
所

に
は

、
試

験
依

頼
者

の
訂

正
印

を
押

印
す

る
こ

と
。

２
．
試

験
研

究
場

所
が

複
数

あ
る

場
合

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

試
験

研
究

計
画

書
を

作

成
す

る
こ

と
。
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〔
別

紙
第

４
号

様
式

〕

商
品

説
明

書

個
人

・
医

療
従

事
者

用
医

薬
品

商
品

名

化
学

名
、

一
般

的

名
称

又
は

本
質

①
ヒ

ア
ル

ロ
ン

酸
、
②
ボ

ツ
リ
ヌ

ス
毒

素
、
③
ア

ス
コ

ル
ビ
ン

酸
、
④
歯

牙
漂
白

剤
、
⑤

ミ
ノ

キ
シ

ジ
ル
、
⑥

ベ
バ

シ
ズ

マ
ブ

、
⑦
サ

リ
ド

マ
イ

ド
、
⑧

不
活

化
ポ

リ
オ

ワ
ク

チ
ン

、
⑨

リ
ド

カ
イ
ン

、
⑩

メ
ラ

ト
ニ

ン
、

⑪
ヨ
ウ

化
カ

リ
ウ

ム
、

⑫
オ

セ
ル

タ
ミ

ビ
ル

リ
ン

酸
塩

、
⑬
シ

ル
デ

ナ
フ

ィ
ル

、
⑭
漢

方
、

⑮
そ

の
他

用
途

①
ガ

ン
治

療
、

②
強

壮
剤

・
薬

、
③

う
つ

・
気

分
障

害
・

不
眠

治
療

、

④
栄

養
補

充
、

⑤
美

容
、

⑥
痩
身

効
果

、
⑦

避
妊

、
⑧

ア
レ
ル

ギ
ー

治
療

、

⑨
育

毛
、

⑩
ワ

ク
チ

ン
、

⑪
皮
膚

麻
酔

、
⑫

眼
科

治
療

、
⑬
歯

科
治

療
、

⑭
特

定
疾

病
※
治

療
、

⑮
震

災
関

連
、

⑯
動

物
の

治
療

、

⑰
そ

の
他

※
特

定
疾

病
：

介
護

保
険

法
施

行
令

第
２

条
に

規
定

す
る

疾
病

ガ
ン

を
除

く
。

具
体

的
な

用
途

効
能

又
は

効
果

規
格

注
１

．
こ

の
用

紙
は

承
認

等
を

受
け

て
い
な

い
医

薬
品

を
個

人
用

又
は

医
療

従
事
者

個
人

用
の

目
的

で
輸

入
す

る
場

合
に
提

出
す

る
こ

と
。

２
．

こ
の

様
式

の
大

き
さ

は
日

本
工

業
規

格
Ａ
４

と
す

る
こ

と
。

記
載

上
の

注
意

①
商

品
名

・
に

記
載

さ
れ

て
い

る
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。

②
化

学
名

，
一

般
的

名
称

又
は

本
質

・
①

か
ら

⑮
の

い
ず

れ
か

１
つ

該
当

す
る

も
の

に
○

印
を

付
し

、
｢
⑮

そ
の

他
｣
の

場
合

は
一

般
的

名
称

を
記

入
す

る
こ

と
。

③
用

途
・

①
か

ら
⑰

の
い

ず
れ

か
１

つ
該

当
す

る
も

の
に

○
印

を
付

し
、

｢
⑰

そ
の

他
｣
の

場
合

は
用

途
を

２
０

文
字

以
内

で
簡

潔
に

記
入

す
る

こ
と

。

④
具

体
的

な
用

途
・
当

該
品

を
輸

入
者

が
何

の
た

め
に

使
用

す
る

の
か

を
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
。

・
当

該
品

の
一

般
的

な
効

能
・

効
果

も
記

載
す

る
こ

と
。

⑤
規

格
・
当

該
品

の
剤

形
等

を
記

載
す

る
こ

と
。

例
：
｢

カ
プ

セ
ル

、
カ

プ

セ
ル

箱
｣
、

｢
タ

ブ
レ

ッ
ト

、
タ

ブ
レ

ッ
ト

ボ
ト

ル
｣

⑥
そ

の
他

・
商

品
ご

と
に

商
品

説
明

書
を

作
成

す
る

こ
と

。

・
捨

印
は

不
要

。
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〔
別

紙
第

５
号

様
式

〕

商
品

説
明

書

個
人

・
医

療
従

事
者

用
医

薬
品
以

外

商
品

名

化
学

名
、

一
般

的

名
称

又
は

本
質

用
途

効
能

・
効

果

規
格

注
１

．
こ

の
用
紙

は
承

認
等
を

受
け

て
い

な
い

医
薬
品

等
を

試
験
研

究
・

社
内

見
本

用
，

展
示

用
，

個
人
用

医
薬

品
を

除
く

。
，
医

療
従

事

者
個

人
用

医
薬
品

を
除

く
。

，
自

家
消

費
用
等

の
目

的
で

輸
入

す
る

場
合

，
及

び
毒
劇

物
を

試
験

研
究

・
社

内
見

本
用

，
個
人

用
，

医
療

従
事

者
個

人
用

，
自

家
消

費
用

等
の

目
的
で

輸
入

す
る

場
合

に
提

出
す

る
こ

と
。

２
．

こ
の

様
式

の
大

き
さ

は
日

本
工

業
規

格
Ａ
４

と
す

る
こ

と
。

記
載

上
の

注
意

①
商

品
名

・
に

記
載

さ
れ

て
い

る
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。

②
化

学
名

､
一

般
的

名
称

又
は

本
質

・
一

般
的

名
称

を
記

入
す

る
こ

と
。

③
用

途
・
当

該
品

を
輸

入
者

が
何

の
た

め
に

使
用

す
る

の
か

を
具

体
的

に
記

入
す

る
こ

と
。

・
当

該
品

の
使

用
目

的
、

効
能

・
効

果
等

も
記

入
す

る
こ

と
。

④
規

格
・

当
該

品
の

剤
形

等
を

記
載

す
る

こ
と

。
例

：
｢

カ
プ

セ
ル

、
カ

プ

セ
ル

箱
｣
、

｢
タ

ブ
レ

ッ
ト

、
タ

ブ
レ

ッ
ト

ボ
ト

ル
｣

・
医

療
機

器
の

場
合

は
原

理
及

び
構

造
の

概
略

等
を

記
入

す
る

こ
と

。
例

：
｢
イ

ン
プ

ラ
ン

ト
直

径
長

さ
｣

・
再

生
医

療
等

製
品

の
場

合
は

製
品

の
特

性
等

を
記

載
す

る
こ

と
。

⑤
そ

の
他

・
商

品
ご

と
に

商
品

説
明

書
を

作
成

す
る

こ
と

。

・
捨

印
は

不
要

。
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〔
別

紙
参

考
様

式
１

〕

臨
床

試
験

計
画

見
込

書

臨
床

試
験

依
頼

者
名

及
び

所
在

地
○印

臨
床

試
験

用
医

薬
品

等

名
称

商
品

名

化
学

名
，

一
般

的
名

称
又

は
本

質
等

数
量

用
途

効
能

又
は

効
果

臨
床

試
験

研
究

要
旨

実
施

期
間

注
．

こ
の

用
紙

は
承

認
等

を
受

け
て

い
な
い

医
薬

品
等

を
複

数
の

臨
床

試
験

に
使
用

す
る

目
的

で
一

括
し

て
輸

入
す

る
場
合

に
提

出
す

る
こ

と
。

．
｢
数
量

｣欄
に
は

、
輸

入
す

る
使

用
総

数
量

、
錠
、

カ
プ

セ
ル

等
を
記

載
す
る

こ
と

。

．
こ
の

様
式

の
大

き
さ

は
日

本
工

業
規

格
Ａ
４

と
す

る
こ

と
。

〔
別

紙
参

考
様

式
１

つ
づ

き
算

出
根

拠
の

記
載

例
〕

臨
床

試
験

薬
の
輸

入
数

量
の

算
出

根
拠

臨
床

試
験

薬
は

、
の

効
能

・
効

果
を

対
象

に
し

て
、

下
記

の

よ
う

な
臨

床
試

験
を

国
内

で
計

画
中

で
す

。
予

定
交

付
数

量
は

、
各

相
の

規
模

に
応

じ
て

、
１

例
あ

た
り

の
交

付
数

量
１

日
投

与
量
、

予
定

投
与

期
間

、
１

施
設
あ

た
り

の
目

標
症

例
数

、
予

定
施

設

数
、

厚
生

労
働

省
提

出
用

、
識

別
不

能
性

確
認

用
、

包
装

見
本

用
、

品
質

試
験

用
、

包
装

ロ
ス

量
、

予
備

量
を

記
載

し
ま

し
た

。

下
記
の

臨
床

試
験

及
び

臨
床

試
験

に
係

る
目

的
以

外
に

は
使

用
し

ま
せ

ん
。

つ
き
ま

し
て

は
、

本
品

の
輸

入
手

続
に

関
し

、
よ

ろ
し

く
お

取
り

計
ら

い
願

い
ま

す
。

臨
床

試
験

第
Ⅰ

相
第

Ⅱ
相

第
Ⅲ

相

含
量

予
定

投
与

期
間

日
間

ヶ
月

年

投
与

方
法

毎
食

後
経

口
毎

食
後

経
口

毎
食

後
経

口

交
付

数
量

１
例

使
用

量

１
施

設
の

目
標

症

例
数

予
定

施
設

数

厚
生

労
働

省
提

出

用 識
別

不
能

性
確

認

用 包
装

見
本

用

品
質

試
験

用

包
装

ロ
ス

量

予
備

量

計

合
計

錠
数

錠
、

錠
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〔
別

紙
参

考
様

式
２

〕

輸
入

経
過

表
例
１

交
付

先

回
数

交
付

計
画

数
量

１
回

目
２

回
目

・
・

・
・

・
・

○
○

病
院

１
０

３
２

○
○

病
院

１
０

２
３

○
○

病
院

１
０

２
３

○
○

病
院

１
０

３
３

計
４

０
１

０
１

１

年
月

日
・

薬
監

番
号

厚
生

労
働

省
確

認
印

輸
入

経
過

表
例
２

試
験

項
目

回
数

輸
入

計
画

数
量

１
回

目
２

回
目

・
・

・
・

・
・

○
○

試
験

３
０

１
０

５

○
○

試
験

１
５

１
０

○
○

試
験

１
５

５

○
○

試
験

２
０

５
５

計
８

０
３

０
１

０

年
月

日
・

薬
監

番
号

厚
生

労
働

省
確

認
印

〔
別

紙
参

考
様

式
３

〕

出
展

要
請

書

平
成

年
月

日

出
展

者
名

殿

展
示

主
催

者
名

代
表

者
名

印

展
示
会

へ
の

出
展

依
頼

貴
社

よ
り

出
展

要
請

の
あ

り
ま

し
た

下
記

１
の

医
薬

品
医
療

機
器

等
法

未
承

認
品

に
つ

い
て

は
、

当
会

で
十

分
検

討
し

た
結

果
、
当

会
の

趣
意

に
合

致
し

て
い
る

と
判

断
致

し
ま

し
た

の
で

、
下
記

２

及
び

３
を

条
件

に
標
記

展
示

会
に

出
展

を
し

て
い

た
だ

き
た

く
、

ご
依

頼
申

し
上

げ
ま

す
。

記

１
出
展

依
頼

品
目

注
１

品
名

数
量

２
出
展

場
所

及
び

期
間

出
展

場
所

：
出

展
会

場
名

出
展

期
間

：
平

成
年

月
日

～
平

成
年

月
日

３
出
展

条
件

注
２

①
未

承
認
品

で
あ

り
、

販
売

、
貸

与
、

授
与

で
き

な
い

旨
を

明
示

す
る

こ
と

。

②
予

定
さ

れ
る

販
売

名
は

標
ぼ

う
し

な
い

こ
と

。
た

だ
し

、
学

術
展

示
は

本
条

件
の

記
載

不
要

。

③
製

造
方
法

、
効

能
効

果
、
性

能
に
関

す
る

標
ぼ

う
は

精
密

か
つ

客
観

的
に

行
わ

れ
た

実
験

の
デ

ー
タ

等
の

事
実

に
基

づ
い

た
も

の
以

外
は

行
わ

な
い

こ
と

。
た

だ
し

、
デ

ザ
イ

ン

展
等

は
こ

れ
ら

を
標

ぼ
う

し
て

は
な

ら
な

い
。

④
関

連
資
料

等
の

配
布

は
原

則
と

し
て

行
わ

な
い

こ
と

。

⑤
展

示
終
了

後
は

、
販

売
、
貸

与
、
授

与
せ

ず
、
廃

棄
、
返

送
等

の
適

切
な

措
置

を
と

る
こ

と
。

注
１

出
展

依
頼

品
目
が

複
数

の
場

合
は

、
列

記
す

る
こ

と
。

注
２

出
展

条
件

は
、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

主
旨

に
そ

っ
て

展
示

会
の

種
類

に
よ

り
内

容
を

決
定

し
、

不
要

な
条

件
を

削
除

し
て

作
成

す
る

こ
と

。
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〔
別

紙
参

考
様

式
４

〕

理
由

書

平
成

年
月

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

会
社

名 住
所

代
表

取
締

役

代
表

者
印

今
般

、
当

社
宛

に
な

っ
て

い
る

下
記

の
品

目
に

つ
い

て
は

、
当

社
と

は
全

く
関

係
が

な
く

、

当
社

社
員

が
自

分
自

身
で

使
用

す
る

た
め

に
輸
入

し
た

も
の

に
相

違

あ
り

ま
せ

ん
。

記

品
名

：
個

〔
別

紙
参

考
様

式
５

〕

必
要

理
由

書

平
成

年
月

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

輸
入

者
名

印

１
．

治
療

上
必

要
な

理
由

国
内

で
市

販
さ

れ
て

い
る

医
薬
品

等
又

は
毒

劇
物

が
使

用
で

き
な

い
理

由
、
輸

入
さ
れ

る
医

薬

品
等

又
は

毒
劇

物
を

使
用

し
な

く
て

は
な

ら
な

い
理

由
及

び
輸

入
さ

れ
る

数
量

の
必

要
性

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。

２
．

医
師

の
責

任

医
師

の
責

任
の

も
と

に
使

用
さ
れ

、
一

切
の

責
任

を
医

師
が

負
う

旨
の

記
載

を
す

る
こ

と
。
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〔
別

紙
参

考
様

式
６

〕

使
用

説
明

書

平
成

年
月

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

輸
入

者
名

印

今
般

、
輸

入
報

告
書

に
よ

り
報

告
致

し
ま

し
た

商
品

は
下

記
の

と
お

り
、

自
家

消
費

致
し

ま
す

。

記

１
．

商
品

名

２
．

使
用

場
所

３
．

使
用

期
間

４
．

使
用

数
量

５
．

用
途

６
．

使
用

工
程

〔
別

紙
参

考
様

式
７

〕

転
用

願
書

平
成

年
月

日

厚
生

労
働

大
臣

殿

住
所

氏
名

印

先
般

、
目
的

で
輸

入
し

た
下

記
の

品
目

に
つ

い
て

は
、

使
用

目
的

を
用

に
変

更
し

た
い
の

で
、

届
出

を
致

し
ま

す
。

１
．

品
名

２
．

数
量

３
．

製
造

番
号

４
．

薬
監

証
明

年
月

日
平

成
年

月
日

５
．

薬
監

番
号

第
号

６
．

転
用

に
至

る
経

緯
理

由

７
．

添
付

資
料
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〔
別

紙
報

告
様

式
１

〕

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日

厚
生

労
働

省
医

薬
･生

活
衛

生
局

監
視

指
導

･麻
薬

対
策

課
長

　
様

○
○

厚
生

局
薬

事
監

視
専

門
官

標
記

に
つ

い
て

平
成

　
　

年
　

　
月

分
（
又

は
平

成
　

　
年

度
分

）
を

次
の

と
お

り
報

告
し

ま
す

。

備
考

件
数

品
目

数

薬
監

証
明

を
発

行
し

た
も

の

医
薬

品
等

及
び

毒
劇

物
輸

入
監

視
状

況
に

つ
い

て

合
　

　
　

計

医
  
薬

  
品

　
医

 薬
 部

 外
 品

化
　

粧
　

品

　
医

　
療

　
機

　
器

  
毒

  
物

　
劇

　
物

体
外

診
断

用
医

薬
品

再
生

医
療

等
製

品

平成　　年　　月分（又は平成　　年度分）（○○厚生局）　

１．薬監証明輸入目的別内訳

件数 品目数 件数 品目数 件数 品目数 件数 品目数 件数 品目数 件数 品目数 件数 品目数 件数 品目数 件数 品目数

医 薬 品

医薬部外品

化 粧 品

医療機器

体外診断用医薬品

再生医療等製品

毒物･劇物 － － － － － －

計

２．薬監証明を発行したもののうち、厚生労働省への登録を必要とする医薬品等の内訳

件数 品目数

個人用

医療従事者個人用

合計

※備考欄には品目と件数の内訳を記載すること。

３．転用願書の受理件数 ４．相談件数 ５．来訪者数（のべ）

件数 品目数

医薬品

医薬部外品

化粧品

医療機器

体外診断用医薬品

再生医療等製品

毒物・劇物

合計

合　　　計

備考

臨床試験(医師) 医療従事者個人用  再輸入・返送  自 家 消 費 個　人　用

〔別紙報告様式２〕

名      　　　　　 件

治験(企業) 試 験･見 本 展　　示
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� 平成30年12月28日
公益社団法人広島県薬剤師会会長 様
� 広 島 県 健 康 福 祉 局 薬 務 課 長
� （〒730-8511　広島市中区基町10-52）

麻薬事故への対策について（通知）

　このことについて、県内麻薬業務所における事故対策の参考とするため、平成29年に届出のあった麻薬事故に関す
る事例集を作成し、次のとおり広島県ホームページに掲載しました。
　ついては、貴会員への周知をお願いします。

【ホームページアドレス】
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/sub-mayaku/mayakuzikozirei.html

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　麻薬グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3221（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　行廣）

番号 事故の種類 事故の場面 時間帯 事故の主体 場所 事故の内容 事故の原因 対策

1 その他 交付時 日中 薬剤師 調剤室

　オキノーム散 5 mg10包を含む麻薬処方箋を応需し、患者
に交付した。その後、翌々日に当該患者が、再度オキノーム
散 5 mg を含む麻薬処方箋を持って来局した際に、前回交付
したものが期限切れ（廃棄届出済）であることが発覚した。
未使用の 8包は発覚後患者宅を訪問し、回収。

　当該薬局の業務
手順書では、原則、
調剤した薬剤師と
は、別の薬剤師が
監査することと
なっていたにも関
わらず、薬剤師一
人で調剤・監査を
行い払い出してし
まったことが原因
と考えられる。

　手順書に記載さ
れている方法を遵
守する。
　どうしても一人
で行うときは、時
間を空けて監査す
る等対策すること。

2 その他 譲渡時 日中 薬剤師 調剤室

　A薬局とB薬局は近隣の 2 薬局を含む 4 薬局で麻薬小売業
者間譲渡許可（以下「譲渡許可」という。）を取得していた。
A薬局は移転のため廃止し、すぐに新規開設を行った。
　B薬局は応需した処方箋の不足分のフェントステープ 2 
mg2枚を、移転後のA薬局より譲り受けた。
　後日譲渡許可の事務担当者であるB薬局は譲渡許可の変更
届及び追加届を薬務課に郵送で届け出た。
　薬務課から変更及び追加済みの許可書が届き、追加年月日
を確認したところ、譲り受けた日には、まだ移転後のA薬局
が追加されていないことが分かった。

　A薬局、B 薬局
ともに譲渡許可が
（移転後の）A 薬
局開局日に遡って
許可されると誤認
していたため。 

　県ホームページ
等で小売業者譲渡
許可について確認
する。
　わからないこと
がある場合は、県
薬務課又は保健所
に確認する。

3 その他 廃棄時 日中 薬剤師 調剤室

　医療機関からフェントステープ 1 mg 8 枚を含む処方箋を
FAXで受信した。管理薬剤師は、フェントステープ 1 mg の
在庫が 4 枚しかなかったため、卸に 1 箱（ 7 枚入り）発注し
た。
　フェントステープ 1 mg が届いたので、在庫 4 枚と新たに
購入した 7 枚のうちの 4 枚を使用して調製し、帳簿に払い出
しの記載をし、帳簿上残は、 3枚となった。
　患者家族が来局したが、フェントステープの規格が 1 mg
から 2 mg へ変更になっている旨の申出があったため、電
話で処方医に確認し、処方変更になり、フェントステープ 2 
mg は、在庫があったため、その場で調剤し交付した。
　フェントステープ 1 mg の元々あった 4 枚と新たに購入し
た 4枚は、同じ箱に入れて麻薬金庫に保管することとした。
　管理薬剤師も事務員Aも帳簿上の在庫数を確認せず、在庫
数は、 8枚だと思い込んでいた。
　事務員Aは、フェントステープ 3枚入りの箱を空箱と勘違
いして中身を確認せずゴミ箱に廃棄してしまった。
　 2 日後、FAX でフェントステープ 1 mg 5 枚を含む処方
箋を受信し、事務員Bが、麻薬金庫からフェントステープ 1 
mg を取り出した。事務員 Bは、在庫数が帳簿上11枚である
はずのところ、実在庫が 8 枚しかないことに気付き管理薬剤
師と確認し発覚した。

　交付していない
麻薬について、先
に帳簿に記載した
ため。
　調剤終了後の麻
薬金庫内の在庫確
認が不十分であっ
たため。
　麻薬の処方変更
の取扱いに苦慮し、
そちらに気を取ら
れ て、在 庫 数 を
誤って認識したた
め。
　麻薬の空箱の中
を確認せず廃棄を
行ったため。

　空箱を廃棄する
際は、中身がない
か確認し、箱を解
体してから捨てる。

県内麻薬事故事例抜粋（薬局　平成29年 1 月～12月）
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番号 事故の種類 事故の場面 時間帯 事故の主体 場所 事故の内容 事故の原因 対策

1 滅失 （破損）在庫確認時 日中 看護師 病棟
　病棟のナースステーションにおいて、看護師の申し送りの
際に、麻薬の在庫数の確認を行っていて、誤ってフェンタニ
ルの入った箱を床に落として 10 A 中 1 A を破損させた。
　すぐさま内容液を回収したが、一部回収できなかった。

　麻薬を扱う際の
不注意が原因と考
えられる。

　作業台の上で作
業を行い、床に落
ちない対策をとる。

2 滅失 （破損）在庫確認時 日中 薬剤師 処置室

　在庫確認のため、金庫からフェンタニルの入った箱を取り
出したところ、誤って落下させ破損させてしまい、 10 A 中 1 
A 破損させてしまった。
　速やかに回収を試みたが、箱に染み込んでいたため、回収
できなかった。

　麻薬を扱う際の
不注意が原因と考
えられる。

　金庫から出す際
に薬剤をトレイに
入れる。

3 滅失 （破損） 施用前
（準備中） 夜勤 医師 手術室

　手術室で使用するためアルチバ静注用を溶解しようとした
際、誤って床に落としてしまいバイアルが破損した。

　麻薬を扱う際の
不注意が原因と考
えられる。

　トレイの上で作
業を行う。

4 滅失 （破損） 施用時 日中 看護師 病棟

　看護師から患者にアブストラル舌下錠を手渡し、患者が開
封したところ、誤って落下させてしまった。
　看護師が探そうと屈んだ時にオーバーテーブルの車輪が動
き、落ちていた錠剤を破損させてしまった。
　できるだけ回収したが、一部回収できなかった。

　麻薬を扱う際の
不注意が原因と考
えられる。

　落下させた際に
は、落ち着いて捜
索する。

5 滅失（破損） 施用後
（返却時） 日中 薬剤師 薬剤部

　看護師から返却されたケースに使用済みの空アンプルと未
使用のアンプルが入っていたことに気が付かず廃棄ケースに
入れてしまった。
　直後に 1 A 未使用のものがあったことに気が付き回収した
が、アンプルは破損しており、一部回収できなかった。

　麻薬を扱う際の
不注意が原因と考
えられる。

　思い込みで処理
せず、その都度確
認する。

6 滅失 （流失） 施用前
（準備中） 夜勤 医師 処置室

　鎮静目的に 2 ml フェンタニル注射液を準備し、医師が 1 
ml 静注後、残りの 1 ml の入ったシリンジをすぐに追加投与
するため白衣のポケットに入れていた。
　追加投与するためシリンジを取り出したところ、薬液がこ
ぼれてシリンジの中が空になっていた。
　薬液は白衣に浸みこんだ状態で、回収できなかった。

　麻薬を扱う際の
不注意が原因と考
えられる。

　麻薬の置く位置
を定め、その都度
決めた位置に戻す。

7 滅失 （流失） 施用前
（準備中） 夜勤 看護師 病棟

　モルヒネ塩酸塩注を輸液に混注するため、シリンジに薬液
を吸ったが、中の空気を抜く際に誤って数滴調剤台にこぼし
てしまった。
　回収できなかったためペーパータオルで拭き取った。

　麻薬を扱う際の
不注意が原因と考
えられる。

　トレイの上で作
業を行う。8 滅失 （流失） 施用前

（準備中） 日中 看護師 病棟

　モルヒネ塩酸塩注を点滴ルートに満たすため、シリンジか
ら押し出していたが、ルート内の薬液の位置を見失ったため、
押し出しすぎて流出してしまった。
　速やかに回収しようとしたが、漏れた薬液は、回収できな
かった。

　麻薬を扱う際の
不注意が原因と考
えられる。

9 滅失 （流失） 施用時 日中 医師 手術室
　麻酔科医がアルチバを生食で溶解し、液をシリンジで吸っ
ていたところ、シリンジの内筒が外れ、薬液を床にこぼして
しまった。
　ペーパータオルで拭き取った。

　麻薬を扱う際の
不注意が原因と考
えられる。

10 滅失 （流失） 施用時 日中 看護師 病棟

　入院患者の手術後、持続麻薬注入開始。翌日6:40病棟看護
師が巡回中に持続麻薬注入の漏れがないことを確認。
　同日9:00病棟看護師が、麻酔科医の中止指示を受けて、持
続麻薬注入の点滴ルートを確認したところ、接続部が外れて
おり、薬液が漏れているのを発見。
　8:00にベットのギャッジアップを行っており、このとき点
滴ルートの接続部が外れ、約 1時間漏れたと考えられる。

　接続部はロック式	
であったが、ロック
が不十分であった
ことが考えられる。

　接合部の確認を
定期的に行う。

11 滅失 （流失） 調剤時 不明 薬剤師 調剤室

　モルヒネ塩酸塩末 2 mg を10回分の処方があり、200倍散で
払い出した。
　麻薬を分包する際は、機械が誤作動する可能性があること
から、自動分包機は使わず、薬剤師の手で接着していた。
　不要になり返品になったもののうち、一包の接着が少しは
がれており、流出していた。
　漏れたものについては、回収できなかった。

　分包紙の接着後
の確認不足が原因
である。

　接着後の確認を
徹底する。

12 所在不明 移動時 夜勤 看護師 病棟

　病棟の患者への麻薬貼付を担当していた看護師Aが当該病
棟の麻薬金庫から、患者Bに貼付する予定のフェントステー
プ 1 mg 1 枚とフェントステープ 4 mg 1 枚を取り出し、 2
枚重ねてバインダーに挟んで持ち出した。
　その後、看護師Aは、当該麻薬を貼付予定の患者Bの病室
に行く前に別の患者 2 名の看護補助を行い、患者Bの病室に
入り、当該麻薬を貼付しようとした際にフェントステープ 1 
mg 1 枚が無いことに気が付いた。
　すぐさま紛失した麻薬について、ナースステーションや病
室、廊下などを隈なく探したが見つからなかった。

　看護師Aの麻薬
の取扱いが慎重で
なく、金庫から取
り出した後にバイ
ンダーに挟んで病
室を回っている際
に落下してしまい
所在不明となった
可能性が高い。

　麻薬専用の袋に
入れる。

13 所在不明 在庫確認時 日中 薬剤師 薬剤科

　処置室にペチジン塩酸塩注射液を仮払いしており、処置室
の看護師Aが施用残のシリンジ 8 本（ペチジン塩酸塩 0.5 
ml入り）・空アンプル・未使用のアンプル14本・注射処方箋・
内視鏡室の麻薬管理簿を持って薬剤科へ返却に来た。薬剤師
Bが対応し、まず当日仮払い分のペチジン塩酸塩注射液20本
を払い出した。次に看護師Aと共に返却された施用残のシリ
ンジ及び空アンプルを処方箋及び処置室の麻薬管理簿と照ら
し合わせ確認を行い、この時点では差異はなかった。その後、
看護師Aに渡す別の薬剤を取りに一時その場を離れた。看護
師Aが処置室に戻るため薬剤科を出たが、処置室の麻薬管理
帳簿を薬剤科に置き忘れていることに薬剤師Bが気づき、看
護師Aを追った。薬剤科を出たところで看護師Aに追いつき
麻薬帳簿を手渡した。
　薬剤師Bが未使用の14アンプルを麻薬金庫に戻した。残液
廃棄の準備のため、薬剤師Bがシリンジと処方箋を確認して
いた際、シリンジ 8 本中の 1 本が不足しているのを発見。残
液のシリンジは看護師Aが薬剤科に持参してから、廃棄準備
までの間、麻薬金庫横の机の上に放置されている状態だった。

　麻薬を麻薬金庫
に入れず放置して
いたことが原因で
ある。

　麻薬は、その都
度、麻薬金庫に保
管する。

県内麻薬事故事例抜粋（病院・診療所　平成29年 １ 月～ 12月）



67広島県薬剤師会誌　2019 Vol.44 No.2

番号 事故の種類 事故の場面 時間帯 事故の主体 場所 事故の内容 事故の原因 対策

14 所在不明 調剤時 日中 薬剤師 調剤室

　薬剤師Aがタペンタ錠の在庫101錠から20錠払い出し、在
庫が81錠（未開封40錠入り 2 箱と 1 錠入り 1 箱）であること
を確認した。
　同日11時頃、薬剤師Bがタペンタ錠を未開封40錠入り 2 箱
を開封し、56錠取り出し24錠を箱に戻したため、帳簿上は在
庫が25錠となるが、在庫数は確認していない（ 1 錠入りの箱
に24錠を戻したか不明であり、 2箱破棄している）。
　同日16時頃管理薬剤師がタペンタ錠を40錠購入し、帳簿上
は在庫65錠となるが、在庫数量は確認していない。後日タペ
ンタ錠を払い出すため、在庫数を数えたところ、65錠あるは
ずが、64錠しかなかったため、事故が発覚した。
　入院調剤による払い出しを確認したが、調剤ミス等は確認
されなかった。

　薬剤師 Bが払い
出しを行った際、
誤って 1 錠入りの
箱を破棄した可能
性が高い。

　空箱を廃棄する
際は、中を確認し、
つぶしてから捨て
る。

15 所在不明 廃棄時 日中 薬剤師 調剤室

　麻薬管理者は、手術室の定数保管分の補充のため、フェン
タニル注 0.1 mg 18 A、アルチバ静注用 2 mg 12 V、アルチ
バ静注用 5 mg 1 V を運搬用トレイに入れ手術室に運び、手
術室看護師長と受渡し作業を行った。
　受け渡しの際、薬剤部長が手術室の麻薬管理帳簿に受入量
及び残高を記載したが、現物と帳簿の数量の確認をせず、受
け渡したものとして数量を記入した。
　当日のすべての手術が終了した後、看護師が在庫と帳簿を
突き合わせた際にアルチバ静注用 5 mg 1 V 足りないことに
気が付いた。
　麻薬管理者は、受け渡し作業の際にアルチバ静注用 5 mg 
1 V を受け渡した記憶がなく、手術室看護師長は、受け取っ
た記憶がないため、麻薬の受け渡しの際、アルチバ静注用 5 
mg 1 V を運搬用トレイから出し忘れ、前日の使用済みの空
アンプルを運搬用トレイに入れて薬剤部に持ち帰り、アルチ
バ静注用 5 mg 1 V を空アンプルと一緒に医療廃棄ボックス
に廃棄してしまった可能性が高いと考えられる。
　医療廃棄ボックスの中身は、当日中に院内廃棄物収集場所
に移動させていたため、廃棄物処理運搬業者により回収され
ており、回収できなかった。

　手術室の麻薬定
数保管庫の補充は、
毎日行われており、
ルーチン化してい
たため、麻薬に対
する認識が薄れ注
意が不足していた
ため。
　受渡し作業を行
う場所が狭く、補
充用の当該事故麻
薬と多数の空アン
プル及び空バイア
ルが混ざってし
まったため。
　調剤室で、空ア
ンプル及び空バイ
アルを廃棄する際
に、再度の数量確
認を行っていな
かったため。

　受け渡し作業は、
広い作業台の上で
行う。
　回収した空アン
プルを廃棄する際
に、数量確認を行
う。

16 所在不明 施用時 日中 看護師 手術室

　翌日の手術準備の際、看護師Aが本来の手順にはないが、
ケタラールを事前にオペ室に運んでおけば業務の効率化にな
ると考え、ケタラールを麻薬金庫から出した。
　手術中のケタラールの所定の位置は薬剤保管庫の上である
が、オペ室に入る前に別のスタッフから呼ばれたため、一時
的に所定の位置ではないオペ室内の救急用カートの上に置い
た。
　看護師Aは、別の作業を行ったため、救急用カートにケタ
ラールを置いたことを忘れ帰宅してしまい、ケタラールを事
前に準備したこと翌日の担当看護師に引継を行っていなかっ
た。
　翌日、看護師Bは、手術の準備のため、麻薬金庫から分割
施用中のケタラールをオペ室へ運び所定の位置に置いた。
　手術中に分割施用中のケタラールが尽きたため、看護師A
が前日にケタラールを準備していると知らない看護師Bは麻
薬金庫から新しくケタラールを取り出した。
　 2日後、看護師Cが新しいケタラールをオペ室に運ぶため、
金庫内の在庫を確認したところ、1 V 所在不明であることが
発覚した。
　手術は、器具等を大量に使用するため、手術終了時には、
容器、パッケージ等が床や机の上に散開する。
　手術後の片付け時にまとめてゴミ袋に回収するため、ケタ
ラールもこれらに紛れて回収してしまい、廃棄した可能性が
高いと考えられる。

　前日にケタラー
ルを麻薬金庫から
出したため。
　手術後の片付け
時に確認せず物品
を廃棄したため。
　麻薬の取扱いの
認識が甘かったた
め。

　職員に麻向法上
の取扱いを説明し、
遵守させる。

17 その他 施用前
（準備中） 日中 看護師 手術室

　麻酔科医が誤って別の薬剤でアルチバ 2 mg 1 V を溶解し
てしまった。使用前に看護師が気づき患者に投与されること
はなかった。
　手術室の看護師が誤調製した麻薬を薬剤科へ持参したが、
看護師がシリンジのみ持参したため、薬剤科より処方箋やバ
イアルと併せて持参するよう指示があった。しかし、手術室
に戻った看護師は、一度薬剤科に持参し、薬剤師が確認した
ため、廃棄してよいものと勘違いし看護師 4 名立会いのもと
廃棄してしまった。

　手術室の看護師
の麻薬取扱いの認
識が不足していた
ことが原因と考え
られる。

　職員に麻向法上
の取扱いを説明し、
遵守させる。

18 その他 施用時 夜勤 看護師 病棟

　看護師が患者Aに患者の名前入りの薬箱にレスキュー用の
オキノーム散 10 mg を入れて持って行ったが、前に渡してい
たものが残っていたため、渡さずに持ち帰った。
　本来の手順では、患者の服用を確認してから、麻薬を金庫
から取り出し、患者に渡すことになっていた。
　オキノーム散 2.5 mg 2 包を処方されている患者 Bから服
用の希望があったため、患者Aの麻薬を金庫に戻すことなく、
患者Bの麻薬を用意した。
　同じワゴンにオキノーム散 10 mg とオキノーム散 2.5 mg 
2 包を乗せたまま、別の患者の対応した後、患者Bの病室に
行き、誤って患者Aに処方されたオキノーム散 10 mg を患
者 Bに渡してしまった。
　本来の手順では、薬剤を患者に渡す際に患者本人の確認と
薬箱（患者の名前入り）の名前を確認するが、今回は、薬箱
の名前の確認を怠っていた。
　麻薬を金庫に戻す際に取り違いに気付き、病室に戻ったが、
すでに服用していたため、回収できなかった。

　手順書に麻薬を
患者に渡す際の流
れを患者の服用を
確認したあとに払
い出すと定めてい
たが、これに従わ
ず麻薬を持ち出し
たため。
　患者に渡さな
かった麻薬を直ち
に麻薬金庫に戻さ
なかったため。
　交付の際に患者
と薬剤の確認を十
分に行っていない
ため。

　手順書を遵守さ
せる。
　実施が難しけれ
ば、手順書を現実
に則した方法に改
定する。
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19 その他 施用時 日中 看護師 病棟

　看護師Aは、患者 Bにフェンタニル 3 日用テープ 4.2 mg
を貼付するため、一人でナースステーション内の麻薬金庫を
開けた。
　麻薬は、患者ごとに袋に入れて管理しているが、看護師A
は、患者Bの袋を開けず、袋の上から確認しただけで、中に
麻薬が入っていないと判断し、麻薬金庫にもう一つ入ってい
た実際は患者Cに処方された麻薬が入っている袋を患者Bの
袋であると思い込み、袋に記載されている氏名を確認しない
まま、フェンタニル 3日用テープ 2.1 mg を取り出した。
　患者Bに貼付したが、患者皮膚の貼付跡が、今回貼ったも
のよりも大きかったため、誤って貼付したことに気が付き、
直ちに剥がした。
　麻薬金庫内の患者Bの袋には、フェンタニル 3 日用テープ 
4.2 mg が残っていた。

　投薬の際、薬剤
名等の確認を怠っ
ていたため。
　麻薬を金庫から
出す際にダブル
チェックを行って
いなかったため。

　患者名等の確認
を確実に行う。
　麻薬に対する意
識が低下しないよ
う定期的に注意喚
起する。

20 その他 施用時 日中 看護師 病棟

　患者Aから痛みがあるため、オキノーム散を持ってきてほ
しいと訴えがあり、看護師Bが看護師詰所にある麻薬金庫か
ら取り出し、看護師Cと確認した。
　当時、麻薬金庫の中には、患者Aの 10 mgと患者Dの 2.5 
mg の規格違いのオキノーム散があったが、患者氏名等の確
認を怠ったため、誤って患者Aに対し患者Dの 2.5 mg のオ
キノーム散を服用させてしまった。
　 3 時間後に看護師Bが、以前服用させたオキノーム散の被
包の色と今回服用させた被包の色が違っていたことに気が付
き、発覚した。

　麻薬金庫から取
り出す際、患者氏
名等の確認及びダ
ブルチェックを適
切に行っていない
ため。

21 その他 施用後 日中 看護師 病棟

　術後の患者にフェンタニル注射液を連続投与していたが投
与中止となり、医師より再開する可能性があるため、そのま
まセットしておくよう指示があった。
　患者が退院し、片付けにきた看護師Aがフェンタニルがあ
ることに気づかず、輸液を全て廃棄した。
　看護師Bが麻薬金庫の在庫数を確認した際に、患者にセッ
トされた施用残のフェンタニルがないことに気が付いた。

　麻薬であるか確
認せず、他の医薬
品と同じ取扱いを
したため。
　投与中止中の麻
薬が長期間病棟に
置かれていたため。
　投与中止中の麻
薬について職員間
で情報共有されて
いなかったため。

　中止したものは、
長期間放置しない。
　廃棄時に薬剤の
確認を確実に行う。
　職員間で情報共
有するよう指導す
る。

22 その他 調剤時 日中 薬剤師 調剤室

　常備している麻薬ではないオキシコンチンを入院患者Aに
のみ継続処方していた。在庫を最小限にするため、最少包装
単位の 1 箱20錠入を必要量だけ購入し、麻薬を払い出した空
箱は患者の死亡、処方変更等で返却されることがあるため、
調剤室内で保管し、次の麻薬を購入したら破棄することとし
ていた。
　患者Aに70錠（ 1 日10錠×7日）が処方されていたので、
最初の週は、 4 箱（80錠）購入し、次の週は 3 箱（60錠）購
入し、 2週間で在庫がなくなるようにしていた。
　卸から60錠購入し、調剤を行おうとした際に麻薬金庫に10
錠残っているはずのオキシコンチン錠がなかった。事故が発
覚する 7日前の15時頃、卸から80錠購入し、70錠調剤した。　
本来であれば、保管していた空き箱を破棄し、10錠残った箱
を保管するはずであったが、誤ってまだ10錠残っている箱を
中身を確認せず、破棄してしまったことに気が付いた。

　空箱を保管して
いたため、取り違
えてしまった。
　空箱を解体せず
にそのまま廃棄し
ており、中身の確
認が徹底されてい
なかった。

　空箱を廃棄する
際は、中身がない
か確認し、箱を解
体してから捨てる。

番号 事故の種類 事故の場面 時間帯 事故の主体 場所 事故の内容 事故の原因 対策

1 その他 移転時 日中 獣医師 処置室

　業務所を移転していたが、麻薬譲渡の届出をしないまま、
麻薬を移動させ、他の医薬品と一緒に麻薬金庫に保管してい
た。
　 3ヶ月間処置のため施用し、在庫不足のため、卸に発注し
たところ、麻薬管理者免許に記載されている業務所の所在地・
名称が移転前のものになっていると指摘を受け、移転後の麻
薬管理者免許の申請、施用者免許の記載事項の変更届及び旧
業務所の廃止に伴う麻薬所有高及び譲渡の届出を行っていな
いことが発覚した。

　麻薬及び向精神
薬取締法の申請・
届出について、認
識が不足していた
ため。

　麻薬の手続きや
取扱いについて、
県が作成している
麻薬管理マニュア
ル等を確認する。
　わからないこと
がある場合は、県
薬務課又は保健所
に確認する。

県内麻薬事故事例（動物病院　平成29年 １ 月～ 12月）
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� 平成31年 1 月 8日
公益社団法人広島県薬剤師会会長 様
	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長

	 〒730-8511　広島市中区基町10-52
薬　　　務　　　課

偽造・変造処方箋への注意喚起について（通知）
　本県の健康福祉行政の推進については、日頃から御協力をいただき厚くお礼を申し上げます。
　さて、この度、広島県内においてカラーコピーによる向精神薬処方箋の偽造事案が発生しました。同様の事案は、
平成24・27年度にも発生しています。
　向精神薬は、医師の適正な診断に基づき、用法・用量を守って服用することで初めてその効果が期待できるもので
あり、適正に使用しなければ、依存症等により健康を害する恐れがあるほか、乱用者への横流し、インターネットで
の不正流通等の犯罪につながることも懸念されます。
　このため、偽造・変造処方箋の見分け方、発生防止等の注意事項について別紙を作成したので、向精神薬を不正に
入手できないよう、適正な譲渡・譲受、服用の確保について、より一層御協力くださるよう、貴会会員への周知をお
願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　麻薬グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3221（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者：行廣、平本）

別　紙

偽造・変造処方箋の見分け方，発生防止等の注意事項について

　 １ 　偽造・変造処方箋の例
　(1)　偽造
　　〇　正規処方箋をカラーコピー機，スキャナー等を用いて複写・作成
　　〇　処方箋用紙と同一規格の用紙を用いて，パソコン等を使って作成・加筆
　　※　カラーコピー機等で複写した処方箋の特徴

　医師の印影は赤く，枠や文字などの歪みはないため，偽造処方箋のみ見た場合は，直ちに偽造と判別するこ
とは難しい。

【確認すべきポイント】
〇処方箋にシミはないか。（正規処方箋に「シミ」があれば、「シミ」が印刷される。）
〇用紙サイズが異なっていないか。（通常より大きい。余白が不均一。斜めに印刷。）
〇用紙の周囲は直線か。（ハサミで切るとギザギザになる等歪むことがある。）
〇処方医の印影は暗くないか。（カラーコピーすると赤色が暗くなる。）
〇裏面に押印のインクの浸透はあるか。（カラーコピーは、浸透しない。）

　（2）　変造
　　〇　正規処方箋の用法・用量などをボールペン等を使って改ざん
　　〇　正規処方箋に、処方されていない医薬品をボールペン等を使って加筆

　 2 　偽造・変造処方箋の薬局への持込みについて
　〇　通常、当該医師（医療機関）が発行する処方箋の持込みが無いか又は少ない遠方の薬局に持ち込む。（持ち

込まれたことのない医療機関の処方箋は見破りにくい。）
　　〇　来局した際に、落ち着きがない等挙動不審な行動が見受けられる。
　　〇　「（製品名〇〇）の在庫はありますか？」など、事前に問い合わせがある。

　 3 　処方箋の偽造・変造事案の発生防止について
　（1）　処方医の取組事例

〇　医師の押印は、朱肉を濃くして浸透を明確にし、特に注意が必要な場合は、裏面にも押印し、「裏面に押印
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がないものは無効」などと注意書きをする。
〇　コピーガードや透かし入り、又はコンビニなどのコピー機の用紙（最小はB5）より小さいサイズの処方箋
用紙を使用する。

　（2）　薬局の取組事例
〇　疑わしい点がある場合は、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせるなど疑義照会を
徹底する。（薬剤師法第24条）
〇　偽造処方箋と判明した際には、速やかに県（警察・薬務課）に連絡する。
〇　お薬手帳や薬歴管理簿から投薬状況を確認する。（多重受診が判明し疑義照会の結果、医師が処方を中止し
た事例があった。）

　 4 　罰則等

違反内容 罰則の内容 根拠法令

処方箋の
偽造・変造

麻　　薬
1年以下の懲役（若しくは）
20万円以下の罰金

麻向法第70条第14号

向精神薬 20万円以下の罰金 麻向法第72条第 4号
私 文 書 3 月以上 5年以下の懲役 刑法第159条

偽造・変造
処方箋の行使

私 文 書 3 月以上 5年以下の懲役 刑法第161条
詐　　欺 10年以下の懲役 刑法第246条

� 平成31年 1 月28日
公 益 社 団 法 人 広 島 県 薬 剤 師 会 会 長 様
広 島 県 毒 物 劇 物 安 全 協 会 会 長 様
広 島 県 製 薬 協 会 会 長 様
広 島 県 医 薬 品 卸 協 同 組 合 理 事 長 様
一般社団法人広島県医薬品登録販売者協会会長 様
広 島 県 農 業 共 済 組 合 連 合 会 会 長 様
広 島 県 農 薬 卸 商 業 協 同 組 合 理 事 長 様
広 島 県 農 薬 小 売 業 組 合 理 事 長 様
一般社団法人広島県植物防疫協会会長 様
中 国 表 面 処 理 工 業 組 合 理 事 長 様
公益社団法人広島県トラック協会会長 様
全国農業協同組合連合会広島県本部長 様
広 島 県 農 業 協 同 組 合 中 央 会 会 長 様
	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
	 〒730-8511　広島市中区基町10-52

薬　　　務　　　課

爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について （通知）

　このことについて、本年にはG20大阪サミット等、来年には2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会
の開催が予定されていることから、平成31年 1 月10日付け薬生総発0110第 1 号、薬生薬審発0110第 2 号及び薬生監麻
発0110第 5 号により厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、同局医薬品審査管理課長及び同局監視指導・麻薬対策課
長から別紙のとおり通知がありました。
　ついては、当該通知の趣旨に基づき、爆発物の原料となり得る化学物質について、劇物に限らず適正な取扱いの徹
底をお願いするとともに貴会（組合）会員への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　安井）
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別　紙
	 薬 生 総 発0110第 1 号
	 薬生薬審発0110第 2 号
	 薬生監麻発0110第 5 号
	 平成 3 1年 1月 1 0日

各　
都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区 長

　衛生主管部（局）長　 殿

� 厚 生 労 働 省 医 薬 ・ 生 活 衛 生 局 総 務 課 長
� 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
� 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長長
� （公 　　　　印 　　　　省 　　　　略）

爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について

　毒物及び劇物や医薬品等の適正な管理等の推進については、平素から格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
　本年にG20大阪サミット等、来年には2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が予定されてい
ることから、爆発物の原料となり得る化学物質の適正な管理と爆発物を使用したテロ等の未然防止をさらに推進する
ため、今般、警察庁警備局警備企画課長より別添のとおり依頼があったところです。
　つきましては、爆発物の原料となり得る化学物質及びそれらの製剤を取り扱う薬局開設者、店舗販売業者、毒物劇
物営業者、医薬品製造販売業者等に対する適切な保管管理の徹底、譲渡手続及び交付制限の厳守等のより一層の指導
を行う必要がありますので、下記事項に御留意の上、貴管下関係業者団体に対し傘下業者へのこれらの指導内容の周
知徹底を要請する等、貴管下事業者に対する指導について格段の御配慮をお願いいたします。
　また、警察官からその職務上、薬局開設者、店舗販売業者、毒物劇物営業者、医薬品製造販売業者等に係る名簿の
閲覧請求があった場合には協力していただくようお願いいたします。
　なお、同旨の通知を一般社団法人日本化学工業協会長、全国化学工業薬品団体連合会長、日本製薬団体連合会長、
公益社団法人日本薬剤師会長、一般社団法人日本保険薬局協会、一般社団法人日本薬局協励会、一般社団法人日本化
学品輸出入協会長、日本チェーンドラッグストア協会長、一般社団法人日本医薬品登録販売者協会及び公益社団法人
全日本医薬品登録販売者協会長宛てに発出することとしている旨、申し添えます。

記

1　毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号。以下「毒劇法」という。）に規定する毒物及び家庭用劇物以外の劇
物の一般消費者への販売を自粛すること。

2　塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘ
キサミン及び硝酸カリウム（以下「爆発物の原料となり得る化学物質」という。）及びそれらの製剤のうち、毒劇
法に規定する劇物に該当するものについて、同法に基づき、適切な保管管理を行うとともに、譲渡手続及び交付制
限を厳守し、また、盗難又は紛失事件が発生したときは、直ちに警察署に届けること。

3　爆発物の原料となり得る化学物質及びそれらの製剤のうち、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律（昭和35年法律第145号）に規定する劇薬に該当するものについて、同法に基づき、適切な保管
管理を行うとともに、譲渡手続及び交付制限を厳守すること。また、盗難又は紛失事件が発生したときは、直ちに
警察署に届けられたいこと。

4　爆発物の原料となり得る化学物質のうち、劇物又は劇薬に該当しないものについて、販売を行った化学物質の名
称（又は販売名）、数量、その他販売の記録を記載した書面（電磁的記録を含む。）を保存するよう努められたいこと。
また、盗難又は紛失を防止するのに必要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うよう努められたいこと。さら
に、盗難又は紛失事件が発生したときには、直ちに警察署に届けられたいこと。

5　爆発物の原料となり得る化学物質について、一般消費者に対してインターネットを利用した販売を行う場合、又
は大量に販売を行う場合には、購入者の連絡先及び使用目的を確認・記録した上で行うこととし、使用目的が不審
若しくはあいまいである者又は社会通念上妥当でないおそれがあると認められる者には、販売を差し控えるととも
に、当該者の不審な動向について直ちに警察署に届けられたいこと。
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� 平成31年 1 月11日
社 団 法 人 広 島 県 医 師 会 会 長 様
一 般 社 団 法 人 広 島 県 病 院 協 会 会 長 様
一 般 社 団 法 人 広 島 県 歯 科 医 師 会 会 長 様
公 益 社 団 法 人 広 島 県 薬 剤 師 会 会 長 様
一般社団法人広島県病院薬剤師会会長 様
一般社団法人広島県医薬品登録販売者協会会長 様
広 島 県 医 薬 品 卸 協 同 組 合 理 事 長 様
広 島 県 製 薬 協 会 会 長 様
広 島 県 医 薬 品 配 置 協 議 会 会 長 様
一般社団法人広島県配置医薬品連合会理事長 様
広 島 県 富 山 配 置 薬 業 協 議 会 会 長 様
	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
	 〒730-8511　広島市中区基町10-52

薬　　　務　　　課

要指導医薬品から一般用医薬品に移行した医薬品等について及び 
医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について（通知）

　このことについて、平成31年 1月10日付け薬生薬審発0110第 1号及び薬生安発0110第 3号により、厚生労働省医薬・
生活衛生局医薬品審査管理課長及び同局医薬安全対策課長から別紙 1のとおり、同日付け薬生監麻発0110第 1 号によ
り同局監視指導・麻薬対策課長から別紙 2のとおり通知がありました。
　ついては、貴会（組合）会員への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　製薬振興グループ、薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3223（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　水谷、安井）

別紙 1
	 薬生薬審発0110第 1 号
	 薬 生 安 発0110第 3 号
	 平成 3 1年 1 月 1 0日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）長　 殿

� 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
� （公 　　　　印 　　　　省 　　　　略）
� 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長
� （公 　　　　印 　　　　省 　　　　略）

要指導医薬品から一般用医薬品に移行した医薬品等について
　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第 4条第 5項第 3
号の規定に基づく要指導医薬品である下記 1．の医薬品について、平成31年 1 月 9 日をもって医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第 1号）第 7条の 2第 1項第 2号に定め
る期間を満了したため、同年 1月10日より要指導医薬品から一般用医薬品（第一類医薬品）に移行することとなりま
した。
　これに伴い、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基
づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件（平成31年厚生労働省告示第 4号。以下「改正告示」
という。）が平成31年 1 月10日に告示され、同日から適用されます。
　医薬品の分類が要指導医薬品から第一類医薬品に変更になった医薬品については、区分に応じた適切な情報提供が
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行われるよう指導方よろしくお願いします。

記

1．要指導医薬品から第一類医薬品に移行する医薬品
有効成分 第一類医薬品となる日

トリメブチン（過敏性腸症候群治療薬に限る。） 平成31年 1 月10日

2 ．改正告示の概要
　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働
大臣が指定する要指導医薬品（平成26年厚生労働省告示第255号。以下「告示」という。）第 1号中からトリメブチン
（過敏性腸症候群治療薬に限る。）を削除する。
　なお、赤ブドウ葉乾燥エキス混合物については、要指導医薬品として製造販売を行っていたが、製造販売後調査の
期間が終了する前に承認整理された。そのため告示から削除するが平成30年12月17日までに製造販売された赤ブドウ
葉乾燥エキス混合物を有効成分として含有する製剤については、従前のとおり要指導医薬品として取り扱うこととす
る。（例：医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第36条の 5
等の規定が適用される。）

別紙 2
	 薬生監麻発0110第 1 号
	 平成 3 1年 1 月 1 0日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）長　 殿

� 厚生労働省医薬・生活衛生局
� 監視指導・麻薬対策課長
� （公　　印　　省　　略）

医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について

　「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に
基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件」（平成31年厚生労働省告示第 5号。以下「経過
措置告示」という。）が平成31年 1 月10日に告示され、同日より適用されます。これにより、医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第50条に基づき、直接の容器又は直接の被
包に記載されていなければならない事項（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行
規則（昭和36年厚生省令第 1号。以下「省令」という。）第209条の 2、第209条の 3及び第210条第 6号に規定する事
項に限る。以下「区分等表示」という。）を変更する必要が生じた下記 1に示す医薬品（変更前に製造販売されたも
のに限る。）については、一定期間変更後の区分等表示が記載されていることを要しないこととします。
　具体的には、下記1に示す適用日から1年間は、変更後の区分等表示を記載されていることを要しないこととします。
　また、今般、区分等表示が変更となった医薬品の取扱いに係る留意事項について、下記 2のとおりまとめましたの
で、貴管下関係業者、団体等に対する周知方よろしくお願いします。

記

1　区分等表示が変更となった医薬品

成分名 適用日
トリメブチン（過敏性腸症候群治療薬に限る。）平成31年 1 月10日

　　　詳細は、別添を参考とすること。
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2 　医薬品の区分等表示に係る留意事項
ア　区分等表示の変更前に製造販売された医薬品（以下「旧表示医薬品」という。）については、経過措置告示により、
それぞれの適用日から 1年間は、変更後の区分等表示が記載されていることを要しないこと。

イ　旧表示医薬品については、シール等を貼付することにより変更後の区分等表示をすることも認められること。な
お、シール等の貼付については、製造販売業者の責任の下、店舗等で行われることについても認められる。

ウ　旧表示医薬品については、省令第216条の 2 第 2 項の規定により、その外部の容器又は外部の被包（以下「外部
の容器等」という。）に変更後の区分等表示が記載されている場合、直接の容器又は直接の被包に変更後の区分等
表示が記載されていることを要しないこと。

エ　区分等表示が変更となった医薬品については、それぞれの適用日以降は、直接の容器又は直接の被包及び外部の
容器等の区分等表示にかかわらず、変更後の区分に従った陳列、販売及び情報提供等を行うこと。

＜別添＞
　区分等表示が変更となった医薬品について

成分名 現区分 新区分 参照通知

トリメブチン
（過敏性腸症候群治療薬
に限る。）

要指導医薬品 第一類医薬品
要指導医薬品から一般用医薬品に移行した医薬品等
について（平成31年 1月10日薬生薬審発0110第 1号、
薬生安発0110第 3 号）

平成31年 1 月31日

一 般 社 団 法 人 広 島 県 医 師 会 会 長 様
一 般 社 団 法 人 広 島 県 病 院 協 会 会 長 様
一 般 社 団 法 人 広 島 県 歯 科 医 師 会 会 長 様
一般社団法人広島県医療法人協会会長 様
広 島 県 保 険 医 協 会 理 事 長 様
公 益 社 団 法 人 広 島 県 薬 剤 師 会 会 長 様
一般社団法人広島県病院薬剤師会会長 様
一般社団法人広島県医薬品登録販売者協会会長 様
広 島 県 医 薬 品 卸 協 同 組 合 理 事 長 様
広 島 県 製 薬 協 会 会 長 様
広 島 県 医 薬 品 配 置 協 議 会 会 長 様
一般社団法人広島県配置医薬品連合会理事長 様
広 島 県 富 山 配 置 薬 業 協 議 会 会 長 様

	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長
	 〒730-8511　広島市中区基町10-52

医　　　務　　　課
薬　　　務　　　課

医薬品の確認等の徹底について（通知）

　このことについて、平成31年 1 月29日付け医政総発0129第 2 号、医政経発0129第 1 号、薬生総発0129第 2 号及び薬
生監麻発0129第 1 号で厚生労働省医政局総務課長、同局経済課長、同省医薬・生活衛生局総務課長及び同局監視指導・
麻薬対策課長から別紙のとおり通知がありました。
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　ついては、貴会（組合）会員への周知をお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　医務課医務グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3056（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　六

ろく

箱
ばこ

）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬務課製薬振興グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3223（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　水谷）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬務課薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　安井）

別　紙
	 医 政 総 発0129第 2 号
	 医 政 経 発0129第 1 号
	 薬 生 総 発0129第 2 号
	 薬生監麻発0129第 1 号
	 平成 3 1年 1月 2 9日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）長　 殿

� 厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 長
� （公 　　　　印 　　　　省 　　　　略）
� 厚 生 労 働 省 医 政 局 経 済 課 長
� （公 　　　　印 　　　　省 　　　　略）
� 厚 生 労 働 省 医 薬 ・ 生 活 衛 生 局 総 務 課 長
� （公 　　　　印 　　　　省 　　　　略）
� 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長
� （公 　　　　印 　　　　省 　　　　略）

医薬品の確認等の徹底について

　医薬行政の推進につきましては、平素より格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　今般、シアン化カリウム（青酸カリ）を入れた医薬品を流通させるという脅迫文が複数の製薬会社と報道機関等宛
てに届いたとの事案が発生しました。つきましては、偽造医薬品の流通防止のための所要の措置を定めた「医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について」（平
成29年10月 5 日付厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）も参考にしつつ、下記の点について、貴管下の医療機関、薬
局、医薬品販売業者、医薬品製造販売業者、医薬品製造業者に対する周知徹底をお願いいたします。

記

1．各医療機関及び事業者が取り扱っている医薬品について、その外観や封などを十分に確認すること。
2．医薬品を譲り受ける際は、譲渡人が常時取引関係にある場合を除き、譲渡人が必要な販売業許可等を有する事業
者であることを確認すること。また、医薬品を納品する者の社員証等の身分証の提示により本人確認を行うこと。
3．医薬品の製造過程、流通過程において、意図的な異物の混入がなされないよう、医薬品を保管する場所をはじめ、
部外者の立入を制限している区域への部外者の立入に特に注意すること。
4．取り扱っている医薬品に意図的に異物が混入された等異常のおそれがあると認められた場合には、速やかに監視
指導・麻薬対策課、所管の都道府県、最寄りの保健所等に報告のうえ、警察に通報すること。
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	 平成31年 1 月31日

公 益 社 団 法 人 広 島 県 薬 剤 師 会 会 長 様
広 島 県 毒 物 劇 物 安 全 協 会 会 長 様
広 島 県 製 薬 協 会 会 長 様
広 島 県 医 薬 品 卸 協 同 組 合 理 事 長 様
一般社団法人広島県医薬品登録販売者協会会長 様
広 島 県 農 業 共 済 組 合 連 合 会 会 長 様
広 島 県 農 薬 卸 商 業 協 同 組 合 理 事 長 様
広 島 県 農 薬 小 売 業 組 合 理 事 長 様
一般社団法人広島県植物防疫協会会長 様
中 国 表 面 処 理 工 業 組 合 理 事 長 様
公益社団法人広島県トラック協会会長 様
全国農業協同組合連合会広島県本部長 様
広 島 県 農 業 協 同 組 合 中 央 会 会 長 様

	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長

	 〒730-8511　広島市中区基町10-52
薬　　　務　　　課

毒物及び劇物の適正な保管管理等のさらなる徹底について（通知）

　このことについて、平成31年 1 月30日付け薬生薬審発0130第 2 号により厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管
理課長から別紙のとおり通知がありました。
　ついては、当該通知の趣旨に基づき、毒物及び劇物の適正な取扱いの徹底をお願いするとともに貴会（組合）会員
への周知をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　安井）

別　紙
	 薬生薬審発0130第 2 号
	 平成 3 1年 1 月 3 0日

各　
都 道 府 県
保健所設置市
特　別　区

　衛生主管部（局）長　 殿

� 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
� （公 　　　　印 　　　　省 　　　　略）

毒物及び劇物の適正な保管管理等のさらなる徹底について

　毒物及び劇物による事故の未然防止等については、かねてより種々御配慮いただき、厚く御礼申し上げます。
　今般、毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）において毒物に指定されている「シアン化カリウム」（青酸カリ）
を入れた医薬品を流通させるという脅迫文が複数の製薬会社と報道機関等宛てに届いたとの事案が発生しました。
　つきましては、毒物及び劇物の適正な保管管理等のため、貴職において、下記の内容について、貴管下関係事業者
等に対する周知徹底をお願いします。
　なお、下記 3において、貴管下関係事業者等から貴職に対し報告があった場合は、速やかに、医薬品審査管理課化
学物質安全対策室に報告するようお願いします。
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記

1　「毒物及び劇物の保管管理について」（昭和52年 3 月26日付け薬発第313号薬務局長通知）、「毒物及び劇物の盗難又
は紛失防止に係る留意事項について」（平成30年 7月24日付け薬生薬審発0724第 1号）等を踏まえ、保管設備の点検、
取扱量の定期点検、不要物の適正な廃棄等の保管管理が適切になされているかを改めて点検すること。

2　譲渡及び交付手続を厳守すること。また、譲受人又は交付を受ける者の職業その他から使用目的に不審な点があ
る者や安全な取扱いに不安があると認められる者には、譲渡又は交付しないようにすること。

3　毒物及び劇物の盗難、紛失の事態が生じた場合、又はその疑いがあると思われた場合には、直ちに警察署に届け
出るとともに、速やかに、所管の都道府県、最寄りの保健所等に報告すること。	

平成31年 2 月20日

公 益 社 団 法 人 広 島 県 薬 剤 師 会 会 長 様

	 広 島 県 健 康 福 祉 局 長

	 〒730-8511　広島市中区基町10-52
薬　　　務　　　課

広島県薬局機能情報の定期報告について（通知）

　県薬務行政の推進につきましては，日ごろから御支援，御協力をいただき厚くお礼を申し上げます。
さて，このことについて各薬局開設者に別紙（写）のとおり通知しました。
　ついては，円滑に報告がなされるよう御協力をお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当　薬事グループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当者　山本）
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＜安佐薬剤師会＞

第11回 安佐薬剤師会学術大会

藤原　一雄

　日時：平成31年 1 月14日（月・祝）
　場所：安田女子大学　まほろば館

　テーマ
　ポリファ－マシ－
　～進化する医薬分業、深めよ医師＆多職種との連携～

　上記のテーマで開催されました。
　参加人数251人（多職種33人）
　午前の部では【薬学教育と薬局】で
　安佐薬剤師会の実務実習の薬局の取り組みと役割
　安田女子大学薬学部学生実習報告書（早期体験実習報
告・薬局実務実習報告・病院実務報告）
　【教育講演】
　動脈硬化性心血管病のリスク管理
　－医薬連携へ向けて－
　安田女子大学薬学部教授　山本秀也先生の講演で心
筋梗塞、虚血性脳卒中発作などの動脈硬化性心疾患
（ASCVD）の発症予防など重要性の説明や内蔵肥満を
源流とするメタボリック症候群については、我が国でも
特定検診が導入されています。広島県の特定検診率は全
国ワースト 1、 ２位が続いている現状には驚かされまし
た。
　高齢化、医療の専門・細分化による医師不足など医療
現場は大きく変わってきている。それぞれの職域の専門
家が知恵を出し合うことで医療従事者間の連携を密にし、
診療に当たっていく必要性があろう、との内容でした。
　【会員発表】
「他業種で得たスキルを薬剤師と活かす」オール薬局深川店
「多職種連携を進めるために必要なこと」ミント薬局川内店
「薬剤師からはじまる多職種連携」� ドレミ薬局
「健康サポート薬局　一年を経過してのさまざな取り組
み～GE使用促進とポリファ－マシ－事業を含め～」

蔵本薬局
「糖尿病カンファレンスにおける薬剤師の関わり」

安佐市民病院　薬剤部
　 5題目の多職種と薬剤師の関わりや取り組みの発表が
あり参考になりました。

　午後の部では
特別講演 1「臨床推論って、なんだ？」

中西内科　院長　中西　重清先生　
　患者さんを診断する方法（臨床推論）について患者さ
んの診察の実際のビデオ撮影での解説をしていただき、
具体的には病態生理を理解する能力。
　風邪（肺炎）と診断したのか？いつから（時間軸）と
背景因子（空間軸）を伺いながら患者さんの顔色を見ま
しょう。などの接客の基本態度の再確認かでき、薬剤師
も薬以外の話もできる笑顔のできるように患者さんに声
かけでき話が聞ける人になりましょう。など各症例との
具体的な内容でした。
特別講演 2「かかりつけ医とポリファ－マシ－～薬剤師
と協力して減薬を～」

よりしま内科外科　院長　頼島　敬先生
　多職種協働の重要性とポリファ－マシ－対策について
の講演でカンファレンスでの会議などで参加者全員の会
話の中でお薬の確認など
　例）患者さんの自宅には 4冊もお薬手帳があり 1冊ご
とに各医院に通院もわかり、まずはお薬手帳を 1冊にま
とめ薬剤のストーリーを見ましょう。
　患者さんの情報の共有・各専門職よりの意見など顔の
見える関係など医療と介護の連携が図れることなどの在
宅医療介護連携推進事業の具体策の講演内容でした。　　　　　　　　　　　　　　　　 　
「広島市のポリファ－マシ－対策事業について」

広島市健康福祉局
「ポリファ－マシ－事業に対する安佐薬剤師会の取り組み」

安佐薬剤師会

　広島市の 3医師会、 4薬剤師会、全国健康保険協会広
島支部との新たなるポリファ－マシ－対策事業での取り
組みで既に医療従事者間の連携を強化して情報を共有し
ます。安佐薬剤師会での薬局の結果データーの解析、今
後の問題点を解決する糸口とする。薬剤師の業務での関
心は高いと思います。

　今回の安佐薬剤師会学術大会でのポリファ－マシ－は
超高齢化社会の日本の課題をどのようにして薬剤師が多
職種協働し乗り越えていくかのヒントになったと感じて
います。

安佐薬剤師会／三原薬剤師会
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＜三原薬剤師会＞

三原薬剤師会新年会報告

木坂　峰子

　例年になく暖かな新年を迎えた平成31年 1 月 5 日土曜
日、三原国際ホテルにて、三原薬剤師会新年会が開催さ
れました。来賓に参議院議員　溝手顕正先生、広島県薬
剤師会　豊見雅文会長をお迎えし、総勢31名の参加でし
た。
　森本久美子理事（プラザ薬局）の楽しい司会進行によ
り、まずは三原薬剤師会　常盤周作会長から、昨年の西
日本豪雨災害を振り返り、即座に三原市医師会会長と協
力して救護所対応を行なった事等、会員協力に感謝が伝
えられ、合わせて新年の抱負も熱く語られました。
　続いて広島県薬剤師会　豊見会長の挨拶では、我々は
もともとかかりつけ薬剤師であること、在宅業務を行う
薬局を更に増やしていきたい、しかし規制緩和により医
療機関敷地内薬局の開設が許可されるようになった事は
それらの流れに逆行している等、これからの薬剤師が進
んでいく道を憂いてのお話がありました。豊見会長は常
に私たち現場の薬剤師と同じ目線で声を挙げてくださり、
思いを汲み取って下さり励まされたように感じました。

　乾杯は玉浦巌監事（玉浦薬局）、新元号が発表される
年は間違いなく良い年になると力強い発声がありました。
そして、和やかな雰囲気の中で食事と余興が進む中、ご
多忙な溝手先生がご到着、少し喉を潤して、中央での状
況や日本のこれからの流れなどお話してくださいました。
広島県自民党女性部　平井紀美恵部長（平井薬局）から
は、三原市長だった時代を経て政界入りを果たした溝手
先生の存在は、三原薬剤師会にとって大変大きく、先生
を中心に三師会の団結が生まれ今に至っている事や、先
生の様々なご活躍を伺いました。現役国会議員が毎年新
年会にご出席くださるという環境は特別であり、今後の
薬剤師のためにも政治に興味を持ち、全世代で応援して
いかなくてはと実感しました。
　日常業務を離れての親睦を深める新年会では恒例の余
興が用意され、くじ引きで景品を当てながら自己紹介や
質問に答えるコーナー、今年の “福男 or 福女を決める
じゃんけん大会 ”では大いに盛り上がりました。
　最後は、森広亜紀副会長の閉会の辞と常盤直孝理事
（ときわ薬局宮沖店）の一本締めが行われ、まだまだ名
残惜しく二次会へ繰り出す方々もおられ、新年の楽しい
ひと時でした。
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 　広島県青年薬剤師会では、今後も「あっ、これ気に
なる！」と思っていただけるような勉強会やイベントを
企画します。青薬入会の有無や年齢は問わずどなたでも
参加していただけますが、青薬会員になると勉強会費は
無料！正会員（40歳未満の会員）のみではなく、準会員

（40歳以上の会員）も無料となりますので断然お得に参加
できます！会員募集は随時していますので、興味のある
方はお気軽にホームページや Facebook 分室等からお問
い合わせください！

諸団体だより

広島県青年薬剤師会

会長　秋本　伸

　 1 月31日（木）、知っピン月イチ勉強会
を開催しました。「漢方医学の添付文書か
ら読み解く漢方薬理」との演題で、広島漢

方研究会理事の木原敦司先生にご講演いただきました。
2001年、医学教育モデル・コア・カリキュラム（診療に
必要な薬物治療の基本原理の到達目標）に「和漢薬を概
説できる」の文言が追加されて以降、現在では全ての大
学医学部で漢方医学が取り入れられているそうです。そ
れに伴い、漢方薬を処方する医師が増え、薬剤師も漢方
薬に携わる機会が増えています。漢方薬の添付文書に記
載されている「効能又は効果」は、漢方医学を理解でき
ていなければピンとこない場合があります。今回は、代
表的な漢方薬である葛根湯を例にあげ、漢方薬理につい
てお話ししていただきました。また、葛根湯以外の漢方
薬についても先生ご自身の体験談や失敗談を交えながら
説明してくださり、とてもわかりやすく学ぶことができ
ました。

　 2 月 2 日（土）には、ちょっと遅めの青薬新年会 2019
を開催しました。今回の会場は、昨年10月堀川町にオー
プンした29BLOCK　TENTO です。今回は、例年より
時期が遅かったこと、他の会と重なっていたこと、イン
フルエンザの流行などで、例年と比べると参加人数は若
干少なめでした。それでも学生さんや初参加の方にもお
越しいただき盛り上がりました。

広島県青年薬剤師会　勉強会のおしらせ

○定例勉強会
　日　時：3月17日（日）10：00～13：00
　会　場：広島県薬剤師会館
　テーマ：薬剤師実践講座：腹痛

ここまでわかると業務が楽しい！！
　講　師：きずな薬局平佐店　笹川　大介先生
　参加費：	青薬会員（準会員・学生会員を含む）：無料

非会員：2,000円	
学生（社会人入学は除く）：無料

★★定例勉強会前夜祭★★

　定例勉強会の前日3月16日（土）に、笹川先
生を交えて前夜祭（懇親会）を開催します！
　笹川先生は、日経DIクイズ、ケアネット副作
用講座、日本在宅薬学会セミナーなど薬剤師の
業務に役立つ内容を現場目線で熱く語ってくだ
さる先生です。
　懇親会ならではの貴重なお話しもあるかも！
　どなたでも参加していただけます！お誘いあ
わせの上、是非ご参加ください。

日　時：3月16日（土）19：00頃予定
会　場：未定
参加費：4,000～5,000円予定（学生は割引あり）
申し込み期限：3月11日（月）
申し込み・お問い合わせは青薬理事、Facebook	
分室、またはinfo@hiroseiyaku.gr.jpまで！
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　インフルエンザの次は花粉。汗をかきな
がらも、マスクが離せない。せめて顔痩せ
でもと期待しています。

すずめ勉強会
　 １ 月19日（土）19時～
　「誰にも出来る健康ツボ療法」
　～健康増進・痛み・女性への健康美へのアプローチ～

（一社）広島県鍼灸マッサージ師会所属
しょう接骨院　鍼灸師　川口　真実先生

　鍼灸師の仕事、経絡・経穴、東洋医学の考え方「実病
治」の講義の後、ツボを探して押してみた。
　　①軽く抑えると、圧痛がある。
　　　痛気持ち良さを伴うもの。
　　②押すと硬結がある。
　　③ハリがなく、くぼんでいるところ。
　これらの反応があればツボです。ツボをケアすること
は気を整え、治癒力をたかめること。
　肩こり、冷え性、膝の痛み、こむら返り、頭痛、鼻づ
まり、目の疲れなどのツボを押してみた。次第に女性の
お悩みツボになると、参加者は真剣になってきました。
たるみ、しわ、くすみ、くまなど女性の美容に関するツ
ボになるとさらに指先に力が入りました。

　 1 月27日（日）10時～おりづるタワーで役員会をしま
した。これからのことを話し合いました。そのあと安芸
茶寮でランチをいただきながら新年会をしました。今年
もみんな、無事な年でありますようにと楽しいひと時を
過ごしました。
　

すずめ勉強会のお知らせ

4 月20日（土）19時から　薬剤師会館にて

「元気な100歳を目指そう。座って出来る体操・ト
レーニング」
講師：しょう接骨院　柔道整復師　川口　正先生

　「好きな時間に好きな場所に行ける人はいつまで
も元気」
　「痛いからと動かずにいると、寿命は延びても健
康寿命は縮みます。」
　ロコモティブシンドローム・運動器の障害は、
ねたきりや要介護の主な原因です。メタボや認知
症と合併する方も多いという報告もあります。運
動に慣れない高齢者が、まずは生活するうえで大
切な筋力をつけるための座ってできるトレーニン
グ方法をお伝えします。またミドルエイジから筋
力の低下を防ぎ、美しい姿勢を保つ運動もお伝え
します。

　動きやすい服装で参加して下さい。参加希望の
方は準備の都合がありますのでご一報お願いしま
す。

広島県女性薬剤師会

会長　松村　智子
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広島漢方研究会

新年シンポジウム・新年互礼会を
開催しました！

理事長　鉄村　努

　　広島漢方研究会では、毎年 1 月の月例
会において「新年シンポジウム」を行って
おり、今年は『鼻とノドと漢方』をテーマ

に50名以上が参加して開催されました。広漢会員以外の
先生方にも多数ご参
加頂き、誠にありが
とうございました。
　コーディネーター
に勝谷英夫先生（勝
谷漢方薬局）、話題
提供者として木原
敦司先生（ウォンツ西条西店）、鉄村努（テツムラ漢方
薬局）、中島正光先生（広島国際大学教授・医師）、山崎
正寿先生（漢方京口門診療所・医師）が症例報告や有効
な漢方処方を発表して活発な討議が行われました。最初

に木原先生が「セルフメディケーション～鼻から来る風
邪？・喉から来る風邪？～」と題して、風邪で喉の痛み
を訴える10歳の長男に銀翹散、風邪を引くと鼻づまりが
定番となっている 4 歳の次男には麻黄湯を投薬していず
れも有効であった症例を報告しました。続いて私が「鼻
疾患の症例報告」と題して、花粉症で鼻水が顕著な症例

に小青竜湯、鼻づま
りが主訴の症例に辛
夷清肺湯をいずれも
柴胡剤と併用して有
効だった用例を報告
した。また、主訴が
腹痛・下痢の症例に

半夏瀉心湯を用いて胃腸の状態が改善されると同時に、
アレルギー性鼻炎も改善した症例を報告した。中島先生
は「繰り返す風邪の症例」と題して、 1 ～ 2 ヶ月に 1 回
発熱と咳などの風邪を繰り返す38歳の男性に、荊芥連翹
湯（一貫堂処方）合五苓散を投薬、その後 1 年以上で風

邪は 1 回のみと発症回数が激減した症例を報告されまし
た。最後に広島漢方研究会会長である山崎先生に「鼻と
咽の病気の治療概説」と題して、咽と鼻の疾患に使用さ
れる様々な漢方処方を解説して頂きました。有効な漢方
処方も症状や患者様の体質ごとに様々で、漢方の奥深さ
を改めて感じることができました。後半は会場の参加者
から様々な質問を受けて、シンポジストが返答する「質
問コーナー」を設け熱心な質疑が続きました。午後から
は広島駅北口近くにある「磯の坊」に移動して “ 新年互
礼会 ” を開催しました。山崎会長の挨拶のあとは、会員
同士の近状報告や漢方論議に花が咲き、美味しいお刺身
や料理とともに楽しい時間を過ごしました。

　月例会 1 時限目の “ 漢方初級講座 ” は、「漢方の基礎理
論が学べる！」と大変好評で会員以外の方も多数出席さ
れています。

【₃月以降の講義予定】１時間目₉:30～11：00

₃月10日（第二日曜）
『漢方基礎講座�　加味逍遥散、抑肝散、小柴胡
湯、桂枝茯苓丸で考える漢方病理』

₄月14日（第二日曜）
『漢方基礎講座�　温経湯、当帰建中湯、当帰四
逆加呉茱萸生姜湯で考える漢方病理』

　毎回独立した内容で、途中参加でも解りやすい内容と
なっています。また、 4 月月例会では 4 時限目に “ 当帰
四逆加呉茱萸生姜湯・煎剤 ” の薬局製剤実習を行う予定
です。
　“ より深く漢方を学びたい！ ” とお考えの方はオープ
ン参加も可能（ 1 日参加費3,000円、薬剤師研修シール
3 点・漢方薬、生薬認定薬剤師更新用としても使用可・
予約不要）です。ぜひ参加されてみてはいかがでしょう
か。
　詳細は広島漢方研究会ホームページ、広島県薬剤師会
ホームページ研修会カレンダー、または広島漢方研究会
事務局までお問い合わせください。

広島漢方研究会事務局：薬王堂漢方薬局
℡：082−285−3395
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広島県医薬品卸協同組合
 ＜日本医薬品卸勤務薬剤師会広島県支部＞

本社　岩部　修
株式会社セイエル

　 3 月になり、春の風を感じる頃、お花見シーズンとな
りました。広島県内各所に桜の名所がありますが、先日
まで私が勤務していた広島市内の営業所（幟町オフィス）
は徒歩 5 分に名勝・縮景園があり、また、付近の川沿い
や学校にも桜並木が多く、昨シーズンはお花見をしてい
るグループを退社時によく見かけました。私は花粉症に
なってしまったため、花粉が飛ぶ花粉症シーズンまった
だなか、お花見の外出のハードルが少し高くなってしま
いましたが、お酒を飲まなければ症状がそれほどひどく
ならないので思い切って外出するようにしています。
　以前は静岡で暮らしていました。静岡も広島のように
河川が多く、桜の名所が各地にあります。伊豆の早咲き
の桜（河津桜）は東京方面からの観光客が多く、お花見
シーズンには車が全く動かなくなるほど渋滞します。そ
れを乗り越えて現地に着くと、川沿いには菜の花の黄
色と桜のピンク、青空が広がり、その光景を見ると、渋
滞から一転して解放された爽快な気持ちになることがで
きます。自然豊かで豪快にパーティーができることも広
島と共通していると感じます。川原で川遊び、バーベ
キュー、地元産の肉、魚介、野菜、おいしい楽しい思い
出がたくさんです。広島でも楽しい思い出をたくさんつ
くるため、週末の休日には家族でお出かけすることが多
いです。桜で思い出すのが、ちょうど満開になる季節に
海外出張から日本に帰国した際の感覚です。言葉になら
ない安心感のような、桜の花に包み込まれるような感覚
があり、通勤のなか数日間は桜並木の下、頭を空にして
歩いた記憶があります。組織でも何でも一度外にでて外
からの視点を得ると物事のとらえ方が変わるものだなと

思いました。今年はゴールデンウィークが10連休で思い
切って海外旅行に行く方も多いようです。原稿はインフ
ルエンザが猛威を振るい始めた 1 月下旬に書いています
ので、連休で遊ぶぞというと不謹慎なのかなという気持
ちになってしまいますが、気持ちは切り替えて、いろい
ろな経験をして得られるものを仕事に活かしていきたい
と思います。医薬品卸の薬剤師は営業所毎に 1 名という
営業所がほとんどという状況で、医療現場へ商品を供給
するという社会的責任の重い仕事の責任感から無理に出
勤して悪循環にしてしまわないようにと思います。
　そろそろ仕事のことを書きたいと思いますが、本誌 1
月号にテルモ山口工場見学の報告がありました。見学会
には私も参加し、写真がでています。写真が載っている
よと声がかかったので記事を読み返しました。私が写っ
ているのは見学会の後の懇親会のみでしたので、きち
んと見学会も参加したことを周囲にアピールしていま
す。医薬品製造現場に赴き、また、県内他卸の皆様と卸
薬剤師の日常業務についてディスカッションすることが
できて大変刺激を受けた一日でした。セイエルの先輩薬
剤師は特徴のある面白いメンバーがそろっています。そ
の一員となり、一緒に仕事させていただける喜びを感じ
ながら日々業務に励んでおります。現在、幟町オフィス
から商工センターへ場所を移して働いておりますが、こ
こ数年の間に学会、セミナーに参加させていただき、社
内外の勉強会で講師をする機会をいただくなど、様々な
フィールドに送り出して頂いております。広島県薬剤師
会のもとで開催された「広島県在宅支援薬剤師専門研修
会」では在宅中心静脈栄養の基礎知識という演題で、演
者として場を設定していただき、これまでにない経験を
させていただきました。営業所における日々の業務でさ
え、そつなく遂行するにはまだまだ勉強することが山積
みですが、社内の薬剤師の業務だけでなく、社内外で活
躍できるよう経験値をあげて多面的な視点で卸薬剤師と
しての可能性を広げていきたいと思います。
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　平成31年 ４ 月 １ 日（都道府県薬剤師研修協議会受付）から、次のように変更になります。

　認定申請（新規、更新とも）に当たっては、従来の提出書類等（認定申請書、研修手帳等）に
加えて、「生涯学習自己診断表（薬剤師生涯学習の指標項目）」の提出が必須になります。

　「生涯学習自己診断表（薬剤師生涯学習の指標項目）」と「記載方法等」はこのファイルの下に
掲載しています。

　注意：申請の際に提出しなければ、認定の手続きを保留して連絡し、提出されてから手続きを
行いますので、認定が遅くなります。最終的に提出されなければ、認定は行いません。

　平成31年 ３ 月31日までは提出は任意ですが、できるだけ提出してください。

　詳細は　日本薬剤師研修センターホームページでご確認ください。
　生涯学習自己診断書はダウンロードしてください。
　http://www.jpec.or.jp/nintei/kenshunintei/index.html

公益財団法人日本薬剤師研修センター

研修認定薬剤師制度に関する重要なお知らせ（認定申請）

広島県薬剤師研修協議会　事務所移転のお知らせ
拝啓
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、2018年 8 月の広島県薬剤師会の新築移転に伴い、広島県薬剤師研修協議会事務所も移転いたしました。
日本薬剤師研修センターの研修認定薬剤師申請用紙等の送付は、下記住所にお願い致します。

敬具　

広島県研修協議会会長
松尾裕彰

記

広島県薬剤師研修協議会（広島県薬剤師会内）
住　　所：〒732-0057 広島市東区二葉の里 3 丁目 2 番 1 号
電話番号： 082-262-8931
FAX番号： 082-567-6066

以上　
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生涯学習自己診断表（薬剤師生涯研修の指標項目）の記載方法等

１．初めに

この生涯学習自己診断表は、全職域にわたる薬剤師を対象とし、受講者が自ら研修す

るべき内容を選択したり、あるいは研修した内容を整理・確認するときの目安として用

い、今後の学習計画の立案の参考とするものです。

したがって、認定申請（新規又は更新）をする場合、それまでの学習状況を整理して、

現状達成度及び今後の自己学習必要度を確認してください。

記入は、すべての項目（全部で26あります）について行ってください。なお、研修内

容の例欄は、項目ごとに主な例を示したものです。

２．記載方法

①業務上必要度（A）欄

この欄には、自分の現在の業務の業務上の必要度を１点～10点で記入します。

業務上最も必要な項目であれば、10点となります。中程度の必要性であれば５又は

６点です。ほぼ必要がない場合は１点になります。

この業務上の必要度は、自分自身で判断して点数を付ければよく、他の人との整合

性をとる必要はありません。

②現状達成度（B）欄

この欄には、現時点での達成度を１点～10点で記入します。

十分に学習していると考える項目であれば、10点となります。なお、これは現時点

での達成度ですし、学習すべき内容は時間の経過とともに変化しますので、現時点で

は10点でも、将来は５点になることもあり得ます。ほとんど学習していなければ１点

になります。

この現状達成度も、自分自身で判断して点数を付けてください。

③自己学習必要度（A－B）欄

(A－B)を計算します（マイナスの値になったときは０とします）。その数値が大きい

ほど、学習が不足していることになります。

この数値によって不足している学習項目とその度合いがわかりますので、それを参

考として次の更新認定申請までに重点を置くべき研修内容を決めてください。

３．提出

①上部の該当欄に、氏名、提出日、勤務先分類（次の数字を記入。１：病院、２：薬局、

３：製薬企業、４：その他）及び自宅住所のうちの都道府県名を記載してください。

②記載した用紙は、認定申請書や研修手帳とともに提出してください。提出しなかった

場合は、認定審査を保留します。この場合、当初から提出した場合に比べて認定まで

の日数が多くかかります。忘れずに提出してください。最終的に提出されなければ、

認定は行いません。

③研修手帳は認定証とともに返却しますが、この用紙は返却しません。提出に当たって

は控えを残してください。返却の申し出や写しの交付には応じられません。

生涯学習自己診断表（薬剤師生涯研修の指標項目）の記載方法等
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様式第11－2

生涯学習自己診断表（薬剤師生涯研修の指標項目） 用紙の大きさはA４判です。

　　　　　　氏名： 　提出日：　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

この書類は返却しませんので、提出に当たっては控えを残してください。
勤務先分類（次の数字を記入。１：病
院、２：薬局、３：製薬企業、４：その他）

　自宅住所の都道府県名

◇本指標項目は、全職域にわたる薬剤師を対象とし、受講者が自ら研修するべき内容を選択したり、あるいは研修した内容を整理・確認するときの目安として用い、今後の学習計画

　 の立案の参考とする。

◇学習方法は、受講（座学、e-ラーニング）、実習などである。

◇（A）及び（B）には、各項目に 1～10 点を記入する。

  （A－B）の値により相対的に重点を置くべき研修内容を自己判断する。

業務上 現状 自己学習
必要度 達成度 必要度

（A） （B） （A－B）

Ⅰ　倫理、法令、制度 倫理

医療保険・介護保険制度

業務関連の法規

Ⅱ　基本的職能 調剤

製剤

医療安全

医薬品情報・医療情報

薬学的管理・指導

コミュニケーション技術

医薬品管理

医薬品試験

Ⅲ　疾病・薬物療法 病態と疾患

薬物療法

副作用

相互作用

Ⅳ　教育・研究 教育

研究

Ⅴ　地域住民の健康増進 健康管理

セルフメディケーション等

在宅医療

漢方薬・生薬

公衆衛生

災害対策

Ⅵ　医薬品開発・薬事行政 基礎薬学

薬事行政・医療行政

医薬品開発・流通

【大項目】 【項 目】

注：この指標項目は生涯研修全般に亙る自己診断に用いるものですので、【研修内容の例】欄の記載には研修認定薬剤師制度で単位の付与対象となる研修内容以外のものも含まれています。

【研修内容の例】

一般倫理、医療倫理、研究倫理、患者の権利、利益相反

診療報酬、調剤報酬、薬価基準、国民医療費、療養担当規則（薬担、療担）、介護保険

法規全般（守秘義務等）、医薬品医療機器等法、薬剤師法、医療法、麻薬及び向精神薬取締
法、ＰＬ法、毒物劇物取締法、個人情報保護法、臨床研究法

服薬指導、調剤監査、疑義照会、処方監査、服薬モニタリングと評価、調剤過誤（薬剤関連事
故）、後発医薬品の使用促進、調剤室管理（衛生、安全性、効率）

薬局製剤、院内製剤、注射薬等調製･交付業務、滅菌法、無菌操作法、中心静脈栄養法、経腸
栄養、体液・電解質管理、製剤台帳、製剤記録（管理）

医療過誤防止、業務手順書、ヒヤリ・ハット報告、医療安全情報、医薬品安全管理責任者、感染
制御、ハイリスク薬

医薬品情報全般、情報源（添付文書等）、診療情報（診療録、調剤録、レセプト情報等）収集と活
用、医療用語・表現、医薬品リスク管理計画（RMP：Risk Management Plan）、治療ガイドライン、
薬剤疫学、生物統計学、薬害、IT 技術、薬剤経済

薬歴管理、医師等医療従事者への情報提供、チーム医療、副作用モニタリング、ＰＯＳ、ＥＢＭ、
クリニカル・パス、薬薬連携、医薬品適正使用、処方解析、症例検討、ＱＯＬ、ポリファーマシー対
策

接遇、カウンセリング、コミュニケーション（患者・医療従事者）、臨床心理学

品質管理全般、注射薬管理、製剤管理、治験薬管理、麻薬･向精神薬管理、血液製剤管理、毒
劇薬管理、毒劇物管理、放射性医薬品管理

医薬品試験全般、規格試験、製剤試験、日本薬局方、バリデーション（分析）、体内薬物濃度測
定法

病態と疾患、疫学、症状、検査

代表的疾患と薬物療法、 妊婦（授乳婦）・高齢者・小児（新生児）の薬物療法、ＴＤＭ、臨床検査、
臨床薬理･臨床薬物動態（PK/PD）、個別化医療、ゲノム医療

発症機序、症状、対処法、過量投与・薬物中毒、副作用報告、副作用とその初期症状、医薬品・
医療機器等安全性情報報告制度

相互作用、薬物-薬物、薬物-食物、薬物-嗜好品

学校保健教育（薬物乱用防止教育を含む。）、実務実習教育、患者教育、薬剤師教育、薬育

研究計画立案、学会発表、論文投稿、臨床研究

健康管理全般、疾病予防、食生活指導、疾患の治療食、地域保健サービス、禁煙対策、健康サ
ポート機能、検体測定室

幼児・乳児ケア、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品、要指導・一般用医薬品、医
薬部外品・化粧品、日用品、ドーピング防止

地域包括ケアシステム、在宅患者訪問薬剤管理指導業務、介護用品・福祉機器、多職種連携、
認知症対策

工場業務見学、品質規格、非臨床試験、臨床試験、製造販売後調査、市販直後調査、総括製造
販売責任者、GLP、GMP、GCP、GQP、GPSP、GVP

全般、漢方製剤の適用、薬効評価、副作用、東洋医学（漢方方剤）、伝統医学、生薬、民間薬、
品質管理（生薬）

環境衛生（水、空気、光、音、放射線等）、院内感染対策、食品衛生、病原微生物、産業衛生、化
学物質対策、廃棄物対策、薬物乱用防止、学校薬剤師、母子保健

医療救護所での医薬品管理・交付、避難所の衛生管理、災害薬事コーディネーター、事業継続
計画（BCP：Business Continuity Plan）、災害医療救護

生化学、分子生物学、薬理学、薬物動態学、機能形態学、病理学、微生物学、薬剤学、製剤学、
有機化学、無機化学、分析化学、物理化学

医薬分業、承認審査・適正使用、医療・薬事監視、後発医薬品の使用、医薬品副作用被害救済
制度、再審査、再評価
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　薬剤師を対象とした各種研修会の開催情報をまとめました。
　他支部や他団体、薬事情報センターの研修会については、準備の都合もありますので事前にお問い合わせください。
詳しくは研修会カレンダー（http://www.hiroyaku.or.jp/sche/schedule.cgi）をご覧ください。

広島県の研修認定薬剤師申請状況
平成31年 1 月末日現在  2,735名（内更新913名）

開催日時　　　　　　　　　開催場所
　　　　研修内容・講　師

　主催者
　問い合わせ先 認定 その他

　　　（参加費等）

3 月 1 日（金）19:30～21:00
福山大学宮地茂記念館 ９ 階　プレゼンテーションルーム
福山大学漢方研究会
ー明日の治療に役立つ分かり易い漢方ー
演題：漢方薬の不妊症に対する対応法
講師：小林宏先生
テキスト：病態からみた漢方薬物ガイドライン（京都廣川書店）

福山大学薬学部
084-936-2112

（5165）
1

受 講料：500円　
※事前予約は不要
アクセス：福山駅北口徒歩 １ 分
※駐車場はございません。最
寄りの駐車場をご利用下さい。

3 月 1 日（金）18:45～20:45
ホテルチューリッヒ東方2001　 ３ 階　レオポルト
広精協薬剤師部会学術講演会
レビー小体型認知症～今さら聞けない診断、治療～
呉医療センター・中国がんセンター　脳神経内科
科長　鳥居剛先生

広島県精神科病院
協会

薬剤師部会
問い合わせ先

ほうゆう病院薬局
　新宅将司

1

3 月 3 日（日）14:00～17:00
広島県薬剤師会館 2 階　ふたばホール
薬薬連携研修会
第 1 部
講義：ポリファーマシー対策に向けて～必要な視点と考え方～　
講師：広島大学病院薬剤部　日本老年薬学会評議員
　　　柴田ゆうか先生　　　　　　　
第 2 部　
ポリファーマシー相談会～服薬支援と必要な連携～

次世代指導薬剤師
特別委員会

082-282-4440
2

受講料：無料
※準備のため 1 月25日（金）ま
でにFAX（082-282-4468）にて
事前のお申込みをお願い致し
ます。

3 月 5 日（火）19:30～21:00
学校法人福山大学宮地茂記念館
福山支部シリーズ研修会
テーマ：「臓器移植について、薬剤師が知っておいて得なこと」
　　　　（全 ２ 回）
演題：「臓器移植の果たしてきた医療への貢献とは・・・？」
講師：福山大学生命工学部生命栄養科学科教授
　　　福山大学保健管理センター長・医師　田中信一郎先生

（一社）
福山市薬剤師会
084-926-0588

1 研修費：一般1,000円
※事前の申し込みは不要です。 

3 月 6 日（水）19:00～21:00
東広島保健医療センター ３ 階
東広島薬剤師会　生涯教育研修会
演題：「抗がん剤の副作用対策～指導時に注意していただきたいこ 
　　　と～」
講師：東広島医療センター薬剤部
　　　がん専門薬剤師　小倉千奈先生

（一社）
東広島薬剤師会
082-423-7340

1

参加費：東広島薬剤師会会員
500円、他支部会員・非会員
1,000円 
会員外参加可能（要申込）　

3 月 7 日（木）19:30～21:00
東広島保健医療センター ３ 階　大会議室
東広島市歯科医師会　学術講演会

「東広島における ARONJ 予防と骨粗鬆症による骨折予防に関す
る医科歯科連携」
沖本クリニック　院長　沖本信和先生
呉共済病院歯科口腔外科　部長　東森秀年先生

広島中央地域保健
対策協議会

問い合わせ先
（一社）

東広島薬剤師会
082-423-7340 

1
申込：所属、氏名、連絡先等
を記載して、FAX（082-423-
7340）にてお申し込みください。 
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開催日時　　　　　　　　　開催場所
　　　　研修内容・講　師

　主催者
　問い合わせ先 認定 その他

　　　（参加費等）

3 月 7 日（木）19:00～21:00
広島県医師会館 2 階　201会議室
～適切な服薬管理を目指して～医薬品に関する講演会
1 ）報告：「ポリファーマシー改善に向けた多職種検討の結果につ

いて」
広島県薬剤師会　常務理事・医薬品の適正使用検討特別委員会
委員　豊見敦先生

2 ）特別講演：「高齢者の医薬品適正使用の指針について」
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課
課長補佐　太田美紀先生

広島県
地域対策協議会

医薬品の適正使用
検討特別委員会
問い合わせ先
広島県医師会
地域医療課

082-568-1511
（門川） 

1

参加費：無料
対象：医師、歯科医師、薬剤
師、看護師、介護支援専門員、
その他
定員：120名

3 月 7 日（木）19:00～21:00
サンピア・アキ
安芸　第167回生涯教育
演題：「便通障害に対する漢方治療」
講師：㈱ツムラ　製品情報部　上田雅之先生

（一社）
安芸薬剤師会
082-282-4440 

1 会費：無料（非会員1,000円） 

3 月 9 日（土）15:00～17:00
広島県薬剤師会館 ２ 階　ふたばホール
第521回薬事情報センター定例研修会
1 ）薬事情報センターだより
2 ）情報提供「前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤　ザルティア錠」

日本新薬株式会社
3 ）特別講演「BPH/LUTS 治療の未来を考える」－血管内皮機能

の観点から－
広島大学原爆放射線医科学研究所ゲノム障害医学研究センター
教授・広島大学病院　未来医療センター長　東幸仁先生

（公社）
広島県薬剤師会

薬事情報センター
082-567-6055

1

受講料：1,000円
※資料準備のため 3 月 5 日（火）
までに当センターにお申し込
みください。

3 月10日（日） 9 :30～16:00
広島県薬剤師会館 2 階　ホールＢ
広島漢方研究会月例会　第642回
9:30～11:00　漢方初級講座32『加味逍遥散、抑肝散、小柴胡湯、

桂枝茯苓丸で考える漢方病理』 
木原敦司

11:00～12:30「安中散」勝谷英夫
13:30～15:00「漢方薬局での店頭経験」鉄村努
15:00～16:00「運気論（2019年 ( 己亥 ) の恵方と運気」下本順子

広島漢方研究会
テツムラ漢方薬局 

082-232-7756
3

参加費：広島漢方研究会会員
無料、会員外（オープン参加）
3,000円（学生1,500円）
※事前の申し込みは不要です。
お気軽にご参加ください 。

3 月12日（火）19:30～21:00
廿日市市総合健康福祉センター（あいプラザ）１ 階　
多目的ホール
広島県西部地区生涯教育研修会　第 １ 回
講演 1 ：「これからの薬剤師に求められるもの」

広島県薬剤師会　会長　豊見雅文先生
講演 2 ：「ポリファーマシーとは」

株式会社セイエル　薬事医薬情報部　課長　
薬剤師　河村友紀先生

講演 3 ：「在宅でのお薬事情」
広島県看護協会廿日市支部廿日市市五師会　
理事　安田美治先生

講演 4 ：「施設でのお薬困り事、どうしよう？」
特別介護老人ホーム阿品清鈴　施設福祉サービス推進室
室長　加芝洋二先生

（一社）
広島県病院薬剤師会

（一社）
広島市薬剤師会 

広島佐伯薬剤師会
（一社）

廿日市市薬剤師会
大竹薬剤師会

1 ※事前申込不要
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開催日時　　　　　　　　　開催場所
　　　　研修内容・講　師

　主催者
　問い合わせ先 認定 その他

　　　（参加費等）

3 月13日（水）19:00～21:00
東広島保健医療センター ３ 階
東広島薬剤師会　生涯教育研修会

「長期継続投与を目指したレンバチニブのマネジメント（仮）」
広島大学病院　消化器・代謝内科診療　准教授　相方浩先生

（一社）
東広島薬剤師会
082-423-7340

1

参加費：東広島薬剤師会会員
500円、他支部会員・非会員
1,000円 
会員外参加可能（要申込）

3 月19日（火）18:50～21:00
佐伯区民文化センター
広島佐伯支部集合研修会　第207回
18:50～19:00　薬剤師会から報告事項　会長　宗文彦　
19:00～21:00　演題：「簡易懸濁法を基礎から学ぶ実践セミナー」

（認定実技）　
講師：霧島市立医師会医療センター 副薬剤部長　岸本真先生

広島佐伯薬剤師会
082-924-5957 1

定員：50名
※申し込み多数の場合は佐伯
支部会員を優先させて頂きます。

3 月19日（火）19:30～21:00
学校法人福山大学宮地茂記念館
福山支部シリーズ研修会
テーマ：「臓器移植について、薬剤師が知っておいて得なこと」

（全 ２ 回）
演題：「臓器移植にまつわる倫理的な問題とは・・・？」
講師：福山大学生命工学部生命栄養科学科教授・
　　　福山大学保健管理センター長・医師　田中信一郎先生

（一社）
福山市薬剤師会
084-926-0588

1 研修費：一般1,000円
※事前の申し込みは不要です。

3 月22日（金）19:15～21:00
廿日市市総合健康福祉センター（あいプラザ） ３ 階　講座室
広島県西部地区薬剤師研修会
19:15～　製品紹介　開会挨拶

廿日市市薬剤師会　会長　渡邊英晶先生
19:30～　一般演題

座長　廿日市市薬剤師会　副会長　大田博子先生
「ささえてあげたい妊婦・授乳婦のための当院の薬剤師
の取り組み～職種間の連携を通じて～」
JA 広島総合病院薬剤部　中島恵子先生

20:00～　特別講演
21:00　　座長　JA 広島総合病院薬剤部長　橋本佳浩先生

「もう妊婦・授乳婦のお薬説明もこわくない！職種間連
携、薬薬連携でママを笑顔に　～当院でのママたちから
の相談事例と取り組み～」
社会医療法人生長会　府中病院薬剤部　
主任　木村初先生

（公社）
広島県病院薬剤師会
あすか製薬株式会社

問い合わせ先
（一社）

廿日市市薬剤師会

1

4 月13日（土）15:00～17:00
広島県薬剤師会館 ２ 階　ふたばホール
第522回薬事情報センター定例研修会
1 ）薬事情報センターだより
2 ）情報提供「ユースフルジェネリックについて」

小林化工株式会社
3 ）特別講演「もう一度、基礎から学ぶ簡易懸濁法」

昭和大学薬学部　客員教授　倉田なおみ先生

（公社）
広島県薬剤師会

薬事情報センター
082-567-6055

1
※資料準備のため ４ 月 ９ 日（火）
までに当センターにお申し込
みください。

5 月11日（土）15:00～17:00
広島県薬剤師会館 ２ 階　ふたばホール
第523回薬事情報センター定例研修会
1 ）薬事情報センターだより
2 ）情報提供　大塚製薬株式会社
3 ）特別講演

（公社）
広島県薬剤師会

薬事情報センター
082-567-6055

1

※資料準備のため ５ 月 ７ 日（火）
までに当センターにお申し込
みください。
※ 6 月の定例研修会は予定し
ていません。次回は 7 月です。 
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会 期	 2019年 7 月13日（土）～14日（日）
会 場	 広島国際会議場　
	 〒730-0811 広島県広島市中区中島町 １ - ５

主 催	 公益社団法人日本薬学会　医療薬科学部会

共 催	 一般社団法人日本病院薬剤師会、公益社団法人日本薬剤師会

実行委員長	 松尾　裕彰（広島大学病院 教授・薬剤部長）

大会事務局	 広島大学病院薬剤部（担当：垰越 崇範）
	 〒734-8551 広島市南区霞 1 - 2 - 3
	 TEL：082-257-5597　FAX：082-257-5598
	 E-mail：cps2019@hiroshima-u.ac.jp

運営事務局	 （株）近畿日本ツーリスト中国四国　広島支店
	 〒730-0032  広島市中区立町 1 -24 有信ビル 7 階
	 TEL：082-502-0909　FAX：082-221-7039
	 E-mail：cps2019-hij@or.kntcs.co.jp

ホームページ	 https://www.kntcs.co.jp/cps2019/
プログラム	 特別講演、教育講演、シンポジウム、一般演題（ポスター発表）、
	 ワークショップ、	 機器展示、その他

医療薬学フォーラム2019／
第27回クリニカルファーマシーシンポジウム

●一般演題募集のご案内
受付期間：2019年 2 月 4 日（月）～ 3月29日（金）
一般演題（ポスター）の申し込みは、本会ホームページ［一般演題募集］より、オ
ンライン登録にて受け付けます。
演題登録手順等の詳細は、本会ホームページをご確認ください。

●事前参加登録受付のご案内
受付期間：2019年 2 月 4 日（月）～ 5月29日（水）
事前参加登録の申し込みは、本会ホームページ［事前参加登録］より、オンライン
登録にて受け付けます。
参加登録費等の詳細は、本会ホームページをご確認ください。

●会期中の宿泊手配について
本会にご参加いただく皆様の会期中のご宿泊手配を（株）近畿日本ツーリスト中国
四国広島支店よりご案内致します。詳細は、本会ホームページをご確認ください。

開 催 概 要

【 メインテーマ 】

新時代の医療薬科学
－創薬科学と臨床薬学の新たな可能性に挑む－
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ヒヤリ・ハット
エビデンス情報
ヒヤリ・ハット
エビデンス情報

モ バ イ ル 事 例 報 告Ｄ Ｉ 室 ・
広島県

（公社）日本薬剤師会「モバイルDI 室」事業

28

	 （公社）広島県薬剤師会　薬事情報センター
水島　美代子、永野　利香

	 東京大学大学院薬学系研究科（育薬学講座）
澤田　康文

■処方内容は　80歳代　男性
　＜処方 1＞　休日救急歯科A　12月
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【般】ロキソプロフェンNa錠60mg 3 錠 1 日 3 回 毎食後 3日分

【般】セフジトレンピボキシル錠100mg 3 錠 1 日 3 回 毎食後 3日分
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
既病歴（不明）
現病歴（高血圧、C型肝炎、胃炎）　　病識（有）　　薬識（やや有）

■何が起こったか？
•かかりつけ内科医にメイアクト＜セフジトレン　ピボキシル＞ は使用不可と言われていた患者に、救急歯科医師
から一般名処方で【般】セフジトレンピボキシル錠100mg が処方され、薬剤師はジェネリックのセフジトレンピ
ボキシル錠100mg「OK」を投薬してしまった。

■どのような経緯で起こったか？
•患者は以前、かかりつけ内科医師（今回の休日救急歯科医師ではない）より、「歯科（今回の休日救急歯科ではない）
でメイアクトが長期で処方されているようだが、長期に飲むと下痢をするので飲んではいけない。」と言われてい
た（但し、副作用が起きたという経験はない）。
•患者は、休日救急歯科Aを受診し、当該薬局に来局した。なお、患者のかかりつけ薬局は別の薬局である。
•患者が持参したお薬手帳、当該薬局での聴き取り表には、メイアクト使用不可の記載はなかった。
•休日歯科診療で、メイアクトと同成分が一般名処方されていた（処方 1）。当該薬局ではジェネリックのセフジト
レンピボキシル錠100mg「OK」を調剤し、投薬に至った。

■どうなったか？
•患者が帰宅後に、メイアクトは使用不可であったことを思い出し、調剤した当該薬局に電話した。
•当該薬局は休日歯科診療医に疑義照会し、系統の異なるマクロライド系のクラリスロマイシン錠200mg「EMEC」
に処方変更となった。同日、変更後の薬剤情報提供書と共に配達し、セフジトレンピボキシル錠を回収した。

【事例】 

過去にメイアクトは使用不可と言われた患者に
休日救急受診の歯科医から同じ薬が処方
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　＜処方 2＞　疑義照会後の処方
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【般】ロキソプロフェンNa錠60mg 3 錠 1 日 3 回 毎食後 3日分

【般】クラリスロマイシン錠200mg	 2 錠 1 日 2 回 朝・夕食後 3日分
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
※実際に調剤された銘柄は、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」である。

■なぜおこったか？　何が問題か？
•お薬手帳、及び薬局で実施した聴き取り表の「薬によるトラブルの経験」には記載がなく、患者の申告以外に、医
療関係者はその情報を知るすべがなかった。
•患者自身が、薬によるトラブル（副作用発現の可能性）の経験について、重大性の認識がなかった可能性がある。

■今後二度とおこさないためにどうするか？　確認事項は？
•お薬手帳のトップ頁及び薬歴のトップ画面に、『メイアクト（セフジトレンピボキシル）は使用不可』と記載し、
患者や家族、医師／医療機関、薬剤師が即座に気がつくようにする。
•かかりつけ薬局に連絡し、メイアクト（セフジトレンピボキシル）は使用不可であることについて情報を共有し、
かかりつけ薬局においても具体的に薬歴などに『メイアクト（セフジトレンピボキシル）は使用不可』と記載を依
頼する。

■特記事項は?
•特になし

“ヒヤリ・ハットエビデンス情報”をご提供いただける場合は、
薬事情報センターまでご連絡をお願い致します。

〈連絡先　TEL：082−567−6055　メールアドレス：di@hiroyaku.or.jp〉
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検査値から推測～健康診断結果　対応編～
 処方箋と一緒に患者さんが持参した検査値。

それから、何を読み取りましょうか。

　 4月の新年度を迎えると、あちこちで健康診断や人間ドックが始まります。かかりつけの患者さんに、検査結果に
ついてご相談される季節ですね。或いは、検査値を参考に、添付文書の記載に合わせたリスク管理をしたり、病態の
変化、有害事象の早期発見につながることもあります。そこで、今回は、日常頻用される検査値について、情報を整
理し、患者さんに説明できるように準備しましょう。

　さて、施設毎に検査の基準値が異なるため、今回は、日本人間ドック学会の情報を主に参考にし検査値と臨床的な
意味を示します1)。

■《血液検査》でわかること

肝 臓 系
異常 要注意 基準範囲 要注意 異常 臨床的な意味

総タンパク
（ｇ/dL） 血液中の総タンパク量。 ≦6.1 6.2~

6.4
6.5~
7.9

8.0~
8.3 ≧8.4 低：栄養障害、がん、ネフローゼ症候群。

高：脱水、多発性骨髄腫、慢性炎症。

アルブミン
（ｇ/dL）

最も多い血液蛋白。
肝臓で合成。 ≦3.6 3.7~

3.8 ≧3.9 低：肝臓障害、栄養不足、ネフローゼ症候群。

AST（GOT）
（U/L）

心臓、筋肉、肝臓に多く
存在する酵素。 ≦30 31~50 ≧51

高：急性肝炎、慢性肝炎、脂肪肝、肝臓がん、ア
ルコール性肝炎などの疑い。

GOTのみが高：心筋梗塞、筋肉疾患。ALT（GPT）
（U/L） 肝臓に多く存在する酵素。 ≦30 31~50 ≧51 

γ-GTP
（U/L）

肝臓や胆道に異常がある
と血液中の数値が上昇。 ≦50 51~

100 ≧101 高：アルコール性肝障害、慢性肝炎、胆汁うっ滞、
薬剤性肝障害。

T-bil 6）

総ビリルビン
（mg/dL）

間接＋直接ビリルビン。
黄疸の確認。

0.2~
1.2

高：肝機能低下や胆道系疾患。
（胆汁が十二指腸に流れず直接ビリルビンが血中
に流入）

脂 質 系 � ＊将来、脳・心血管疾患を発症しうる可能性を考慮した基準範囲

異常 要注意 基準範囲 要注意 異常 臨床的な意味

HDL-cho
（mg/dL）

所謂、善玉コレステロー
ル。血液中の悪玉コレス
テロールを回収。

≦34 35~39 ≧40＊ 低：動脈硬化の危険性上昇。
脂質代謝異常、動脈硬化。

LDL-cho
（mg/dL）	

所謂、悪玉コレステロー
ル。 ≦59 60~

119＊
120〜
179 ≧180 高：血管壁に蓄積、動脈硬化を進行させ、心筋梗

塞や脳梗塞を起こす危険性上昇。

TG
中性脂肪

（mg/dL）

体内で最も多い脂肪で、
糖質がエネルギーとして
脂肪に変化したもの。

≦29 30~
149＊

150〜
499 ≧500 高：動脈硬化を進行させる。

低：低βリポたんぱく血症、低栄養等。

Non－HDL
-cho

（mg/dL）

動脈硬化を引きおこすコ
レステロール。
動脈硬化リスクの総合的
管理指標。

≦89 90~
149＊

150〜
209 ≧210

高：動脈硬化、脂質代謝異常、甲状腺機能低下症、
家族性高脂血症。

低：栄養吸収障害、低βリポたんぱく血症、肝硬変。

薬事情報センター長
水島　美代子
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糖 代 謝 系 � ＊将来、脳・心血管疾患を発症しうる可能性を考慮した基準範囲

異常 要注意 基準範囲 要注意 異常 臨床的な意味

FPG
（空腹時）血糖値
（mg/dL）	

血液中のブドウ糖。 ≦99＊ 100~
125 ≧126 高：糖尿病、膵臓癌、ホルモン異常。

HbA1c（NGSP）
（%）

過去1～2ヶ月の血糖の
平均的な状態を反映。 ≦5.5＊ 5.6～

6.4 ≧6.5 空腹時血糖（FPG）が126mg/dL以上かつHbA1c
（NGSP）6.5％以上なら糖尿病。

尿 酸  （UA）
異常 要注意 基準範囲 要注意 異常 臨床的な意味

UA
尿酸

（mg/dL）	
プリン体の代謝産物。 ≦2.0 2.1~

7.0
7.1~
8.9 ≧9.0 高：高尿酸血症。

高値持続：痛風、尿路結石。

血 球 系
異常 要注意 基準範囲 要注意 異常 臨床的な意味

RBC
赤血球

（106/μL）

肺で取り入れた酸素を全
身に運び、不要となった
二酸化炭素を回収して肺
に送る。

男 4.35~
5.55 2）

高：多血症。
低：貧血。

女 3.86~
4.92 2）

Hb
ヘモグロビン

（血色素）
（g/dL）

赤血球に含まれるヘムた
んぱく質。酸素の運搬役。

男 13.7~
16.8 2）

低：鉄欠乏性貧血。
女 11.6~

14.8 2）

Ht
ヘマトクリット

（g/dL）

血液全体に占める
赤血球の割合

男 ≦12.0 12.1~
13.0

13.1~
16.3

16.4~
18.0 ≧18.1

高：多血症、脱水。
低：鉄欠乏性貧血。

女 ≧11.0 11.1～
12.0

12.1~
14.5

14.6～
16.0 ≧16.1

MCV
平均赤血球容積

（fL）

Ht×10/RBC
★計算により算出	

83.6~
98.2 2）

★貧血の鑑別
高：ビタミンB12欠乏性貧血、葉酸欠乏性貧血、

過剰飲酒。
低：鉄欠乏性貧血、慢性炎症に伴う貧血。

MCH
平均赤血球
血色素量

（pg）

Hb×10/RBC
★計算により算出

27.5~
33.2 2）

MCHC
平均赤血球
血色素濃度

（g/dL）

Ht×10/Ht
★計算により算出	

31.7~
35.3 2）

WBC
白血球

（103/μL）
細菌などから体を守る働き。 ≦3.0 3.1~

8.4
8.5~
9.9 ≧10.0

高：細菌感染、炎症、腫瘍の存在、喫煙。
低：ウィルス感染症、薬物アレルギー、
　　再生不良性貧血。

PLT
血小板数

（104/μL）

出血したとき、その部分に
粘着して止血する役割。 ≦9.9 10.0~

14.4
14.5~
32.9

33.0~
39.9 ≧40.0

高：血小板血症、鉄欠乏性貧血。
低：再生不良性貧血などの骨髄での生産の低下、

特発性血小板減少性紫斑病などの体の組織で
の亢進、肝硬変などの脾臓でのプーリング。

感 染 症 系
異常 要注意 基準範囲 要注意 異常 臨床的な意味

CRP
C反応性タンパク

（mg/dL）

細 菌・ ウィルス 感 染 時、 
がんなどによる組織傷害
時、免疫反応障害などで
炎症発生時などに血液中
に増加する急性反応物質。

≦0.30 0.31~
0.99 ≧1.00 高：細菌・ウィルス感染、炎症、がん。

筋 障 害
異常 要注意 基準範囲 要注意 異常 臨床的な意味

CK（CPK）8）

クレアチンキナーゼ
（U/L）

筋収縮のエネルギー源で
あるクレアチンリン酸の合
成と分解を触媒する酵素。

男 60~270 高：筋疾患（筋ジストロフィー、横紋筋融解症、
尿毒症ミオパチー）や心筋梗塞、甲状腺機能
低下。

激しい運動や筋肉注射でも上昇。女 40~150
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腎 臓 系

異常 要注意 基準範囲 要注意 異常 臨床的な意味

Cr
血清ｸﾚｱﾁﾆﾝ

（mg/dL）

アミノ酸の一種であるク
レアチンの代謝産物。
筋肉量が多いほどその量
も多くなるため、基準範
囲に男女差がある。

男 ≦1.00 1.01~
1.29 ≧1.30 

高：腎臓の機能低下。
女 ≦0.70 0.71~

0.99 ≧1.00 

eGFR
推定糸球体濾過量

（mL/分/1.73㎡）

Cr値を性別、身長で補正
し算出。

（下記※参照）
≦44.9 45.0~

59.9 ≧60.0 低：腎臓の機能低下。

※腎機能検査　補足2）～10）

　患者さんが持参する検査値は、血清クレアチニンが多いですよね。一方、添付文書には、クレアチニンクリアランス
の記載が多くみられます。そこで、血清クレアチニンとクレアチニンクリアランス、そして、よくみかける糸球体濾過
量（GFR）についてお示しします。
■血清クレアチニン（血清Cr）とクレアチニンクリアランス（Ccr）
  クレアチニンクリアランス測定は、24時間の蓄尿や採血が必要なため、血清クレアチニンを用い、簡便に予測します。
クレアチニンクリアランス（Ccr）を算出する計算式として、【Cockcroft-Gault式】が一般的に用いられています。

　薬剤投与量の設定に、腎機能の正確な評価が重要です。クレアチニンは簡便で評価しやすい反面、体格や体重に影響
を受けるため、糸球体濾過量（GFR）を推定する必要があります（例えば、筋肉量が多いとクレアチニン産生量も多く
なります）。

■血清クレアチニン（血清Cr）と推定糸球体濾過量（eGFR）との関係
　糸球体濾過量（GFR）による腎機能評価は、実測が正確ですが、測定が煩雑なため、臨床で簡便に利用できる「日本
人のGFR推定式（日本腎臓病学会）」が用いられます。血清Cr 値、性別、年齢から日本人のGFR 推算式を用いて算出され、
慢性腎臓病（CKD）のステージ分類に使用されます。
　推定糸球体濾過量（eGFR）＝  194×血清Cr－1.094×年齢－0.287　（女性の場合はこれに×0.789）
　（単位：mL/min/1.73m2）

■ツールで算出：血清クレアチニンからCcrや、eGFR
　こちらのツールが便利です。→ 日本腎臓病薬物療法学会「eGFR ・CCrの計算」

https://www.jsnp.org/egfr/（参照  2019-1-29）

■BUN（血清尿素窒素）について２）

　BUNは血液検査で調べる腎機能です。体内のタンパク質は最終的に尿素になって、血中から腎臓を通り尿中へ排泄さ
れます。しかし腎機能が低下すると、尿素が尿中に排泄されず血中に増加するため、BUNで腎機能の評価に用います。
〈BUNとクレアチニン（Cr）〉：循環血液量が減少（脱水や消化管出血等）すると、腎血流量も低下し、尿細管での再吸
収亢進により、BUN高値となります。クレアチニン（Cr）は、腎機能が悪化後に上昇するため、BUNが先に上昇します。
BUN/Cr比＞20で、腎前性腎不全や脱水が疑われます（通常は、BUN/Cr比10前後）。

■《尿検査》でわかること
異常 要注意 基準範囲 要注意 異常 臨床的な意味

尿蛋白 陰性
（−）

（＋）
（±） ≧（2+） 高：腎臓の傷害による。腎炎、糖尿病腎症など。

クレアチニンクリアランス（Ccr）　＝　　  （140－年齢）×体重　  　（女性の場合はこれに×0.85）
　　　　（単位：mL/min）　　　　　　　（72×血清クレアチニン）
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【参考資料】
１）日本人間ドック学会検査表の見方2018年 4 月版
　　https://www.ningen-dock.jp/public/method（参照  2019-1-29）
２ ）月刊薬事、58（ ９ ） 2016
３ ）調剤と情報、　23（ ９ ） 2017
４ ）調剤と情報、24（ 1 ） 2018
５ ）薬局、67（10） 2016
６ ）医薬ジャーナル、52（ 5 ） 2016
７ ）調剤と情報、25（ １ ） 2019
８ ）調剤と情報、22（14） 2016
９ ）日本腎臓学会　エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2018
　　https://cdn.jsn.or.jp/data/CKD2018.pdf（参照  2019-1-29）
10）日本腎臓病薬物療法学会　https://www.jsnp.org/（参照  2019-1-29）
11）きょうの健康　2019年 2 月号

■補足：慢性腎臓病（CKD）の早期発見～血液検査と尿検査から～9）, 11）

　生活習慣病（糖尿病や高血圧等）や腎炎、加齢などがリスク因子となり、気づくと慢性腎臓病に！
　そこで、早期発見し、透析回避や脳卒中、心不全を防ぐためにも、血液検査や尿検査が行われています。
　慢性腎臓病（CKD）の定義
　　①、②のいずれか、または両方が 3カ月以上持続することで診断する
　　　①尿異常、画像診断、血液、病理で腎障害の存在が明らか、
　　　　特に0.15g/gCr 以上の蛋白尿（30mg/gCr 以上のアルブミン尿）の存在が重要。
　　　② GFR ＜60 mL/分/1.73m2

　　　　（なお GFR は、日常診療では血清 Cr 値、性別、年令から日本人の GFR 推定式を用いて算出）
たんぱく尿 — ± 1 + 以上
アルブミン尿（mg/ 日） 30未満 30〜299 300以上

ｅGFR

90以上
90未満
60未満
45未満
30未満
15未満

　以上、ご参考いただき、患者さんが持参された検査値コンサルテーションに、ご活用ください。

正常 軽度 中等度

高度
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お薬相談電話　事例集 No.116お薬相談電話　事例集 No.116

薬事情報センター　胡明　史子

便秘薬服用のタイミングについて

Ｑ 1．便秘で以前よりラキソベロンを飲んでいます。最近グーフィスという薬が追加になり、食前に飲むように言わ
れたのですが、飲み忘れたら、食後に飲んでもいいですか。また、食前というのは 1 時間前でもいいのでしょ
うか？（70代男性）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　A．グーフィス（エロビキシバット）は、食事の前にお飲みになることで効果が得られると考えられており、食前
の服用となります。食前に飲み忘れた場合は、次の食事の前にお飲みください。 1 時間前でもいいです＊1 。　

＊ 1 ：国内臨床試験においては「朝食30分前を目安に経口投与」とし、30分から 1 時間前に投与された。
　　　（持田製薬（株）くすり相談窓口回答）

【補足】
　胆汁酸は食物脂肪の吸収に必要な物質であり、肝臓でコレステロールから合成され、胆汁の主成分として胆嚢・胆
管を経て十二指腸に分泌されます。分泌された胆汁酸の約95% は小腸で再吸収され、門脈を経由して肝臓に戻り再
び胆汁中に分泌されるといういわゆる腸肝循環が行われており、再吸収されなかった胆汁酸は大腸内において水分を
分泌させ、消化管運動を促進させるため、胆汁酸製剤の投与により軟便や下痢の副作用を生じることや、回腸の疾病
では大量の胆汁が大腸に到達して下痢を引き起こすことが知られています。
　エロビキシバットは、胆汁酸の再吸収に係わるトランスポーターである IBAT（ileal bile acid transporter）を
阻害する作用を持つ低分子化合物であり、回腸末端部において IBAT を阻害し、胆汁酸の再吸収を抑制する＊2 ことで、
大腸内に流入する胆汁酸の量を増加させ、排便を促す＊3 と考えられています。

＊ 2 ：マウスにおいて、回腸における胆汁酸吸収抑制作用は、エロビキシバット投与後少なくとも 3 時間は持
続、 8 時間後には減弱。

＊ 3 ：エロビキシバット投与開始後、初回自発排便発現までの時間は、おおむね数時間～数日。国内長期投与
試験では、初回自発排便発現までの時間の中央値（Kaplan-Meier 法による推定値）は、 7 時間。

Ｑ 2．アミティーザという薬を食後に飲むように言われたのですが、食後に飲まないと効果がないのでしょうか？ 
（50代男性）　　

　A．アミティーザ（ルビプロストン）は、食前に服用した場合に比べて、食後に服用したほうが吐き気などの副作
用が起こりにくいため、食後服用になっています＊4。

＊ 4 ：海外で実施した臨床試験において、主な副作用と認められた悪心は、本剤の食前投与に比べて食後投与
においてその発現頻度が低下したことから、国内で実施した臨床試験は全て食後投与で実施。なお、健
康成人男女における絶食下と高脂肪食摂取後の比較では、食後の Cmax は、空腹時と比較して約 1/ 2 に
低下し、AUC は同程度、食後の Tmax は空腹時に比べ遅延。∴ルビプロストンは、食事により、吸収量
は変化を受けないが、吸収速度は影響を受けることが示唆されています。

【補足】 
　ルビプロストンは、小腸上皮に存在する ClC- 2 クロライドチャネルを活性化し、腸管内への水分分泌を促進する
ことにより、便を軟らかくして排便を促します。1980年代に医学・薬学博士号を持つ日本人医師がプロスタグランジ
ンの分解産物から多様な薬理作用を有する「プロストン」を見出し、その後開発・実用化につながった薬剤の第 2 号。
第 1 号は、緑内障・高眼圧症治療剤イソプロピルウノプロストン。

【参考資料】都薬雑誌 vol.40 No.9(2018), 日経 DI No.248(2018) ＆ No.197(2014), 薬局 vol.67 No.1(2016), 
各製品添付文書＆インタビューフォーム, グーフィス錠 5 mg 申請資料概要
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Pharmaceuticals
and
Medical Devices
Safety Information

厚生労働省医薬・生活衛生局

医薬品・医療機器等
安全性情報  No.359・360

◎連絡先
〠100−8916　東京都千代田区霞が関 １− ２− ２
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課

  ☎
 　
  03-3595-2435（直通）

　　　 03-5253-1111（内線）2755、2754、2756
（Fax）03-3508-4364
｛

この医薬品・医療機器等安全性情報は，厚生労働省において
収集された副作用等の情報を基に，医薬品・医療機器等のよ
り安全な使用に役立てていただくために，医療関係者に対し
て情報提供されるものです。医薬品・医療機器等安全性情報
は，独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ
（http://www.pmda.go.jp/）又は厚生労働省ホームページ
（http://www.mhlw.go.jp/）からも入手可能 です。

配信一覧はコチラ

PMDAメディナビでどこよりも早く安全性情報を入手
できます。
厚生労働省、PMDAからの安全性に関する必須情報をメールで配信
しています。登録いただくと、本情報も発表当日に入手可能です。

登
録
は
コ
チ
ラ

1 ．改正記載要領に基づく医療用医薬品添付文書について… ……………………… 3
2 ．重要な副作用等に関する情報……………………………………………………………… 6
　　 

1ヌシネルセンナトリウム… ……………………………………………………………… 6
2アキシチニブ……………………………………………………………………………… 7

3 ．使用上の注意の改訂について（その300）
　　 ヌシネルセンナトリウム　他（ 5 件）…………………………………………………………… 8
4 ．市販直後調査の対象品目一覧………………………………………………………………11

1 ．抗インフルエンザウイルス薬の安全性について…………………………………… 3
2 ．平成29年シーズンのインフルエンザワクチン接種後の
　　副反応疑い報告について…………………………………………………………………… 6
3 ．重要な副作用等に関する情報………………………………………………………………12
　　 1①硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸（生食液付）… …………………… 12

②硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸（無痛化剤付）… ………………… 12
2カルシトリオール（注射剤）……………………………………………………………… 14
3乾燥弱毒生水痘ワクチン………………………………………………………………… 15

4 ．使用上の注意の改訂について（その299）
　　 硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸（生食液付）他（ 3 件）……………………16
5 ．市販直後調査の対象品目一覧………………………………………………………………18

No.359　目次

平成30年（2018年）12月・平成31年（2019年）2月　厚生労働省医薬・生活衛生局

No.360　目次
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平成30年度 第3回 （通算82回）ひろしま桔梗研修会報告

神戸薬科大学同窓会広島支部　平林　慧
日　時：平成30年12月2日（日）13：30〜16：40
場　所：広島県薬剤師会館　ふたばホール

　今回の研修会では、広島県
三原市の薬局誠宏堂　小林宏
先生に『風邪の時に使われる
漢方薬の選択のポイント～桂
枝・麻黄を含む方剤、柴胡を
含む方剤、石膏を含む方剤の
３つのグループの使い分け～』
についてご講演いただきまし
た。私自身、大学生の頃は先
生の本を使用して勉強してい
たはずですが、初めての内容
も多く、学びの多い時間になりました。

　今年度の風邪は、のどの痛みや咳症状が流行りました
が、まずは王道の発熱・悪寒からくる風邪に対する桂麻
剤について学びました。発熱・悪寒を症状とした風邪は
太陽病といい体が冷やされることで起こる風邪の事です。
治療法はもちろん体を温めることで、温める作用のある
桂枝や麻黄を含む漢方薬が使われます。汗をかいている
場合は桂枝湯・汗をかいていない場合は葛根湯や麻黄湯
など桂枝と麻黄の ２つが含まれる漢方を使用します。本
当にこの使い分けが実際に現場で出来ているのか、私自

身職場には漢方薬が数種類しかなく風邪なら葛根湯！と
調剤していた気がします。また、葛根湯は汗をかき始め
たら内服を終了する、など漢方薬をどのタイミングで終
了するかなども意識した事がありませんでした。漢方薬
はマイルドな薬というイメージで高齢者のインフルエン
ザに麻黄湯を使用するケースも珍しくはありません。し
かし、高齢者のように発熱する体力のない熱の低いイン
フルエンザ患者さんに麻黄湯は危険だと今回の講義で学
びました。桂皮により汗をかき体液がどんどん失われ脱
水状態に陥る危険性があるからです。この場合は桂皮の
代わりに附子が入った麻黄附子細辛湯を使用します。麻
黄湯＝インフルエンザにも使える漢方薬。という認識で
したが正しい知識を持って使用しないと、案外インフル
エンザ症状の悪化による入院、などの背景には麻黄湯を
服用している人も少なくないのでは、と思いました。
　後半は柴胡剤について学びました。柴胡剤は、太陽病
よりもステージの進んだ少陽病という舌の白苔・微熱や
発熱と悪寒を繰り返す往来寒熱や弦脈（押さえると消え
る脈）やこめかみ・目の奥の痛みを症状とする状態に使
用します。微熱はまだ風邪の初期、という考えをもって
しまいがちですが体の中に熱がこもり臓器に支障が出て
くるのがこのステージです。柴胡剤を使用するときに実
や虚・筋肉や体型を考慮するものだと思っていましたが、
小林先生の性状をみて選ぶ！ということを今回学びまし
た。
　西洋医学・東洋医学ともに、まずは患者の症状を自分
の目で確認することが大事だと改めて思いました。講義
の中での小林先生の小柴胡湯の話もそうですが、薬剤師
がいかに漢方の適正使用の確認に寄与していけるかが今
後の課題だと思います。
　処方薬に限らずOTCでも気軽に漢方薬が手に入り、
服用している患者さんも多い世の中で、西洋薬だけでな
くもっと漢方医学にも目を向けて総合的に患者さんを見
ていけるようになりたいと思います。

小林　宏先生
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　今回の研修会は二つのテーマでの勉強です。
　講演 １．は、検査数値が載っている処方箋を見た時に、その数値をいかに活かすか？病
院の薬剤師さんに数値の持つ意味を教えていただきましょう。
　講演 ２．は、お薬を患者さんに渡すまでに医療事故が起こらないように、チームとして
薬剤師がすべきこと、「うまくいくこと」を増やす方法が「レジリエンス・エンジニアリ
ング」です。広島出身で、薬剤師であり医師である中島先生の講演は、安全管理をとて
もわかりやすく学べます。
　是非皆さん一緒に学びましょう。

（通算84回）

　　（通算84回）

日   時： 平成３１年４月７日 (日) １３：００～１６：１０
受付　12：30〜 （Ｇ07認定２単位）

場   所： 広島県薬剤師会館　2階ふたばホール
広島県広島市東区二葉の里３丁目２番１号

テーマ： 　講演　１．

演者： 井上病院   薬局 野村  雅代  先生

演者： 大阪大学医学部附属病院　病院長補佐

中央クオリティマネジメント部　教授・部長

　中島和江　先生

参加費：　１,０００円　

申込み： 下記メールアドレスへ、氏名（ヨミガナ）、出身大学、勤務先、連絡先を記載して下さい。

(締切 2019年3月29日)

※当日若干名は受付可能です。

主   催：　神戸薬科大学生涯研修支援事業　 広島生涯研修企画委員会

問合せ：　森川薬局青葉台店　　０８２９－３０－６７７８

 次回7月研修会のおしらせ！

講師： 神戸薬科大学  特別教授   宮田興子 

日時： 2019年7月21日（日）

場所： 未定

　今回の研修会は二つのテーマでの勉強です。
講演 １．は、検査数値が載っている処方箋を見た時に、その数値をいかに活かすか？病院
の薬剤師さんに数値の持つ意味を教えていただきましょう。
講演 ２．は、お薬を患者さんに渡すまでに医療事故が起こらないように、チームとして薬剤師
がすべきこと、「うまくいくこと」を増やす方法が「レジリエンス・エンジニアリング」です。広島出
身で、薬剤師であり医師である中島先生の講演は　安全管理をとてもわかりやすく学べます。
是非皆さん一緒に学びましょう。

『業務に役立つ検査値データの見方、考え方
〜検査値のその先にあるもの〜』

　講演　２． 『  医療安全への新しいアプローチ
〜 レジリエンス・エンジニアリング〜』

『（仮）パーキンソン病薬の構造式と薬理作用 』
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羅 焚 屋

　昔の万年筆は柔らかかったという話を聞くことがあります。
　ボールペンの普及で、時代とともに、万年筆のタッチは文字通り硬筆傾向になっていったと思えます。
　筆者が文句なく軟筆の代表格としているのは、イギリスのスワンです。 1 本持っていますが本当に柔らかい…とい
うか、壊れるかと思えるほどしなります。今日日からすれば独特といってよいでしょう。
　現在のラインナップでも国産製品では、細軟とか SF（ソフトファイン）の設定はありますが、全く別の次元です。
　ちなみに戦前から、フォルカンといってペン先の左右をカットして低い筆圧でもしなるように作られたペン先はあ
りますが、スワン等の昔の軟筆は、ペン先の製造過程がまるで違う。とか。フォルカンは通常のペン先に後から手を
加えるから、長年の使用には耐久的に適さないし、割れが入ることもあるとおっしゃる方もおられました。
　ですがスワンとまではいきませんが、あるんですよ。現代にも“しなる”タイプが…。
　1978年発売の PILOT ELABO（パイロット　エラボー）です。
　現在は 3 代目ですが、ペン先形状は基本的に変わっていないみたいです。
　初代・ 2 代目は樹脂ボディですが、当代は金属ボディです。
　よく、 2 代目までの樹脂ボディでよかった、当代は重過ぎるという声も聞きますが、個人的には、腰の柔らかい
ペンにはある程度の重量は欲しいと思っているので現行品を支持しています。
　ペン先形状を見てもらえればわかると思いますが、特殊ペン先の一つと思ってもらって良いでしょう。
　もし次回もモデルチェンジがあるならば、ペン先サイズは20号クラスの大型でポイントは 3B 研ぎ出しのスタブ（た
わ言が過ぎるかも）というのを出してほしいですね。

現行の軟筆（PILOT ELABO）

しなやかなペン先。

Pharmacist's HolidayPharmacist's Holiday
～薬剤師の休日～～薬剤師の休日～
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Pharmacist's HolidayPharmacist's Holiday
～薬剤師の休日～～薬剤師の休日～

湯布院賑（ゆふいんにぎやか）

武雄温泉

開湯は1200年前とされ、肥前風土記には「郡の西の方に温泉の出る巌あり」
と記されており歴史は古い。
江戸時代には長崎街道の宿場町として栄え、数多くの著名人も入湯したと
される。
象徴とされる楼門は、東京駅（丸の内駅舎）の設計者としても知られる辰
野金吾氏の作品で平成15年 ３ 月に復元されている。
元湯・蓬莱湯・鷺之湯と ３ つの共同浴場があるが、歴史を感じる元湯がオ
ススメ。
また、佐賀鍋島藩の浴場であった施設は殿様湯・家老湯と名付けられ貸切
風呂として利用可能。源泉は約50℃で、無色透明の弱アルカリ単純泉。
温泉街から少し離れているが、樹齢3000年を超える「武雄の大楠」は武雄
神社の御神木で一見の価値あり。

楼門から温泉新館を臨む

元湯・蓬莱湯入口

若干熱めの元湯 マンホールも楼門デザイン

夜の楼門

エアコン完備

午前 6時30分から営業 鷺の湯

武雄神社のその奥に… 樹齢3000年の大楠

武雄温泉／佐賀県武雄市
アクセス
■鉄道：JR武雄温泉駅から徒歩15分
■自動車：長崎自動車道武雄北方インターチェンジより車で約５分。
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はまもと歯科医院はまもと歯科医院

中筋小学校中筋小学校

藤三藤三

広島銀行広島銀行

中筋幼稚園中筋幼稚園

イマダ書店イマダ書店
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中筋保育園中筋保育園
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ひがしの薬局
広島市安佐南区東野 2-12-15 1F

次回は、福山市薬剤師会　さくらんぼ薬局高木店さんです。

　平成30年 4 月に開局しました。アストラムライン
中筋駅から太田川沿いの住宅街の中にあり、薬剤師
1 名、事務 2 名。平日、第 1・3・5 土曜日は 9 時～ 
18時、木曜、第 2・4 土曜は 9 時～13時で営業して
います。

　処方箋調剤のほか、OTC 医薬品、衛生用品等100
点程度も扱っています。近隣の整形外科の処方箋を
うけているので、テーピング、絆創膏等を購入され
る方がよくおられます。待ち時間の間に、OTC 等
の棚をながめて、普段飲んでいる薬があるが、扱っ
てないかとの問合せがあり、症状を確認して、同様
の効果のある OTC を勧めたり、取り寄せて提供す
るようにしています。今後も住民の方の要望に応じ

て徐々に取扱う種類を増やしていきたいと思います。
　また、薬局内に血圧計を置いて、気になる方は自
由に測れるようにしています。定期的な血圧測定や
望ましい血圧測定方法を指導して、安心して帰られ、
薬の用がない時にも気になったときに立ち寄られる
こともあります。
　また、近隣に眼科医はないのですが、住民からコ
ンタクトレンズも取り扱ってもらえないかとの要望
により、高度管理医療機器販売の登録も取得しまし
た。コンタクトレンズのほか、血糖測定器具等も取
扱いできるようになりました。取得後、血糖測定器
のチップ等を買いたいと来られ、型番を確認し、取
り寄せて対応できました。病院の近くまで行かなく
て、家の近くで買えるので助かったと喜んでもらえ
ました。

　今後は、在宅、健康講座の開催等にもチャレンジ
していきたいと考えています。地域に根差した、い
つでも気軽に立ち寄って頂けるような薬局を目指し
て精進していきたいと思いますので、今後もよろし
くお願いします。
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書 籍 等 の 紹 介

斡旋書籍について「お知らせ・お願い」
日薬斡旋図書の新刊書籍につきましては、県薬会誌でお知らせしておりますが、日薬雑誌の「日薬刊行物等の
ご案内」ページにつきましても、随時、会員価格にて斡旋しておりますのでご参照ください。
また、書籍は受注後の発注となりますので、キャンセルされますと不用在庫になって困ります。ご注文の場合
は、書籍名（出版社名）・冊数等ご注意くださいますようお願い申し上げます。

申込先：広島県薬剤師会事務局　TEL（082）262-8931　FAX（082）567-6066
担　当：吉田　E-mail：yoshida@hiroyaku.or.jp

「Pocket Drugs 2019」
監　　修：福井次矢（聖路加国際病院・院長）
編　　集：小松康宏（群馬大学大学院教授：医療の質・

安全学）
	 渡邉裕司（浜松医科大学理事・副学長）
発　　行：株式会社　医学書院
判　　型：A 6判、1,088頁
価　　格：定　　価　4,536円
　　　　　会員価格　4,210 円
送　　料： 1部　432円

「薬局業務に役立つ特定保険医療材料ガイド 2018-19」
編　　著：東京都薬剤師会
発　　行：株式会社　じほう
判　　型：B 5判、104頁
価　　格：定　　価　2,376円
　　　　　会員価格　2,100 円
送　　料： 1部　500円

※価格はすべて税込みです。

「薬事衛生六法2019」
発　　行：株式会社 薬事日報社
判　　型：B 5 判 変 型、1,800頁
価　　格：定　　価　5,076円
　　　　　会員価格　4,600円
送　　料： 1部　550円

「治療薬マニュアル2019」
監　　修：髙久史麿（公益社団法人地域医療振興協会・

会長）
	 矢﨑義雄（国際医療福祉大学・名誉総長）
編　　集：北原光夫（農林中央金庫健康管理室・室長）
	 上野文昭（大船中央病院・特別顧問）
	 越前宏俊（明治薬科大学教授・薬物治療学）
発　　行：株式会社　医学書院
判　　型：B 6判、2,784頁
価　　格：定　　価　5,400円
　　　　　会員価格　5,000円
送　　料： 1部　432円

    

告　　　知　　　板

第54回広島県薬剤師会臨時総会開催通知（予告）
標記の会議を次のとおり開催いたします。

　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成31年３月24日（日）午後１時
　　　　　　　　　　　　　　場　所：広島県薬剤師会館



108 2019 Vol.44 No.2　広島県薬剤師会誌

（公益社団法人）広島県薬剤師会会員の皆様へ

続

中途加入用

保険期間：2018年8月1日午後4時から2019年8月1日午後4時まで保険期間：2018年8月1日午後4時から2019年8月1日午後4時まで

中途加入の場合：申込手続きの日の翌月１日より補償開始

※5口までご加入いただけます。

手続きカンタン。
あなたの暮らしを補償します。

※この保険は病気やケガで働けなくなった場合に給与の一部を補償する保険です。
生活費の実費を補償するものではありません。

１口当りの月払保険料１口当りの月払保険料

Ａタイプ
免責期間４日

入院のみ免責0日特約

Ｂタイプ
免責期間4日タイプ

補償月額 １０万円

１口当りの月払保険料１口当りの月払保険料

■基本級別１級
（型：本人型．保険期間１年．てん補期間1年）

入院のみ免責0日特約

15歳～19歳 790円 630円

20歳～24歳 1,160円 920円

25歳～29歳 1,280円 1,030円

30歳～34歳 1,480円 1,270円

35歳～39歳 1,790円 1,570円

月
払
保

40歳～44歳 2,160円 1,940円

45歳～49歳 2,560円 2,290円

50歳～54歳 2,990円 2,640円

55歳～59歳 3,210円 2,820円

60歳～64歳 3,380円 2,940円

保
険
料

※Aタイプ・Bタイプとも天災危険補償特約がセットされています。
※年齢は被保険者（保険の対象となる方）の保険期間開始時（平成30年8月1日）の満年齢をいいます。

免責期間（保険金をお支払いしない期間）を定めたタイプに加えて、入院による就業不能となった場合に1日目
から保険金をお支払いする「入院による就業不能時追加補償特約」（特約免責期間0日）をセットしたタイプもお
選びいただけます。

入院による就業不能には１日目から保険金をお支払い（Aタイプのみ）

おすすめ！おすすめ！

※Aタイプ・Bタイプとも天災危険補償特約がセットされています

選 す

保険期間開始前に既にかかっている病気・ケガにより就業不能になった場合には、本契約の支払い対象とは
なりません。（ただし、新規ご加入時の保険期間（保険のご契約期間）開始後１年を経過した後に開始した就業
不能については、保険金お支払いの対象となります。）

入院とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に
医師の管理下において治療に専念することをいいます。

（公益社団法人）広島県薬剤師会会員のみなさまに補償をご用意（公益社団法人）広島県薬剤師会会員のみなさまに補償をご用意。
会員やご家族のみなさまの福利厚生に、ご加入をご検討ください。

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社

このチラシは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読み下さい。
ご不明な点がある場合には、パンフレット記載のお問合せ先までお問合せ下さい。
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制度の特徴制度の特徴

２４時間ガード！
業務中はもちろん業務外、国内および海外で、病気やケガにより就業不能
となった場合で その期間が免責期間＊1を超えた場合に補償します ＊2となった場合で、その期間が免責期間＊1を超えた場合に補償します。 ＊2

天災危険補償特約セット！

地震・噴火またはこれらによる津波によって被ったケガによる
就業不能も補償します

＊1  保険金をお支払いしない期間をいいます。
＊2  骨髄移植を目的とする骨髄採取手術により入院し働けなくなった場合に

ついても、保険金をお支払いします。

ご加入の際、医師の診査は不要です！

加入依頼書等にあなたの健康状態を正しくご記入いただければＯＫです。

※ご記入いただいた内容によっては、ご加入をお断りしたり、弊社の提示するお
引受け条件によってご加入いただくことがあります。

就業不能も補償します。

サ ビ ご案内

充実したサービスにより安心をお届けします！ （自動セット）

「メディカルアシスト」「デイリーサポート」
サービスの詳細はパンフレットに記載の「サービスのご案内」をご参照ください。

サービスのご案内

「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ！
東京海上日動のサービス体制なら安心です。

・メディカルアシスト
お電話にて各種医療に関する相談に応じます。
また 夜間の緊急医療機関や最寄りの医療機関

・デイリーサポート
介護・法律・税務に関するお電話でのご
相談や暮らしのインフォメーション等、役

ご加入手続きについて

代理店 広医㈱までご連絡ください。追って加入依頼書をお送りします。
（ＴＥＬ：０８２－５６８－６３３０ ＦＡＸ：０８２－２６２－１６８８）

●健康状態等の告知だけの簡単な手続きです。（医師による診査は不要）

また、夜間の緊急医療機関や最寄りの医療機関
をご案内します。

相談や暮らしのインフォメ ション等、役
立つ情報をご提供します。

●健康状態等の告知だけの簡単な手続きです。（医師による診査は不要）

●１か月の補償額とタイプ（※1）をお決めください。

（原則50万円（5口）補償まで。「入院のみ免責0日タイプ」（Aタイプ）もお選びいただけます。）

※１ 所得補償保険金額が事故直前12か月間の平均月間所得額よりも高いときは平均月間所得額を限度に保険金をお支

払いいたしますのでご注意ください。（他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保
険金が差し引かれることがあります。）

●薬剤師会会員ご本人様のほか、会員のご家族（※２）も加入することができます。ただし、年齢（保険期間開始
時の満年齢）が満15歳以上の方に限ります。

16-T14226 平成30年6月作成

時 満年齢） 満 歳以 方 限り す。

（個別に加入依頼書をご記入願います）

※2 ご家族とは、会員の方の配偶者、子供、両親、兄弟および会員の方と同居している親族をいいます。

●保険料の払い込みは加入翌月より毎月27日にご指定口座からの自動引き落としで便利です。

●残高不足等により２ヶ月続けて口座振替不能が発生した場合等には、そのご加入者の残りの保険料を一括し
て払込み頂くことがありますので、あらかじめご了承下さい。
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薬剤師国家試験 正答・解説

103回薬剤師国家試験問題
解答・解説　評言社薬学教育センターより引用

13頁　問55 解　説

21頁　問64 解　説

27頁　問84 解　説

29頁　問87 解　説

33頁　問166 解　説
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今年で地域薬剤師会の役員をさせて

いただいて10年目を迎えます。

会誌の写真も10年前。

そろそろ変えないとなぁ。。

＜リオン＞

Vol.44  No.2

2019年

3月号

今回の会誌が平成最後になります。そんな節目に会誌作成

に立ち会えて幸せです。

何より楽しみなのは・・・4月28日からの休日。 9連休にな

るのか、飛び石になるのかどうなるのでしょうねぇ～

＜AKN52＞

著名なスポーツ選手やタレントが白血病や

舌がんを公表。

一方、新たに高額ながん免疫療法製剤の製造

承認が了承される。

奏効率と費用のバランスは如何に？？

＜Ｋ―Ｚ＞

我が家の庭をのらネコさんが支配している。

たまに目が合うと、私のほうがオドオドする。

向こうが数段上から目線なのだ。負けるな私！！️

＜のりか＞

昨年、うちの職場に入職した新薬剤師たち。

気がつけば、もうすぐ 1年が経過します。

皆、まじめでいい薬剤師に成長中。

・・・自分も頑張らねば。️

＜ニソトミカ＞

平成もこの 4月で最後となり、とうとう 3つの元号

にまたがる人生を歩むことになりました。

あっ、父は 4つだ！！！

某国々の政治家たちよ、世界に紛争を起こさないで

くださいね。

最近は明るいニュースが少なく、混沌とした世界に

なるのではと心配しています。

＜T2＞

青野　拓郎　　吉田亜賀子　　竹本　貴明　　柚木　りさ
松村　智子　　秋本　　伸　　中野　真豪　　宮地　　理
村上　孝枝　　池田　和彦　　永野　利香

編　集　委　員 

この 1 月はインフルエンザの家庭内パンデミックを久々に経験

しました・・・。

家族みんな、予防接種を受けていたし、早めに受診してゾフルー

ザを服用したから（私以外）か、こじらせたりはしなかったのが

不幸中の幸いでしょうか・・・。

今後は、なるべくならインフルエンザにかからないように、予

防対策を強化したいなあと思っています。

＜みつき＞
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※ この情報を，掲示・回覧・チラシ配布・朝礼・口コミ等で広報していただきますようお願いいたします。 

広島県警察本部 生活安全総務課発行 平成 31 年２月 15 日発行 

こちらの二次元コー

ドを読み取ると，犯

罪発生マップにアク

セスできます。 

犯罪発生マップは，

犯罪や不審者情報を

地図上にわかりやす

く公開しています。 

 

NOTICE の調査などを装って，費用の請求やパスワードなどを聞き
出す詐欺等が発生するおそれがあります！
 利用者への注意喚起は，利用者が契約するインターネットプロ

バイダー以外からは行われません
 費用の請求や設定しているパスワードを聞き出すことは絶対に

ありません
NOTICE に関する問い合わせ先

NOTICE サポートセンター
0120-769-318（無料・固定電話のみ），03-4346-3318（有料）

サイバー 番（サイバー犯罪専用相談ダイヤル）
－ － （平日 ～ ）

インターネットを利用した詐欺などサイバー犯罪に関する相談電話です。

● あやしいネットショップで注文してしまった。

● 身に覚えのない料金請求メールが届いた。

「NOTICE (National Operation Towards IoT Clean Environment)」とは？
近年，様々な機器がインターネットに繋がるようになり，これらの機器は，IoT 機器

（例/ウェブカメラ・ルーターなど）と呼ばれます。IoT 機器は，平素の管理が行き届
きにくいことなどから，サイバー攻撃の対象となりやすく，諸外国では大規模なサイバ
ー攻撃によりインターネットに障害が生じるなど，深刻な被害が発生しており，2020
年のオリンピック・パラリンピック大会などを控える日本でも，対策の必要性が高まっ
ています。

そのため，総務省などでは，IoT 機器に設定されているパスワードが容易に推測され
るもの（「password」や「123456」など）かなどを確認し，プロバイダーなどを通じ
て機器の利用者へ注意喚起を行う取組を２月 20 日から行うこととしており，この取組
を「NOTICE」と呼んでいます。

 IoT 機器のパスワードは，初期設定のものを使わず，複雑なものにするなど適切な設定
を行う

 IoT 機器のファームウェアは常に最新のものにする
 使用していない IoT 機器はインターネットに接続しない（又は電源を切る）

サイバー攻撃を未然に防ぎ，安心・安全に IoT 機器を利用するためには
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審 第 4 1 2 号
平成31年 1 月28日

広島県薬剤師会会長　様
広島県国民健康保険団体連合会理事長　
〒730-8503　広島市中区東白島町19-49　

審査管理課　　　　　　　

2019年度診療（調剤）報酬請求書等
受付日程について（依頼）

　本会の事業運営については、平素から格別のご協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。
　さて、このことについては、別紙のとおり受付を行いますので、貴会会員への周知方についてご協力をお願いします。

　別紙
2019年度診療（調剤）報酬請求書等受付日程

区分 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

2019年
４ 月

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
受付 ○ ○ ○ ○ ○ − − ○ ○ ○

５ 月
曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
受付 − − − − − − ○ ○ ○ ○

６ 月
曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月
受付 − − ○ ○ ○ ○ ○ − − ○

７ 月
曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
受付 ○ ○ ○ ○ ○ − − ○ ○ ○

８ 月
曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
受付 ○ ○ − − ○ ○ ○ ○ ○ ○

９ 月
曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
受付 − ○ ○ ○ ○ ○ − − ○ ○

10月
曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木
受付 ○ ○ ○ ○ − − ○ ○ ○ ○

11月
曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
受付 ○ − − − ○ ○ ○ ○ ○ ○

12月
曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
受付 − ○ ○ ○ ○ ○ − − ○ ○

2020年
１ 月

曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
受付 − − − − − ○ ○ ○ ○ ○

２ 月
曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月
受付 − − ○ ○ ○ ○ ○ − − ○

３ 月
曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
受付 − ○ ○ ○ ○ ○ − − ○ ○

　　注 １　「O」は受付日、「−」は閉所日、網掛けは休日の受付日です。
　　注 ２　受付時間については、 8時30分〜17時15分ですのでご協力をお願いします。

一広島県国民健康保険団体連合会一
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2019年度
診療（調剤）報酬請求書等の受付日について

　2019年度における「診療（調剤）報酬請求書」等の受付につきましては、下記のとおりとなりますので、お知らせ

いたします。

記

提出月 受付締切日 休日等開所日

2019 年 4 月 10日(水)

5 月 10日(金)

6 月 10日(月) 

7 月 10日(水)

8 月 10日(土) 10日(土)

9 月 10日(火)

10月 10日(木)

11月 10日(日)  9日(土)・10日(日)

12月 10日(火) 

2020 年 1 月 10日(金)

2 月 10日(月) 

3 月 10日(火) 

　　　※受付時間は、 9時〜17時30分までとさせていただきますので、ご協力をお願いいたします

一社会保険診療報酬支払基金広島支部一



- 3 -

国会レポート
平成31年度政府予算案

� 自由民主党組織運動本部本部長代理
� 参議院議員・薬剤師

藤井　もとゆき 

薬剤師連盟のページ

　平成31年度予算の政府案は、昨年12月21日に閣議決定されました。

　平成31年度一般会計の歳出総額は、前年度当初予算より ４ 兆円弱増加して初めて100兆円を超え、101兆4,564億円

と過去最大規模となりました。このうち社会保障関係費は、消費税増税分を活用した幼児教育・保育の無償化及び社

会保障の充実への経費を含め、34兆587億円となり、前年度当初予算に比べて １ 兆704億円の増加となっています。

　厚生労働省の一般会計予算総額は、前年度当初予算比9,089億円増の32兆351億円となりました。このうち医療・介

護等の社会保障関係費は31兆5,930億円となっています。また、医薬品等の関連では新規の事業費として、革新的医

薬品等の実用化促進のための審査体制の強化に １ 億800万円、医薬品等の申請・届出手続きのオンライン化のシステ

ム整備に ３ 億700万円、地域保活ケアシステムにおける薬剤師・薬局の機能を強化するため、薬局間・医療機関との

連携体制を構築するモデル事業の実施に ２ 億1,200万円等が計上されています。

　概算要求時に示した高齢化等に伴う約6,000億円の自然増に対しては、所得の多い会社員の介護保険料の引き上げ

で約600億円、消費税引上げに伴う薬価の改訂により約490億円など、約1,200億を削減し、4,800億円増となりました。

　今通常国会では、予算案の審議に加え、薬機法等の改正法案の提出も予定されています。引き続き、医療や介護体

制の整備・充実等、誰もが安心して暮らせる社会を築くために尽力して参りたいと思います。

藤井もとゆきホームページ　http://mfujii.gr.jp/
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国会レポート
第198回通常国会開会

� 自由民主党組織運動本部本部長代理
� 参議院議員・薬剤師

藤井　もとゆき 

　 第198回通常国会は 1 月28日に召集されました。衆参の本会議での安倍首相の施政方針演説、それに対する各党代

表質問に続いて、衆参の予算委員会で平成30年度第 2 次補正予算案の審議が行われ、 2 月 7 日可決成立しました。野

党は、厚労省の毎月勤労統計調査の不適正実施の問題に対する政府の責任を厳しく追及するとしており、開会冒頭か

ら緊迫した状況となっています。

　厚生労働省は、今国会に 5 本の法律案の提出を予定しています。

　健康保険法及び国民健康保険法等の改正法案は、被保険者記号・番号を世帯単位から個人単位毎とし、保険医療機

関での被保険者の資格確認に個人番号カードによるオンラインシステムを導入する。医療機関・薬局でのオンライン

資格認証導入の初期経費を補助するため「医療情報化支援基金」創設する。国が保有する、医療保険レセプト情報デー

タベースと介護保険レセプト情報データベースについて、データを連結して利用・提供できるようにする。こと等の

規定を盛り込み、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るとしています。なお、この法案に規定する基金創設に

関する経費を来年度予算案に計上していることから、本法案は他の法案より優先して審議入りすることとなります。

　薬機法等の改正法案は、昨年末の医薬品医療機器制度部会の検討結果報告書の内容を踏まえ、優れた医薬品等を迅

速に提供するための審査制度を法制化すること、薬剤師が調剤時に限らず、継続的に服薬状況把握や服薬指導するこ

とを義務とすること等が予定されています。

　来年度予算の早期成立や国会提出法案の迅速な審議に努めて参りたいと思います。

藤井もとゆきホームページ　http://mfujii.gr.jp/
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薬学生とのふれあい

本田あきこ　オレンジ日記

日本薬剤師連盟　副会長　本田　あきこ

　平成31年もあっという間に一か月が過ぎようとしています。支部訪問につきましては、残されている九州と四国ブ

ロックの各県を訪問させていただく予定です。お邪魔させていただく薬剤師連盟の皆様には日常業務ご繁多の中、ご

厄介をお掛けしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

　さて、昨年の活動の一つとして、薬科大学・薬学部のご厚意での学生への講義がありました。教育の現場で政治団

体の役員の肩書で、しかも講義をするなどというお願いは無理ではないかと心配していましたが、 ７ 月に名城大学

の薬学部で講義を行うことができたことを皮切りに、 ９ 月に崇城大学、

10月に横浜薬科大学、12月に第一薬科大学、崇城大学薬学部、東京薬

科大学（ １ 年生）で講義を行う機会を頂戴しました。

　講義のタイトルは「愛、希望、これからの医療と薬剤師」とし、内

容は、医薬分業の始まりと歴史、薬剤師の任務、薬剤師の資格を持っ

て働く職場、災害時の薬剤師の役割、これからの医療の中での薬剤師

への期待等について、できるだけ分かりやすく話したつもりです。

　講義の最中には学生さんの反応はうまくつかめませんでしたが、講義終了後、医薬分業の歴史などについて、私自

身もタジタジとなるような質問をぶつけてくる学生さんもあり、薬学生のまじめさと同時に、将来に大きな期待が持

てる思いの経験でした。

　本年も、東京薬科大学（ ３ 年生）、日本薬科大学、城西大学薬学部、就実大学薬学部での講義が予定されております。

まだまだ現場の情報が薬学生にまで届いていない、そのような状況を改善し、薬剤師の在り様をしっかり身に着けた、

次世代を担う薬剤師のために、微力ながら頑張って参りたいと思います。

本田あきこの
ホームページ →

Facebook ページ
「本田あきこの部屋」 →

本田あきこ
メールマガジン →
登録をお願いいたします

下の QR コードから閲覧してください
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JPLフォーラム2019が開催される！

本田あきこ　オレンジ日記

日本薬剤師連盟　副会長　本田　あきこ

　 2 月11日（月・祝）に、JPL（Japan Pharmacist Ladies）フォーラム2019が都内の会議場で開催されました。こ

のフォーラムは、都道府県において地域のリーダーとして活動をされている女性薬剤師が参加して開催されるもので、

昨年 2 月11日に続き 2 回目の開催となります。今年は、「DO MY BEST “10.70.30” ～見せます！女性の本気～」を

テーマに、女性薬剤師92名によるグループ討議等、熱気に包まれた集会となりました。

　山本会長の開会挨拶に続き、近藤女性薬剤師連盟会長、とかしき衆議院議員より、激励のご挨拶、その後、石井副

会長より「薬剤師議員がなぜ必要か？」との題名での講演が、続いて私より挨拶をさせていただきました。その後、

花の名前を付した10のグループに分かれて討論が行われ、それぞれのグループから討論の結果を発表していただき、

さらに活発な質疑応答が行われました。人と人とのつながりの大切さを改めて認識いたしました。最後に岩本幹事長

の総評と安東副会長の閉会の辞で、フォーラムが終了しました。

　私の挨拶の際に、前日の 2 月10日、都内ホテルで開催された自民党の党大会に出席し、次期参議院議員選挙におけ

る候補予定者として紹介していただいたこと、安倍総裁から公認証をいただいたことなどを述べ、公認証を披露させ

ていただきました。この手に公認証をいただいてみて、都道府県薬剤師連盟と自民党各県連との長年にわたる友好関

係とともに強い絆が築かれていることの証なのだと感じました。改めて心より御礼を申し上げます。そのご恩を忘れ

ることなく必勝の覚悟で、残り 5 か月を走ってまいります。更なるご支援をお願いいたします。



 

新薬剤師研修会 2019 
共催：（公社）広島県薬剤師会 広島県病院薬剤師会 広島県薬剤師研修協議会

職場を越えた新しい仲間との交流がグッと深まる研修会のご案内です。

皆さまのご参加をお待ちしております。
 

対象 平成 ～ 年の国家試験合格者

（過去に参加経験のある方は参加できません）

日時 月 日（日） 時より

会場 広島県薬剤師会館 階ふたばホール

広島駅北口より徒歩約 分（ ）

参加費 円（懇親会費含む）

内容

「薬剤師の職能・薬剤師会のはたらき」

懇親会

広島県薬剤師研修協議会会長 松尾 裕彰 先生

「発見！あなたの薬剤師軸」

広島県薬剤師会常務理事 吉田 亜賀子 先生

「薬剤師になる」という目標を達成したあなたの今の目標は何ですか？目標の達成感はあなたの生活を

パワフルにしてくれますが、実は目標よりあなたをパワフルにしてくれるものがあるんです。それは…

ちまたでブームになっているコーチングを使ってそれを発見しませんか？

あなたの薬剤師生活やもしかしたら日常生活をもパワフルにしてくれるかもしれません！

（ 時間程度）

日本薬剤師研修センター研修認定制度による認定研修会です

参加希望の方は 月 日（月） 時まで にお申し込みください。

申込先：（公社）広島県薬剤師会事務局 木下

： ： ：

新薬剤師研修会に参加を希望します。

お名前 性別 男性 ・ 女性 （○をつけてください）

勤務先

☆会員以外の方でも構いません。お友達とお誘い合わせの上、ぜひご参加ください☆
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